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データ通信網サービス契約約款 
 
 

平成 24 年７月 J12018862 
施行   平成 24 年８月１日 

 

 

第１章 総則 

 

（約款の適用） 

第１条 当社は、電気通信事業法（昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。）に基づき、このデータ

通信網サービス契約約款（以下「約款」といいます。）を定め、これにより、データ通信網サービスを提供しま

す。 

 (注) 本条のほか、当社はデータ通信網サービスに附帯するサービス（当社が別に定めるものに限ります。以下

「附帯サービス」といいます。）をこの約款により提供します。 

 

（約款の変更） 

第２条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款に

よります。 

２ 当社は、電気通信事業法施行規則（昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。）第 2

2 条の２の３第２項第１号に規定する変更を行う場合、当社のホームページに掲示する方法又は当社が適当であ

ると判断する方法により説明します。 

 

（用語の定義） 

第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 
 

用    語 用  語  の  意  味 

１ 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 

２ 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の

通信の用に供すること 

３ データ通信網 主としてデータ通信の用に供することを目的としてイーサネットフレーム又はイン

ターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備（送信

の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される

交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。） 

４ データ通信網サービ

ス 

データ通信網を使用して行う電気通信サービス 

 

５ データ通信網サービ

ス取扱所 

データ通信網サービスに関する業務を行う当社の事業所 

 

６ 取扱所交換設備 データ通信網サービス取扱所に設置される交換設備（その交換設備に接続される設

備等を含みます。） 

７ 相互接続点 当社と当社以外の電気通信事業者（事業法第９条の登録を受けた者又は事業法第

16 条第１項の届出をした者をいいます。以下同じとします。）との間の相互接続

協定（当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結

した協定をいいます。以下同じとします。）に基づく接続に係る電気通信設備の

接続点 

８ サービス接続点 

 

データ通信網サービスに係る電気通信設備と別に定める電気通信サービスに係る

電気通信設備との接続点 

９ 協定事業者 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 

10 他社接続回線 相互接続点を介して当社のデータ通信網と相互に接続する電気通信回線であって、

協定事業者が設置するもの 

11 特定他社接続回線 協定事業者が設置する別紙１に定める電気通信サービスに係る他社接続回線 

12 特定事業者 特定他社接続回線に係る協定事業者 



 2 

 

13 無線回線 無線基地局設備（端末設備との間で電波を送り又は受けるための当社又は当社以外

の電気通信事業者の電気通信設備）と端末設備との間に設置する電気通信回線であ

って、２の電気通信回線を併せて提供するもの 

14 端末回線 収容データ通信網サービス取扱所内に設置された取扱所交換設備とデータ通信網契

約者が指定する場所との間に設置する電気通信回線（料金表第１表第１類（定額利

用料）に定める卸回線利用型及び無線回線利用型については、当社以外の電気通信

事業者が設置するものを含みます。） 

15 当社接続回線 サービス接続点を介して接続契約者回線と相互に接続する電気通信回線であって、

当社の携帯電話サービス又は衛星通信サービスに係る契約に基づき設置されるもの 

16 特定接続回線 

 

サービス接続点を介して接続契約者回線と相互に接続する電気通信回線であって、

別に定める当社の電気通信サービスに係る契約に基づき設置されるもの 

17 他社卸回線 この約款によりデータ通信網契約者に提供する電気通信回線であって、ＮＴＴ東日

本株式会社又はＮＴＴ西日本株式会社との光コラボレーションモデルに関する契約

(以下「他社卸契約」といいます。)に係るもの 

18 接続契約者回線 別に定める収容データ通信網サービス取扱所の電気通信設備と相互接続点（別紙２

に定める協定事業者の電気通信サービスに関する契約に基づき設置される他社接続

回線との接続に係るものに限ります。）、特定他社サービス接続点（データ通信網

サービスに係る電気通信設備と特定他社サービス（別に定める他事業者の電気通信

サービスをいいます。以下同じとします。）又はサービス接続点（当社接続回線、

特定接続回線又は他社卸回線との接続に係るものに限ります。）に係る電気通信設

備との接続点をいいます。以下同じとします。）との間に設置する電気通信回線 

19 契約者回線 収容データ通信網サービス取扱所内に設置された取扱所交換設備とその収容データ

通信網サービス取扱所内の当社が指定する場所との間に設置する電気通信回線 

20 端末回線等 端末回線又は他社卸回線 

21 契約者回線等 特定他社接続回線、端末回線等、接続契約者回線又は契約者回線 

22 （削除） （削除） 

23 （削除） （削除） 

24 データ通信網契約 当社からデータ通信網サービスの提供を受けるための契約 

25 データ通信網契約者 当社とデータ通信網契約を締結している者 

26 契約者回線群 データ通信網を使用して相互に通信を行うことのできる契約者回線等により構成さ

れる回線群 

27 端末設備 端末回線等若しくは契約者回線の終端又は特定他社接続回線（別紙１に規定するＩ

Ｐルーティング網接続専用サービスに係るものに限ります。）の終端に接続される

電気通信設備であって、１の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構

内（これに準ずる区域内を含みます。）又は同一の建物内であるもの 

28 自営端末設備 電気通信事業者以外の者が設置する端末設備 

29 自営電気通信設備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 

30 技術基準等 端末設備等規則（昭和 60 年郵政省令第 31 号）及び端末設備等の接続の技術的条件 

31 収容データ通信網サ

ービス取扱所 

取扱所交換設備が設置されている当社が別に定めるデータ通信網サービス取扱所 

 

32 収容区域 １の収容データ通信網サービス取扱所に端末回線等(料金表第１表第１類（定額利

用料）に定める無線回線利用型に係る端末回線を除きます。)を収容する区域で、

別に定めるもの 

33 加入区域 １の収容データ通信網サービス取扱所の収容区域のうち、特別な料金（線路設置費

及び線路に関する加算額）の支払いを必要としないでデータ通信網サービスを提供

する区域で、当社が別に定めるもの 

34 区域外 １の収容データ通信網サービス取扱所の収容区域のうち加入区域以外のもの 

35 区域外線路 加入区域を超える地点から引込柱までの間の線路 
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36 消費税相当額 消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）及び同法に関する法令の規定に基づき課税さ

れる消費税の額並びに地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）及び同法に関する法令

の規定に基づき課税される地方消費税の額 

 

第２章 データ通信網サービスの種類等 

 

（データ通信網サービスの種類） 

第４条 当社の提供するデータ通信網サービスは、次のとおりとします。  
データ通信網サービス 

（商品名：SmartVPN） 

特定の契約者回線等を使用して行うデータ通信網サービスであって、契約者回線群を

構成するもの 

 

（データ通信網サービスの品目等） 

第５条 データ通信網サービスには、料金表第１表第１類（定額利用料）に規定する品目及び通信、設備、保守若

しくは期間の態様による細目又は伝送速度に係る細目（以下「品目等」といいます。）があります。 

 

第３章 データ通信網サービスの提供範囲 

 

（データ通信網サービスの提供区間等） 

第６条 当社が提供するデータ通信網サービスの提供区間は、別記１に定めるところによります。 

２ 当社は、相互接続点の所在場所及び業務区域（別に定める区域をいいます。以下同じとします。）をデータ通

信網サービス取扱所に掲示します。 

 

第４章 契約 

 

（契約の単位） 

第７条 当社は、契約者回線等(他社卸回線と接続する接続契約者回線を使用するものにあっては、接続契約者回
線とします。)１回線ごとに１のデータ通信網契約を締結します。この場合、データ通信網契約者は１のデータ
通信網契約につき１人に限ります。 

２ 前項の場合において、特定他社接続回線に係るもののうち料金表第１表第１類（定額利用料）に定めるイーサ

伝送相当回線（別紙１(1)②に定める協定事業者のうち、株式会社オプテージに係るものを除きます。）につい

ては、協定事業者の当該電気通信サービスに関する契約約款に規定する１のアクセス回線又は１の契約者回線

と相互に接続するものを１のイーサ伝送相当回線として取り扱います。 

３ 第１項の場合において、接続契約者回線に係るもののうち特定接続回線と接続するものについては、別に定め

る当社の電気通信サービスにつき、１の接続契約者回線と接続します。 

 

（端末回線の終端等） 

第８条 当社は、データ通信網契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、堅固に施設できる地点に端末
設備を設置し、これを端末回線等の終端とします。 

２ 当社は、収容データ通信網サービス取扱所（データ通信網契約者との協議により当社が指定した収容データ通
信網サービス取扱所とします。）内の建物若しくは工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあ
って、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は端末設備を設置し、これを契約者回線の終端とします。 

３ 当社は、特定他社接続回線（別紙１に規定するＩＰルーティング網接続専用サービスに係るものに限りま
す。）について、データ通信網契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、堅固に施設できる地点に端
末設備を設置します。 

４ 当社は、前３項の地点を定めるときは、データ通信網契約者と協議します。 

５ 当社は、取扱所交換設備が設置されている収容データ通信網サービス取扱所の所在場所を当社が指定するデー

タ通信網サービス取扱所に掲示します。 

 

（収容データ通信網サービス取扱所） 

第９条 端末回線等及び契約者回線は、当社が別に定める収容データ通信網サービス取扱所の取扱所交換設備に収

容します。 

２ 当社は、第 47 条（修理又は復旧の順位）の規定による場合のほか、技術上及びデータ通信網サービスに関す

る業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、収容データ通信網サービス取扱所を変更することがあります。 

 

（データ通信網契約申込の方法） 

第 10 条 データ通信網契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をデ

ータ通信網サービス取扱所に提出していただきます。 

 (1) データ通信網サービスの品目等 
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 (2) 特定他社接続回線に係る相互接続点の所在場所及び端末設備の設置場所 

 (3) 端末回線等又は契約者回線の終端の場所 

 (4) 所属する契約者回線群 

 (5) その他データ通信網契約申込の内容を特定するための事項 

２ 他社接続回線、当社接続回線又は特定接続回線と接続するデータ通信網契約申込をするときは、前項に掲げる

事項のほか、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をデータ通信網サービス取扱所に提出し

ていただきます。 

 (1) 相互に接続する他社接続回線又は特定接続回線に係るサービスの品目等 

(2) 相互に接続する他社接続回線又は特定接続回線の区間 

(3) 相互に接続する他社接続回線に係る協定事業者の氏名又は名称 

(4) その他他社接続回線、当社接続回線又は特定接続回線に係るデータ通信網契約申込の内容を特定するため

の事項 

３ 第１項の場合において、その申込みが新たに契約者回線群を設ける申込みであるときは、その契約者回線群に

係るデータ通信網契約者の中から回線群代表者（その契約者回線群に係るデータ通信網契約者であって、契約

者回線群の設定、変更又は廃止の手続き等を代表できるデータ通信網契約者をいいます。以下同じとしま

す。）を定めてデータ通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。 

 

（データ通信網契約申込の承諾） 

第 11 条 当社は、データ通信網契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのデータ通信網契約の申込みを承諾しないことがありま

す。 

 (1) 申込みのあった契約者回線等を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。 

(2) 申込者がデータ通信網サービスの料金又は工事に関する費用（特定他社接続回線の料金又は工事に関する

費用であって当社が設定するものを含みます｡）の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

(3) 特定他社接続回線と接続するデータ通信網契約の申込みにあっては、その特定他社接続回線との相互接続

に関してその特定他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、又はその他その申込内容が相

互接続協定に基づき当社が別に定める条件に適合しないとき。 

(4) 特定他社サービスに係る電気通信設備と接続するデータ通信網契約の申込みにあっては、特定他社サービ

スに関する契約がないとき。 

(5) 当社接続回線又は特定接続回線と接続するデータ通信網契約の申込みにあっては、その当社接続回線又は

特定接続回線に係る電気通信サービスに関する契約約款等の規定により当社が当社接続回線又は特定接続

回線に係る契約の申込みを承諾しないとき。 

(6) 申込みのあった契約者回線等の属する契約者回線群の回線群代表者の承諾がないとき。 

(7) その他データ通信網サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 

 

（最低利用期間） 

第 12 条 データ通信網サービスについては、料金表第１表第１類（定額利用料）に定めるところにより最低利用

期間があります。 

２ データ通信網契約者は、前項の最低利用期間内にデータ通信網契約の解除又は品目等の変更があった場合は、

当社が定める期日までに、料金表第１表第１類（定額利用料）に規定する額を一括して支払っていただきます。 

 

（品目等の変更） 

第 13 条 データ通信網契約者は、料金表第１表第１類（定額利用料）に定めるところにより、データ通信網サー

ビスの品目等の変更を請求することができます。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、第 11 条（データ通信網契約申込の承諾）の規定に準じて取り扱います。 

 

（契約者回線等の移転） 

第 14 条 データ通信網契約者は、契約者回線等（接続契約者回線に係るものについては、他社接続回線を含みま
す。）の移転の請求をすることができます。 

ただし、料金表第１表第１類（定額利用料）に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、第 11 条（データ通信網契約申込の承諾）の規定に準じて取り扱います。 

 

（変更等の通知） 

第 15 条 データ通信網契約者は、データ通信網契約に係る他社接続回線の移転又は特定接続回線の利用休止若し

くは解除の場合には、その変更の内容を事前に又は変更後速やかに、データ通信網サービス取扱所に通知してい

ただきます。 

２ 当社は、前項の通知の内容が第 11 条（データ通信網契約申込の承諾）第２項に該当するときは、第 19 条（デ

ータ通信網契約者が行うデータ通信網契約の解除）の解除の通知があったものとして取り扱います。 
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３ データ通信網契約者は、次の場合には、そのことを速やかにデータ通信網サービス取扱所に通知していただき

ます。 

(1) データ通信網契約に係る他社接続回線等（他社接続回線又は当社接続回線をいいます。）又は特定他社サ

ービスに係る契約の解除 

(2) データ通信網契約に係る他社接続回線の利用休止 

４ 当社は、前項の通知があったときは、第 19 条（データ通信網契約者が行うデータ通信網契約の解除）の解除

の通知があったものとして取り扱います。 

５ 前４項の規定にかかわらず、料金表第１表第１類（定額利用料）に別段の定めがある場合は、その定めるとこ

ろによります。 

(注１) 本条第１項又は第３項の通知があったときは、当社は、その通知のあった事項を証明する書類を提示し

ていただくことがあります。 

(注２) 当社は、データ通信網契約者から本条第１項又は第３項の通知がないときは、第 54 条（協定事業者から

の通知）の通知により本条第１項又は第３項の通知があったものとみなすことがあります。 
 

（契約者回線群の変更等） 

第 16 条 データ通信網契約者は、現に所属する契約者回線群から他の契約者回線群へ、その所属先の変更の請求

を行うことができます。 

２ 前項の請求があったときは、当社は、第 11 条（データ通信網契約申込の承諾）の規定に準じて取り扱います。 

３ データ通信網契約者は、所属する契約者回線群の回線群代表者を、同一の契約者回線群に所属する他のデータ

通信網契約者に変更することができます。 

４ 前項の請求があった場合は、当社は、その契約者回線群に所属するデータ通信網契約者の承認が得られないと

きを除き、その請求を承諾します。 

 

（その他の契約内容の変更） 

第 17 条 当社は、データ通信網契約者から請求があったときは、第 10 条（データ通信網契約申込の方法）第１
項第５号又は第２項第４号に規定する契約内容の変更を行います。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、第 11 条（データ通信網契約申込の承諾）の規定に準じて取り扱います。 

 

（データ通信網契約に基づく権利の譲渡の禁止） 

第 18 条 データ通信網契約者がデータ通信網契約に基づいてデータ通信網サービスの提供を受ける権利は、譲渡

することはできません。 

 

（他社卸回線の事業者変更） 

第 18 条の 2 他社卸回線に係るデータ通信網契約者が、事業者変更（他社卸回線に係るデータ通信網契約者がデー

タ通信網契約の解除と同時に新たに他の電気通信事業者が提供する他社卸回線に相当する電気通信サービスに係

る契約を締結することをいいます。以下同じとします。）の利用を希望するときは、契約の解除に先立って、当

社にその旨を請求していただきます。 

２ 当社は、前項の規定により事業者変更の請求があったときは、次の場合を除いて、これを承諾します。 

(1) 事業者変更により新たに契約を締結する電気通信事業者が承諾しないとき。 

(2) 第 32 条（利用停止）第１項各号の規定のいずれかに該当するとき。 

(3) 料金表第１表第１類（定額利用料）に規定する事業者変更を承諾しない場合に該当するとき。 

(4) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 

３ 当社は、事業者変更があったとき又は事業者変更指定日（他社卸回線に係るデータ通信網契約者が事業者変更

を完了する日として指定した日をいいます。以下同じとします。）を一定期間経過しても事業者変更が完了しな

いときは、次条の解除の通知があったものとして取り扱います。 

４ 当社は、事業者変更指定日に事業者変更が完了していない場合であっても、事業者変更指定日にデータ通信網

サービスの提供を終了します。 

 

（データ通信網契約者が行うデータ通信網契約の解除） 

第 19 条 データ通信網契約者は、データ通信網契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめデータ通

信網サービス取扱所に書面により通知していただきます。 

 

（当社が行うデータ通信網契約の解除） 

第 20 条 当社は、次の場合には、そのデータ通信網契約を解除することがあります。 

(1) この約款に定める料金（特定他社接続回線の料金又は工事に関する費用であって、当社が設定するものを

含みます。第 32 条（利用停止）において同じとします。）その他の債務について、支払期日を経過し、催告

を受けてもなお支払わないとき。 

(2) 第 32 条（利用停止）の規定によりデータ通信網サービスの利用停止をされたデータ通信網契約者が、なお
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その事実を解消しないとき。 

(3) データ通信網契約者が、第 34 条（通信利用の制限）第４項の規定にもとづき通信利用の制限を受けた場合

であって、当社からの一定期日までの改善の要請（改善の要請に係る事項は別に定めます。）を受けてもなお、

その期日内に改善されないとき。 

(4) 相互接続協定、他社卸契約若しくは端末回線（料金表第１表第１類（定額利用料）に定める卸回線利用型

及び無線回線利用型に限ります。以下、この号において同じとします。）に係る当社以外の電気通信事業者と

の契約の解除、相互接続協定に係る協定事業者、他社卸契約若しくは端末回線に係る電気通信事業者の電気通

信事業の休止又は他社接続回線、他社卸回線若しくは端末回線に係る相互接続点若しくはサービス接続点（こ

の号においては、端末回線についての当社以外の電気通信事業者の電気通信設備との接続点を含みます。）の

所在場所の変更若しくは廃止により、データ通信網契約者が他社接続回線、他社卸回線又は端末回線を利用す

ることができなくなったとき（無線回線を構成する２の電気通信回線のうち１が利用できなくなったときを含

みます。）。 

ただし、その契約者回線等の移転又は第 30 条(他社接続回線接続変更)に規定する他社接続回線接続変更の

請求を行う場合を除きます。  

(5) 所属する契約者回線群の回線群代表者からその契約者回線群の廃止の申出があったとき。 

(6) 所属する契約者回線群の回線群代表者に係る全ての契約者回線等について、契約の解除があったときであ

って、第 16 条（契約者回線群の変更等）に規定する回線群代表者の変更の請求がないとき。 

(7) データ通信網契約者が第 32 条（利用停止）第１項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実がデ

ータ通信網サービスに関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるとき。 

２ 当社は、前項の規定により、そのデータ通信網契約を解除しようとするときは、あらかじめデータ通信網契約

者にそのことを通知します。 

 

（その他の提供条件） 

第 21 条 データ通信網契約に関するその他の提供条件については、別記２及び３に定めるところによります。 

 

第５章 付加機能 

 

（付加機能の提供） 

第 22 条 当社は、データ通信網契約者から請求があったときは、そのデータ通信網契約について、次の場合を除

き、料金表第１表第１類（定額利用料）により付加機能を提供します。 

(1) 付加機能の提供を請求したデータ通信網契約者が、付加機能使用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれ

があるとき。 

(2) 付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社のデータ通信網サービ

スに関する業務の遂行上支障があるとき。 

 

（付加機能の廃止） 

第 23 条  当社は、次の場合には付加機能を廃止します。 

(1) その付加機能の提供を受けているデータ通信網契約者から廃止の申出があったとき。 

(2) その付加機能の利用を継続するにあたり、料金表第１表第１類（定額利用料）に規定する提供条件を満た

さなくなったとき。 

 

第６章 端末設備の提供等 

 

（端末設備の提供） 

第 24 条 当社は、特定他社接続回線（別紙１に規定するＩＰルーティング網接続専用サービスに係るものに限り

ます。）又は端末回線等においては、第８条(端末回線の終端等）に定めるところにより端末設備を提供します。 

２ 当社は、データ通信網契約者から請求があったときは、その契約者回線等（契約者回線に限ります。）につい

て料金表第１表第１類（定額利用料）に定める端末設備を提供します。 

 

（端末設備の種類の変更） 

第 25 条 当社は、データ通信網契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備について、その端末設

備の種類の変更を行います。 

 

（端末設備の移転） 

第 26 条 当社は、データ通信網契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。 
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第７章 回線相互接続 

 

（当社又は他社の電気通信回線との接続） 

第 27 条 データ通信網契約者は、その契約者回線等（接続契約者回線を除きます。以下この条において同じとし

ます。）の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、契約者回線等と当社が提供する

電気通信サービスに係る電気通信回線又は当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線（以下「他社回

線」といいます。）との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、そ

の接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定する

ための事項について記載した当社所定の書面をデータ通信網サービス取扱所に提出していただきます。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、その接続に関し、その接続する当社の電気通信サービスに係る電気通信

回線について規定する契約約款の規定により当社が承諾しない場合又はその他社回線に係る電気通信事業者の承

諾が得られない場合を除いて、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回

線により行う通信について、その品質を保証しません。 

 

（他社接続回線の相互接続） 

第 28 条 当社は、データ通信網契約に係る他社接続回線の移転の請求を承諾したときは、その他社接続回線と接

続する相互接続点において、指定のあった他社接続回線と当社の電気通信設備との接続を行います。 

 

（相互接続点の所在地の変更） 

第 29 条 当社は、相互接続協定に基づき、相互接続点の所在場所内でその所在地を変更することがあります。 

 

（他社接続回線接続変更） 

第 30 条 当社は、データ通信網契約者から請求があったときは、その他社接続回線と接続する相互接続点の現在

の所在場所において、現在接続されている他社接続回線以外の他社接続回線への接続の変更（以下「他社接続回

線接続変更」といいます。）を行います。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、第 11 条(データ通信網契約申込の承諾）の規定に準じて取り扱います。 

 

第８章 利用中止等 

 

（利用中止） 

第 31 条 当社は、次の場合には、データ通信網サービス又は付加機能の利用を中止することがあります。 

(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。 

(2) 第 29 条（相互接続点の所在地の変更）の規定により、相互接続点の所在地を変更するとき。 

(3) 第 34 条（通信利用の制限）の規定により、通信の利用を中止するとき。 

２ 当社は、前項の規定によりそのデータ通信網サービス又は付加機能の利用を中止するときは、あらかじめその

ことをデータ通信網契約者に通知します。 

  ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 

 

（利用停止） 

第 32 条 当社は、データ通信網契約者が次のいずれかに該当するときは、６か月以内で当社が定める期間､その

データ通信網サービスの利用を停止することがあります。 

(1) この約款に定める料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。 

(2) 第 51 条（利用に係るデータ通信網契約者の義務）の規定に違反したとき。 

(3) 当社の承諾を得ずに、契約者回線等（接続契約者回線を除きます。以下この条において同じとします。）

に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を

接続したとき。 

(4) 別記５若しくは７に定める規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、

技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取り

はずさなかったとき。 

２ 当社は、前項の規定によりそのデータ通信網サービスの利用停止をしようとするときは、あらかじめその理由、

利用停止をする日及び期間をデータ通信網契約者に通知します。 

  ただし、データ通信網契約者が、第 51 条（利用に係るデータ通信網契約者の義務）第１項各号の規定に違反

したときであって、データ通信網サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を

及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたときは、この限りでありません。 

 

（接続休止） 

第 33 条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止又は相互接続協定の解除若しくは相互接続協定に係
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る電気通信事業者の電気通信事業の休止により、データ通信網契約者が当社のデータ通信網サービス又は付加機

能を全く利用できなくなったときは、そのデータ通信網サービス又は付加機能について接続休止（そのデータ通

信網サービス又は付加機能に係る電気通信設備を他に転用することを条件としてそのデータ通信網サービス又は

付加機能を一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。）とします。 

２ 当社は、前項の規定により接続休止しようとするときは、あらかじめ、そのデータ通信網契約者にそのことを

通知します。 

３ 第１項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して１年間とし、その接続休止の期間を経過した

日において、そのデータ通信網契約は解除又は付加機能は廃止されたものとして取り扱います。この場合は、そ

のデータ通信網契約者にそのことを通知します。 

 

第９章 通信利用の制限 

 

（通信利用の制限） 

第 34 条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、

災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とす

る通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線等に係る

通信について、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等（当社がそれらの機関との協議により定めたもの

に限ります。）以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。 

機    関    名 

気象機関 

水防機関 

消防機関 

災害救助機関 

警察機関（海上保安機関を含みます。以下同じとします。） 

防衛機関 

輸送の確保に直接関係がある機関 

通信の確保に直接関係がある機関 

電力の供給の確保に直接関係がある機関 

ガスの供給の確保に直接関係がある機関 

水道の供給の確保に直接関係がある機関 

選挙管理機関 

別記 14 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関 

預貯金業務を行う金融機関 

国又は地方公共団体の機関 
 
２ 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。 

３ 当社は、データ通信網サービス（当社が別に定めるものに限ります。）について、通信が著しくふくそうした

とき又はふくそうするおそれがあるときは、データ通信網サービスに係る通信速度を制限することがあります。 

４ 当社は、端末回線（料金表第１表第１類（定額利用料）に定める無線回線利用型に限ります。）について、料

金表第 1 表の規定にもとづき通信の利用を制限又は伝送速度を制限することがあります。 

 

（接続契約者回線に係る制約） 

第 35 条 接続契約者回線（料金表第１表第１類（定額利用料）に定める移動体通信網相当回線に係るものに限り

ます｡）及び端末回線（料金表第１表第１類（定額利用料）に定める無線回線利用型に係るものに限ります。）

に係るデータ通信網契約者は、当社の契約約款に規定する移動無線装置（料金表第１表第１類（定額利用料）に

定める無線回線利用型に係る端末回線については、回線終端装置を含みます。）が業務区域内に在圏する場合に

限り、データ通信網サービスを利用することができます。 

 ただし、業務区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル又は山間部等電波の伝わりにくいと

ころでは、データ通信網サービスを利用できない場合（通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程

度になる場合を含みます｡以下「無線の特性に起因する事象」といいます｡）があります。 

 

第 10 章 料金等 

 

第１節 料金及び工事に関する費用 

 

（料金及び工事に関する費用） 

第 36 条 当社が提供するデータ通信網サービスの料金は、料金表第１表（料金）に規定する料金とします。 

２ 当社が提供するデータ通信網サービスに係る工事に関する費用は、料金表第２表（工事に関する費用）に規定
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する工事費とします。 

３ 当社が提供するデータ通信網サービスに係る手続きに関する料金は、料金表第３表（手続きに関する料金）に

規定する料金とします。 

 

第２節 料金等の支払義務 

 

（定額利用料の支払義務） 

第 37 条 データ通信網契約者は、そのデータ通信網契約に基づいて当社がデータ通信網サービス又は付加機能の

提供を開始した日から起算して、その契約の解除又は付加機能の廃止があった日の前日までの期間（提供を開始

した日と解除又は廃止があった日が同一である場合は、１日間とします。）について、料金表第１表（料金）に

規定する料金のうち月額で規定されているもの（以下「定額利用料」といいます。）の支払いを要します。 

ただし、第 18 条の 2（他社卸回線の事業者変更）に規定する事業者変更の場合であって、事業者変更指定日

と異なる日に事業者変更が完了したときは、「その契約の解除又は付加機能の廃止があった日」は「事業者変更

指定日」とします。 

２ 前項の期間において、利用停止等によりデータ通信網サービス又は付加機能を利用することができない状態が

生じたときの定額利用料の支払いは、次によります。 

(1) 利用停止があったときは、データ通信網契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します｡ 

(2) 前号の規定によるほか、データ通信網契約者は、次の場合を除き、データ通信網サービス又は付加機能を

利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。 

区     別 支払いを要しない料金 

 １ データ通信網契約者の責めによらない理由によ

り、そのデータ通信網サービス又は付加機能を全

く利用できない状態（その契約に係る電気通信設

備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く

利用できない状態と同程度の状態となる場合を含

みます。以下この表において同じとします。）が

生じた場合（２欄又は３欄に該当する場合を除き

ます。）に、そのことを当社が知った時刻から起

算して、次表に規定する時間以上その状態が連続

したとき。 

区 分 時 間 

(1) 次の契約者回線等を使用する

場合 

 ａ 特定他社接続回線のうち、料

金表第１表第１類（定額利用

料）に定めるイーサ伝送相当回

線のクラス３に係るもの 

ｂ 端末回線のうち、料金表第

１表第１類（定額利用料）に

定める特定端末回線型のもの 

 ｃ 接続契約者回線のうち特定接

続回線に係るもの 

 ｄ 契約者回線 

１時間 

(2) (1)以外のもの 24 時間 
 

そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかっ

た時間（この表の左欄１に規定する時間の倍数であ

る部分に限ります。）に対応するそのデータ通信網

サービス又は付加機能についての定額利用料 

 ２ 当社の故意又は重大な過失により、そのデータ

通信網サービス又は付加機能を全く利用できない

状態が生じたとき。 

そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかっ

た時間に対応するそのデータ通信網サービス又は付

加機能についての定額利用料 

 ３ 契約者回線等の移転又は他社接続回線接続変更

に伴って、データ通信網サービス又は付加機能を

利用できなくなった期間が生じたとき（データ通

信網契約者の都合によりデータ通信網サービス又

は付加機能を利用しなかった場合であって、その

設備を保留したときを除きます。）。 

利用できなくなった日から起算し、再び利用できる

状態とした日の前日までの日数に対応するそのデー

タ通信網サービス又は付加機能についての定額利用

料 

 
３ 第１項の期間において、データ通信網契約者が、契約者回線等と相互に接続する他社接続回線等（当社接続回

線又は他社接続回線をいいます。以下この項において同じとします。）を利用することができないため、当社の

データ通信網サービス又は付加機能を全く利用できないときの定額使用料の支払いは、次によります。 
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(1)  契約者回線等と相互に接続する他社接続回線等の利用の一時中断、利用停止又は契約の解除その他その他

社接続回線等の契約者に帰する事由により、データ通信網契約者がその他社接続回線等を利用することがで

きなくなった場合であっても、データ通信網契約者は、その契約者回線等に係る定額利用料を支払っていた

だきます。 

(2)  前号の規定によるほか、データ通信網契約者は、次の場合を除き、契約者回線等と相互に接続する他社接

続回線等を利用できないため、データ通信網サービス又は付加機能を利用できなかった期間中の定額利用料の

支払いを要します。 

区     別 支払いを要しない料金 

 １ データ通信網契約者の責めによらない理由によ

り、契約者回線等と相互に接続する他社接続回線等

を全く利用できない状態（その他社接続回線等によ

る全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できな

い状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下

この表において同じとします。）が生じた場合（無

線の特性に起因する事象により全く利用できない状

態となる場合並びに２欄及び３欄に該当する場合を

除きます。）に、そのことを当社が知った時間から

起算して、前項第２号の表の１欄に規定する時間以

上その状態が連続したとき。 

そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかっ

た時間（前項第２号の表の１欄に規定する時間の倍

数である部分に限ります。）に対応するそのデータ

通信網サービス又は付加機能についての定額利用料 

 ２ 契約者回線等と相互に接続する他社接続回線等に

係る当社又は協定事業者の故意又は重大な過失によ

り、当該契約者回線等を利用することができない状

態が生じたとき。 

そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかっ

た時間に対応するそのデータ通信網サービス又は付

加機能についての定額利用料 

 ３ 契約者回線等の接続休止をしたとき。 契約者回線等の接続休止をした日から起算し、再び

利用できる状態とした日の前日までの期間に対応す

るそのデータ通信網サービス又は付加機能について

の定額利用料 

４ 当社は、支払いを要しないこととされた定額利用料が既に支払われているときは、その料金を返還します。 

 

（手続きに関する料金の支払義務） 

第 37 条の２ データ通信網契約者は、データ通信網契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けた

ときは、料金表第３表（手続きに関する料金）に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。 

 ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又は請求の取り消しがあった場合は、この限りでありません。

この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。 

 

（工事費の支払義務） 

第 38 条 データ通信網契約者は、データ通信網契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたとき

は、料金表第２表（工事に関する費用）に定める工事費を支払っていただきます。 

  ただし、工事の着手前にそのデータ通信網契約の解除又はその工事の請求の取消し（以下この節において

「解除等」といいます。）があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われてい

るときは、当社は、その工事費を返還します。 

２ 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、データ通信網契約者は、その工事に

関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。

この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。 

３ 転用（ＮＴＴ東日本株式会社又はＮＴＴ西日本株式会社のＩＰ通信網サービス契約約款に規定するＩＰ通信網

サービスの転用をいいます。以下同じとします。）により、新たに当社と他社卸回線に係るデータ通信網契約を

締結した場合であって、当社に引き継がれた分割支払金の残余の期間の債務（ＮＴＴ東日本株式会社又はＮＴＴ

西日本株式会社が定める契約約款に規定するものをいいます。以下「工事費残債」といいます。）があるときは、

その転用に係るデータ通信網契約者は、その工事費残債の支払いを要します。この場合において、当社は、その

工事費残債を当社が定める方法により請求します。 

 

（線路設置費の支払義務） 

第 39 条 データ通信網契約者は、次条第１項の規定により設備費を支払っていただく場合を除いて、次の場合に

は、料金表第１表第２類（一時金）に定める線路設置費を支払っていただきます。 

  ただし、端末回線等の設置工事等の着手前にそのデータ通信網契約の解除等があった場合は、この限りであ

りません。この場合、既に線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費を返還します。 

 (1) 端末回線等の終端が区域外となるデータ通信網契約の申込みをし、その承諾を受けたとき。 



 11 

 (2) 端末回線等の終端が区域外にあるデータ通信網サービスについて、端末回線等の品目等の変更の請求をし、

その承諾を受けたとき。 

 (3) 移転後の端末回線の終端が区域外となる端末回線の移転（移転後の端末回線の終端が移転前の端末設備の

設置範囲内となるものを除きます。）の請求をし、その承諾を受けたとき。 

２ データ通信網契約者は、工事の着手後完了前に解除等があったときは、前項の規定にかかわらず、解除等があ

ったときまでに着手した工事（区域外における端末回線等の新設工事に限ります。）の部分について、当社が別

に算定した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費

税相当額を加算した額とします。 

 

（設備費の支払義務） 

第 40 条 データ通信網契約者は、現在設置されている通常の電気通信設備以外の特別な電気通信設備の新設を要

するデータ通信網契約の申込み（契約者回線等の品目等の変更又は移転の請求を含みます。）をし、その承諾を

受けたときは、料金表第１表第２類（一時金）に定める設備費を支払っていただきます。 

  ただし、契約者回線等の設置工事等の着手前にそのデータ通信網契約の解除等があった場合は、この限りで

ありません。この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費を返還します。 

２ データ通信網契約者は、工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、解除等があ

ったときまでに着手した工事（前項に揚げる特別な電気通信設備の新設の工事に限ります。）の部分について、

当社が別に算定した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した

額に消費税相当額を加算した額とします。 

 

（その他一時金の支払義務） 

第 40 条の２ データ通信網契約者(料金表第１表第１類（定額利用料）に定める無線回線利用型に係るものに限り

ます。)は、データ通信網契約の申込み、データ通信網サービスの品目等の変更の請求又は予備回線終端装置

（予備の回線終端装置をいいます。以下同じとします。）の送付の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表

第１表第２類（一時金）に定めるところにより、その他一時金を支払っていただきます。 

ただし、契約者回線等の設置工事等の着手前にそのデータ通信網契約の解除等があった場合は、この限りであ

りません。この場合、既にその他一時金が支払われているときは、当社は、その他一時金を返還します。 

 

第３節 料金の計算方法等 

 

（料金の計算方法等） 

第 41 条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。 

 

第４節 割増金及び延滞利息 

 

（割増金） 

第 42 条 データ通信網契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほ

か、その免れた額（消費税相当額を加算しない額とします。）の２倍に相当する額に消費税相当額を加算した額

を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。 

 

（延滞利息） 

第 43 条 データ通信網契約者は、料金その他の債務（延滞利息を除きます。）について支払期日を経過してもな

お支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの期間について、年 14.5％の割合で計算

して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。 

 ただし、支払期日の翌日から 10 日以内に支払いがあったときは、この限りでありません。 

 

第５節 特定他社接続回線の料金等 

 

（特定他社接続回線の料金等） 

第 44 条 データ通信網契約者は、そのデータ通信網契約に基づいて使用する特定他社接続回線の料金等（データ

通信網サービスに係る特定他社接続回線の料金及び工事に係る費用であって、当社が設定するものをいいます。

以下同じとします。）を当社に支払っていただきます。 

２ 前項に規定するほか、特定他社接続回線の料金等に関するその他の提供条件（責任の制限を含みます。）は、

この約款に定めるところによります｡ 

 

第 11 章 保守 
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（データ通信網契約者の維持責任） 

第 45 条 データ通信網契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持してい

ただきます。 

 

（データ通信網契約者の切分責任） 

第 46 条 データ通信網契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等（接続契約者回線を除きま

す。）に接続されている場合であって、当社のデータ通信網サービスを利用することができなくなったときは、

その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。 

２ 前項の確認に際して、データ通信網契約者から請求があったときは、当社は、データ通信網サービス取扱所に

おいて当社が別に定める方法により試験を行い、その結果をデータ通信網契約者にお知らせします。 

３ 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、データ通信網

契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったとき

は、データ通信網契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費

用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。 

(注) 本条は、自営端末設備又は自営電気通信設備について当社と保守契約を締結しているデータ通信網契約者

には適用しません。 

 

（修理又は復旧の順位） 

第 47 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧す

ることができないときは、第 34 条（通信利用の制限）の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、

次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第１順位及び第２順位の電

気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。 

順位 修理又は復旧する電気通信設備 

１ 

気象機関に設置されるもの 

水防機関に設置されるもの 

消防機関に設置されるもの 

災害救助機関に設置されるもの 

警察機関に設置されるもの 

防衛機関に設置されるもの 

輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 

通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 

電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 

２ 

ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 

水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 

選挙管理機関に設置されるもの 

別記 14 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 

預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 

国又は地方公共団体の機関に設置されるもの（第１順位となるものを除きます。） 

３ 第１順位及び第２順位に該当しないもの 
 
(注) 当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線等につい

て、暫定的にそのデータ通信網サービス取扱所を変更することがあります。 

 

第 12 章 損害賠償 

 

（責任の制限） 

第 48 条 当社は、データ通信網サービスを提供すべき場合において、当社又は協定事業者の責めに帰すべき理由

によりその提供をしなかったときは、そのデータ通信網サービスが全く利用できない状態（当該契約に係る電気

通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。

以下この条において同じとします。）にあることを当社が知った時刻から起算して、第 37 条（定額利用料の支

払義務）第２項第２号の表の１欄に規定する時間以上その状態が連続したときに限り、データ通信網契約者の損

害を賠償します。 

   ただし、協定事業者が協定事業者の契約約款に定めるところによりその損害を賠償する場合又はデータ通信

網サービスについて、無線の特性に起因する事象により全く利用できない状態となる場合は、この限りでありま

せん。 

２ 前項の場合において、当社は、データ通信網サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻
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以後のその状態が連続した時間（第 37 条（定額利用料の支払義務）第２項第２号の表の１欄に規定する時間の

倍数である部分に限ります。）に対応する当該データ通信網サービスに係る料金表第１表（料金）に規定する定

額利用料を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。 

３ 前項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通

則の規定に準じて取扱います。 

４ 当社の故意又は重大な過失によりデータ通信網サービスの提供をしなかったときは、前３項の規定は適用しま

せん。 

 

（免責） 

第 49 条 当社は、データ通信網サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に

当たって、データ通信網契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得な

い理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。 

２ 当社は、この約款の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更（以下この条において「改

造等」といいます。）を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。 

 ただし、端末設備等の接続の技術的条件（以下この条において「技術的条件」といいます。）の規定の変更

（取扱所交換設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。）により、現に契約者回線等（接続

契約者回線を除きます。）に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社

は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。 

 

第 13 章 雑則 

 

（承諾の限界） 

第 50 条 当社は、データ通信網契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的

に困難なとき又は保守することが著しく困難である等データ通信網サービスに関する当社の業務の遂行上支障が

あるとき（その請求に係る契約者回線等が特定他社接続回線又は接続契約者回線である場合において、当社の電

気通信設備と他社接続回線との接続に関し、その他社接続回線に係る電気通信事業者の承諾が得られない場合そ

の他その請求内容が相互接続協定に基づき当社が別に定める条件に適合しない場合を含みます。）は、その請求

を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。 

 ただし、この約款において特段の定めがある場合には、その定めるところによります。 

 

（書面等の提出等） 

第 50 条の２ データ通信網契約者又はデータ通信網契約の申込みをする者（承継等の手続きをする者を含みま

す。）は、当社が承認した場合、当社所定の書面等の提出等に代えて、当社指定の方法（電磁的方法やインタ

ーネットを経由して当社所定の書式をデータ通信網サービス取扱所等へ送信する方法を含みます。）により提

出等をすることができます。 

 

（利用に係るデータ通信網契約者の義務） 

第 51 条 データ通信網契約者は、次のことを守っていただきます。 

(1) 当社がデータ通信網契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しく

は損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。 

 ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信

設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。 

(2) 当社がデータ通信網サービスに関する業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がデータ通信

網契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。 

(3) 当社がデータ通信網契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。 

２ データ通信網契約者は、本条の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する

期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。 

 

（データ通信網契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等） 

第 52 条 データ通信網契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等については、別記 10 及び 11 に定めるとこ

ろによります。 

 

第 53 条 削除 

 

（協定事業者からの通知） 

第 54 条 当社は、データ通信網契約者が別記２に定める変更等の通知の届出を行わなかった場合は、当社と協定

事業者との相互接続協定に基づき、協定事業者から、データ通信網契約者と協定事業者との別紙１及び２に定め
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る電気通信サービスに関する契約に係る氏名及び住所等について、通知を受けることがあります。 

 

（特約条項等） 

第 55 条 当社は、この約款に定めるところにかかわらず、データ通信網契約者に対して別に定める提供条件（以

下「特約条項等」といいます。）で、データ通信網サービスの提供をすることがあります。 

  この場合、当社とデータ通信網契約者の間で締結する特約条項等については、その部分についてこの約款に

優先するものとします。 

 

（法令に規定する事項） 

第 56 条 データ通信網サービスの提供又は利用にあたり、法令に規定のある事項については、別記４から９に定

めるところによります。 

 

（閲覧） 

第 57 条 データ通信網サービスにおける基本的な技術的事項は、別表のとおりとします。 

２ 当社は、当社が指定するデータ通信網サービス取扱所において、データ通信網サービスを利用するうえで参考

となる別記 15 に定める事項を記載した技術資料を閲覧に供します｡ 

３ この約款において当社が別に定めることとしている事項については、閲覧に供します。 

 

第 14 章 附帯サービス 

 

（附帯サービス） 

第 58 条 データ通信網サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記 12 及び 13 に定めるところによ

ります。 
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別記 

 

１ データ通信網サービスの提供区間等 

当社が提供するデータ通信網サービスの提供区間は、次のとおりとします。  

ア 相互接続点、サービス接続点（当社接続回線又は特定接続回線との接続に係るものに限ります。）、特定

他社サービス接続点、業務区域内の端末回線等又は契約者回線の終端相互間（同一の相互接続点に終始する

場合を含みます。）のもの 

イ 相互接続点、サービス接続点（当社接続回線又は特定接続回線との接続に係るものに限ります。）、特定

他社サービス接続点、業務区域内の端末回線等又は契約者回線からサービス接続点（料金表第１表第１類第

２（付加機能使用料）に規定する特定サービス接続機能Ⅰ、特定サービス接続機能Ⅱ又は特定サービス接続

機能Ⅲに係る特定サービスに係る特定回線群との接続に係るものに限ります。）間のもの 

 

２ 氏名等の変更 

(1) データ通信網契約者は、その氏名若しくは住所の変更又は料金等請求書の送付先の変更があった場合には、

その変更の内容を事前に又は変更後速やかに、データ通信網サービス取扱所に通知していただきます。 

(2) (1)の通知があったときは、当社は、その通知があった事項を証明する書類を提示していただくことがあり

ます。 

 

３ データ通信網契約者の地位の承継 

(1) 相続又は法人の合併若しくは分割によりデータ通信網契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合

併後存続する法人若しくは合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、

当社所定の書面にこれを証明する書類を添えてデータ通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。 

(2) (1)の場合に、地位を承継した者が２人以上あるときは、そのうちの１人を当社に対する代表者と定め、こ

れを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。 

(3) (2)の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうちの１人を代表者とし

て取り扱います。 

 

４ 自営端末設備の接続 

(1) データ通信網契約者は、その契約者回線等（接続契約者回線を除きます。以下４から７において同じとし

ます。）の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線等に自営端末

設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認

定等に関する規則（平成 16 年総務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。）様式第７号又

は第 14 号の表示が付されている端末機器（技術基準適合認定規則第３条で定める種類の端末設備の機器をい

います。）以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきま

す。 

(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。 

ア その接続が技術基準等に適合しないとき。 

イ その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。 

(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、次の場合を除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの

検査を行います。 

ア 技術基準適合認定規則様式第７号又は第 14 号の表示が付されている端末機器を接続するとき。 

イ 事業法施行規則第 32 条第１項で定める場合に該当するとき。 

(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 

(5) データ通信網契約者は、工事担任者規則（昭和 60 年郵政省令第 28 号）第４条で定める種類の工事担任者

資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなり

ません。 

 ただし、同規則第３条で定める場合は、この限りでありません。 

(6) データ通信網契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱

います。 

(7) データ通信網契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのこ

とを当社に通知していただきます。 

 

５ 自営端末設備に異常がある場合等の検査 

(1) 当社は、契約者回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な

提供に支障がある場合において必要があるときは、データ通信網契約者に、その自営端末設備の接続が技術基

準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、データ通信網契約者は、正

当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第２項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾して
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いただきます。 

(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 

(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、データ通信網

契約者は、その自営端末設備を契約者回線等から取りはずしていただきます。 

 

６ 自営電気通信設備の接続 

(1) データ通信網契約者は、その契約者回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を

介して、その契約者回線等に自営電気通信設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をし

ていただきます。 

(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。 

ア その接続が技術基準等に適合しないとき。 

イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第 70 条第１項

第２号による総務大臣の認定を受けたとき。 

(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第１項で定める場合に該当するときを除

いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。 

(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 

(5) データ通信網契約者は、工事担任者規則第４条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者

に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。  

 ただし、同規則第３条で定める場合は、この限りではありません。 

(6) データ通信網契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取

り扱います。 

(7) データ通信網契約者は、その契約者回線等に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、当

社に通知していただきます。 

 

７ 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 

契約者回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支

障がある場合の検査については、別記５（自営端末設備に異常がある場合等の検査）の規定に準じて取り扱いま

す。 

 

８ 当社の維持責任 

当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則（昭和 60 年郵政省令第 30 号）に適合するよ

う維持します。 

 

９ データ通信網契約者に係るパーソナルデータの利用 

(1) 当社は、データ通信網契約者に係るパーソナルデータ（個人に関するすべてのデータを意味し、個人情報

保護法における個人情報には限られません。以下同じとします。）の取扱いに関する指針（以下「プライバシ

ーポリシー」といいます。）を定め、これを当社のホームページ等において掲示します。 

(2) パーソナルデータの取扱いに関して、この約款に別段の定めがあるときは、プライバシーポリシーの定

めに関わらずこの約款の定めるところによります。  

 

10 データ通信網契約者からの端末回線等の設置場所の提供等 

(1) 端末回線等の終端のある構内（これに準ずる区域内を含みます。以下 10 において同じとします。）又は建

物内において、当社が端末回線等を設置するために必要な場所は、そのデータ通信網契約者から提供していた

だきます。 

(2) (1)の場合において、当社は、端末回線等の終端のある構内又は建物内において、データ通信網契約者から

管路等の特別な設備を使用して端末回線等を設置することを求められたときはデータ通信網契約者の負担によ

りその特別な設備を設置していただきます。 

 (3) 当社は、第８条（端末回線の終端等）に規定する特定他社接続回線に端末設備を設置する場合においても、

(1)及び(2)の規定に準じて取り扱います。 

 

11 データ通信網契約者からの電気の提供 

当社がデータ通信網契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、データ通信網契約者から提供して

いただくことがあります。 

 

12 データ通信網契約者による端末機器の設置 

当社は、データ通信網契約者（当社が別に定めるものに限ります。以下 12 において同じとします。）から請

求があったときは、無線回線利用型の回線終端装置又は別に定める当社の端末機器（以下 12 において「端末機
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器」といいます。）を、データ通信網契約者が指定した設置場所に送付し、データ通信網契約者に設置及び管理

していただく取扱いを行います。 

この場合に、データ通信網契約者は、この約款及び当該端末機器に係る契約のほか、別に定める手順書に従っ

て当該端末機器の設置及び管理を行うものとします。 

データ通信網契約者は、指定した設置箇所に送付予定日を経過してもなお端末機器が送付されない場合は、当

社に通知していただきます。 

当社は、次の場合であっても、開始予定日（あらかじめ契約者の希望により定めたデータ通信網サービスを提

供する予定の日を言います。）からデータ通信網サービスの提供を開始します。 

(1) データ通信網契約者が端末機器を接続していない場合（送付予定日を経過してもなお端末機器が送付さ

れない旨の通知があったときを除きます。） 

(2) データ通信網契約者が別に定める手順書に従って端末機器の設置及び管理を行っていない場合 

 

13 協定事業者の専用サービス等に関する手続きの代行 

当社は、データ通信網契約の申込みをする者又はデータ通信網契約者から要請があったときは、当社のデータ

通信網サービスと一体的に利用する協定事業者の別紙１及び２に定める電気通信サービス（別紙２に係るものは

別に定めるものに限ります。）の利用に係る協定事業者に対する申込み、請求、届出その他当社が別に定める事

項について手続きの代行を行います。 

 

14 新聞社等の基準 

区  分 基     準 

１ 新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 

(1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、 

あまねく発売されること。 

(2) 発行部数が１の題号について、8,000 部以上であること。 

２ 放送事業者 放送法（昭和 25 年法律第 132 号）第２条第 23 号に規定する基幹放送事業者及び同条第 24

号に規定する基幹放送局提供事業者 

３ 通信社 新聞社又は放送事業者にニュース（１欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又

は放送事業者が放送するためのニュース又は情報（広告を除きます。）をいいます。）を

供給することを主な目的とする通信社 

 

15 技術資料の項目 

自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件 

(1) 物理的条件 

(2) 電気的条件 

(3) 論理的条件 
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料金表 

 

通則 

（料金の設定） 

１ データ通信網サービスと相互に接続する特定他社接続回線の料金については、当社が設定します。 

 ただし、特定事業者の契約約款（別紙１に定める特定事業者の電気通信サービスに関する契約約款をいいま

す。以下同じとします。）に規定するところによりその特定事業者が定める料金については、この限りであり

ません。 
２ １の場合において、特定他社接続回線の料金等については、当社の提供区間と特定事業者の提供区間を併せ

て当社が１の料金を設定します。 
３ （削除） 
 

（料金の計算方法等） 

４ 当社は、データ通信網契約者がその契約に基づき支払う定額利用料は、料金月（１の暦月の起算日（当社が

データ通信網契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。）から次の暦月の起算日の前日までの間をいい

ます。以下同じとします。）に従って計算します。 

５ 当社は、次の場合が生じたときは、定額利用料をその利用日数に応じて日割します。 

  ただし、第１表第１類（定額利用料）に特段の定めがある場合は、その定めによるものとします。 

(1) 料金月の初日以外の日にデータ通信網サービス又は付加機能の提供の開始があったとき。 

(2) 料金月の初日以外の日にデータ通信網サービスの解除又は付加機能の廃止があったとき（第 37 条(定額

利用料の支払義務）第１項ただし書の規定に該当する場合、事業者変更指定日が料金月の初日以外のときと

します。）。 

(3) 料金月の初日にデータ通信網サービス又は付加機能の提供を開始し、その日にそのデータ通信網サービ

スの解除又は付加機能の廃止があったとき。 

(4) 料金月の初日以外の日に定額利用料の額の改定があったとき。この場合改定後の定額利用料は、その改

定があった日から適用します。 

(5) 料金月の初日以外の日にデータ通信網サービスの品目等の変更により定額利用料の額が増加又は減少し

たとき（この場合、増加又は減少後の定額利用料は、その増加又は減少のあった日から適用します。）。 

(6) 第 37 条(定額利用料の支払義務）第２項第２号の表又は同条第３項第２号の表の規定に該当するとき。 

   ただし、同条の表中 24 時間に満たない時間については、日割を時間数割（時間数当たりの料金額を算定 

することをいいます。以下同じとします。）に読み替えて適用します。  

(7) ９の規定に基づく起算日の変更があったとき。 

６ 当社は、データ通信網契約者（クラス４に係るイーサ伝送相当回線及び特定イーサ伝送相当回線に係るもの

に限ります。）が別に定める方法により品目等の変更を行った場合は、５の規定にかかわらず次の通り取り扱

います。 

(1) 品目等の変更により定額利用料の額が増加又は減少したときは、変更があった日（以下６において「変

更日」といいます。）について、その日のうちで最も高い額の定額利用料を適用します。 

(2) 変更日における変更後の品目等（変更が複数回行われた場合は、最後の変更に係るものとします。）に

係る定額利用料を変更日の翌日から適用します。ただし、翌日に品目等の変更が行われた場合はこの限りで

ありません。 

(3) (1)及び(2)の規定により、1 の料金月において異なる定額利用料を適用するときは、その利用日数に応じ

て日割りします 

７ 当社は、データ通信網契約者（特定他社サービス回線のタイプ 1 又はタイプ２に係るものに限ります。）が

別に定める方法により品目等の変更を行った場合は、５の規定にかかわらず次の通り取り扱います。 

(1) 品目等の変更により定額利用料の額が増加又は減少したときは、その変更後の定額利用料を、変更があ

った日の５営業日（土曜日、日曜日、祝日及び当社が別に定める休日を除いた日をいいます。）後の翌日か

ら適用します。 

(2) (1)の規定により、1 の料金月において異なる定額利用料を適用するときは、その利用日数に応じて日割

りします。 

８ ５、６及び７の規定による定額利用料の日割は、暦日数により行います。この場合、第 37 条（定額利用料の

支払義務）第２項第２号の表又は第３項第２号の表に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位

となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とします。 

  ただし、５(6)ただし書の規定により時間数割を行う場合については、料金月の日数に 24 を乗じて得た時間

数によるものとし、第 37 条（定額利用料の支払義務）第２項第２号の表又は同条第３項第２号の表に規定す

る料金の算定に当たって時間数計算の単位となる１時間は、その開始時刻から起算するものとします。 

９ 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、４に規定する料金月の起算日を変更することがあります。 
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（端数処理） 

10 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨て

ます。 
 

（料金等の支払い） 

11 データ通信網契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が別に定める期日までに、当社が指定す

る金融機関又はデータ通信網サービス取扱所等において支払っていただきます。 
(注) 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。 
 

（料金の一括後払い） 

12 当社は、当社に特別の事情がある場合は、11 の規定にかかわらず、データ通信網契約者の承諾を得て、２か

月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。 

 

（前受金） 

13 当社は、料金又は工事に関する費用について、データ通信網契約者の要請があったときは、当社が別に定め

る条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。 

(注) 当社が定める条件とは、前受金には利息を付さないことをいいます。  

 

（サービス品質（故障回復時間）に係る料金の取扱い） 

14 当社は、別に定めるデータ通信網サービスの提供区間において、データ通信網契約者（接続契約者回線に係

るもののうち、特定他社サービス回線及び特定接続回線のものを除きます。以下 18 までにおいて同じとしま

す。）の責めによらない理由により、そのデータ通信網サービスを全く利用できない状態（その契約に係る電

気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含み

ます。）が生じた場合に、当社がそのことを知った時刻から起算して１時間以上その状態が連続したとき（以

下「故障回復時間」といいます。）に限り、その料金月におけるデータ通信網サービスの定額利用料（第１表

第１類第１（データ通信網サービスに係るもの）に規定する基本額に限るものとし、第１表第１類第１（デー

タ通信網サービスに係るもの）の適用に定める料金の取扱いを受ける場合は、適用した後の料金とします。以

下 21 までにおいて同じとします。）の額に、次表に定める料金返還率を乗じて得た額（以下「故障回復時間

に係る返還額」といいます。）をデータ通信網契約者に返還します。 
 ただし、その状態が生じた場合に、データ通信網サービスが利用中止、利用停止又は接続休止の状態である
ときは、この限りでありません。 

故障回復時間 料金返還率 

１時間以上６時間未満 １０％ 

６時間以上 72 時間未満 ５０％ 

72 時間以上 １００％ 

15 14 の規定による場合、当社は、第 37 条（定額利用料の支払義務）第２項第２号の表の 1 欄の規定（第１表
第１類第１（データ通信網サービスに係るもの）に規定する基本額に係るものに限ります。）は適用しません。 

16 14 に規定する状態が発生した後、その料金月にその契約者回線等の品目等の変更があった場合は、当社は、

その変更前の契約者回線等の品目等により、故障返還料金額を算出します。 

17 14 に規定する状態が１の料金月に複数回発生した場合、当社は、それぞれの故障回復時間に係る返還額の合

計額を算出します。 

ただし、適用する故障回復時間に係る返還額は、当該料金月のデータ通信網契約に係る定額利用料を上限と
します。 

 

（サービス品質（遅延時間）に係る料金の取扱い） 

18 当社は、別に定めるデータ通信網サービスの提供区間において、別に定める方法により測定した網内遅延時

間（１の提供区間の一端から送信した測定用フレームがその提供区間を往復するのに要する時間をいいま

す。）を第１表第１類第１（データ通信網サービスに係るもの）に規定するレイヤ２又はレイヤ３の区分の別

に料金月単位で算定した平均時間が、35 ミリ秒を超えた場合は、当該区分に係るデータ通信網契約に限り、当

該データ通信網契約に係る定額利用料の額に 10 分の１を乗じて得た額（以下「遅延時間に係る返還額」とい

います。）をデータ通信網サービス契約者に返還します。 

ただし、そのデータ通信網サービスについて、利用中止、利用停止又は接続休止があった場合は、この限り
でありません。 

 
（サービス品質（稼動率）に係る料金の取扱い） 

19 当社は、(1)又は(2)に定めるところにより、データ通信網サービスの定額利用料の額及び料金返還率に基づ
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き算定した額（以下「稼動率に係る返還額」といいます。）をデータ通信網契約者に返還するものとし、１の

データ通信網契約者について(1)及び(2)の規定による料金の返還が 1 の料金月において発生した場合は、当社

は(1)又は(2)に係る額のうち、いずれか大きい額を返還します。 

ただし、そのデータ通信網サービスについて、利用中止、利用停止又は接続休止があった場合は、この限り

でありません。 

(1) データ通信網の当社が別に定める提供区間において、次に定める算式により算出した稼動率が 99.99％

を下回った場合は、その料金月におけるデータ通信網サービスの定額利用料の額に 100 分の５を乗じて得た

額を稼働率に係る返還額とし、データ通信網契約者（接続契約者回線に係るもののうち、特定接続回線のも

のを除きます。）に返還します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) データ通信網及び契約者回線等の当社が別に定める区間において、次に定める算式により算出した稼動

率が 99.99％を下回った場合は、その料金月におけるデータ通信網サービスの定額利用料の額に次表に定め

る料金返還率を乗じて得た額を稼働率に係る返還額とし、データ通信網契約者（特定他社接続回線（光伝送

相当回線を除きます。）、端末回線（無線回線利用型を除きます。）及び契約者回線に係るものに限りま

す。）に返還します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稼動率 料金返還率 

99.8％以上 99.99％未満 １％ 

98.0％以上 99.8％未満 ３％ 

95.0％以上 98.0％未満 １０％ 

90.0％以上 95.0％未満 ２０％ 

90.0％未満 １００％ 

20 19 に規定する当該料金月に利用できなかった総時間については、分数で算出するものとし、１分に満たない
部分については含まないものとします。 

21 14、18 又は 19 の規定による料金の返還が１の料金月において発生した場合において、当社が返還する料金
額は、故障回復時間に係る返還額、遅延時間に係る返還額及び稼動率に係る返還額の合計額を、当該料金月の
データ通信網契約に係る定額利用料を上限として返還します。 

 

（消費税相当額の加算） 

稼動率（％） ＝   １ － 

データ通信網サービスに係る全ての契約者回線等（接続

契約者回線に係るもののうち、特定接続回線を除きま

す。以下(1)において同じとします。）について、当該

料金月に利用できなかった総時間 

データ通信網サービス 

に係る全ての契約者回線等の 

回線数（料金月の末日をその 

測定日とします。） 

× 

当該料金月の利用可能 

総時間（料金月の総日 

数を分数に換算したも 

のをいいます。） 

× １００ 

稼動率（％） ＝   １ － 

データ通信網サービスに係る全ての契約者回線等（特定他社

接続回線（光伝送相当回線を除きます。）、端末回線（無線

回線利用型を除きます。）及び契約者回線に限ります。以下

(2)において同じとします。）について、当該料金月に利用

できなかった総時間（天災、事変その他の非常事態による場

合であって、当社が別に定めるときは、その総時間を含みま

せん。） 

データ通信網サービス 

に係る全ての契約者回線等の 

回線数（料金月の末日をその 

測定日とします。） 

× 

当該料金月の利用可能総

時間（料金月の総日数を

分数に換算したものをい

います。） 

× １００ 
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22 第 37 条（定額利用料の支払義務）から第 40 条（設備費の支払義務）まで、及び第 44 条（特定他社接続回

線の料金等）の規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要する

ものとされている額は、この料金表に定める額（税抜価額（消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同

じとします。）とします。）に消費税相当額を加算した額とし、その算出方法については、当社が別に定める

ところによります。 

  この場合において、当社は消費税法第 63 条に定めるところにより、必要に応じて税込価額（税抜価額に消

費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。）を併記します。 

（注）当社は、税込価額を併記する場合、括弧内にその額を記載するものとします。 

 

23 22 の場合に、消費税相当額の算出方法によっては、データ通信網契約者への請求額とこの約款に定める税込

価額が異なる場合があります。 

 

（料金等の臨時減免） 

24 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時にその料金

又は工事に関する費用を減免することがあります。 

(注) 当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のデータ通信網サービス取扱所に掲示する等の方法により、
そのことを周知します。 
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第１表 料金 

 第１類 定額利用料 

第１ データ通信網サービスに係るもの 

１ 適用 

 データ通信網サービスに係る料金の適用については、第 37 条（定額利用料の支払義務）の規定による

ほか次のとおりとします。 

料  金  の  適  用 

(1) 区分及び品目に

係る料金の適用 

当社は、料金表を適用するにあたって、データ通信網サービスについて、次表のと

おり、契約者回線等の区分及び品目を定めます。 
 ア 特定他社接続回線に係るもの  

  特定他社接続回線を使用する場合においては、次の区分があります。 

区 分 内     容 

イーサ伝送相当回

線 

相互接続点において別紙１(1)に定める協定事業者の電気

通信サービスに係る他社接続回線と接続するもの 

光伝送相当回線 

 

相互接続点において別紙１(2)に定める協定事業者の電気

通信サービスに係る他社接続回線と接続するもの 

特定イーサ伝送相

当回線 

（商品名： 

Ondemand Ether） 

相互接続点において別紙１(3)に定める協定事業者の電気

通信サービスに係る他社接続回線と接続するもの 

備 考 

データ通信網契約者は、第 13 条（品目等の変更）の規定にかかわらず、区分

相互間の変更を請求することはできません。 
 

 (ｱ) イーサ伝送相当回線のもの 

品 目 内     容 

0.5Mb/s 0.5 メガビット／秒の符号伝送が可能なもの 

1Mb/s から

1Mb/s ごとに

10Mb/s まで 

1.0 メガビット／秒から 1.0 メガビット／秒ごとに 10.0

メガビット／秒までの符号伝送が可能なもの 

20Mb/s から

10Mb/s ごとに

100Mb/s まで 

20.0 メガビット／秒から 10.0 メガビット／秒ごとに

100.0 メガビット／秒までの符号伝送が可能なもの 

200Mb/s から

100Mb/s ごとに

1Gb/s まで 

200.0 メガビット／秒から 100.0 メガビット／秒ごとに 1.0

ギガビット／秒までの符号伝送が可能なもの 

2Gb/s から 

 1Gb/s ごとに 

10Gb/s まで 

2.0 ギガビット／秒から 1.0 ギガビット／秒ごとに 10.0 ギ

ガビット／秒までの符号伝送が可能なもの 

 

 (ｲ) 光伝送相当回線のもの 

品 目 内     容 

100Mb/s 最大 100.0 メガビット／秒の符号伝送が可能なもの 
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 (ｳ) 特定イーサ伝送相当回線のもの 

品 目 内     容 

0.5Mb/s 0.5 メガビット／秒の符号伝送が可能なもの 

1Mb/s から 1Mb/s

ごとに 10Mb/s ま

で 

1.0 メガビット／秒から 1.0 メガビット／秒ごとに 10.0 メ

ガビット／秒までの符号伝送が可能なもの 

20Mb/s から

10Mb/s ごとに

100Mb/s まで 

20.0 メガビット／秒から 10.0 メガビット／秒ごとに 100.0

メガビット／秒までの符号伝送が可能なもの 

200Mb/s 200.0 メガビット／秒の符号伝送が可能なもの 

300Mb/s 300.0 メガビット／秒の符号伝送が可能なもの 

500Mb/s 500.0 メガビット／秒の符号伝送が可能なもの 

700Mb/s 700.0 メガビット／秒の符号伝送が可能なもの 

1Gb/s 1.0 ギガビット／秒の符号伝送が可能なもの 
 

 イ 端末回線に係るもの 

品  目 内     容 

128Kb/s  128 キロビット／の符号伝送が可能なもの 

0.5Mb/s 0.5 メガビット／秒の符号伝送が可能なもの 

1Mb/s から 

1Mb/s ごとに 

10Mb/s まで 

1.0 メガビット／秒から 1.0 メガビット／秒ごとに 10.0 メ

ガビット／秒までの符号伝送が可能なもの 

20Mb/s から 

10Mb/s ごとに 

100Mb/s まで 

10 メガビット／秒から 10 メガビット／秒ごとに 100 メガビ

ット／秒までの符号伝送が可能なもの 

200Mb/s から

100Mb/s ごとに

1Gb/s まで 

200.0 メガビット／秒から 100.0 メガビット／秒ごとに 1.0

ギガビット／秒までの符号伝送が可能なもの 

 

  ウ 接続契約者回線に係るもの 

   接続契約者回線を使用する場合においては、次の区分があります。 

区  分 内     容 

ＩＰ通信網相当回線 相互接続点又はサービス接続点において別紙２(1)に定

める協定事業者の電気通信サービスに係る他社接続回

線又は他社卸回線と接続するもの 

移動体通信網相当回線 サービス接続点において別紙２(2)に定める当社の移

動体通信設備（携帯電話サービス又は衛星通信サービ

スに係る電気通信設備等をいいます。）に係る当社接

続回線と接続するもの 

特定他社サービス回線 

 

特定他社サービス接続点において特定他社サービスに

係る電気通信設備と接続するもの 

特定接続回線 

 

サービス接続点において別に定める当社の電気通信サ

ービスに係る電気通信設備と接続するもの 
 

 備 考 

１ 特定他社サービス回線については、(2)に規定するレイヤ３のものに限り提

供します。 

２ データ通信網契約者は、第 13 条（品目等の変更）の規定にかかわらず、区

分相互間の変更を請求することはできません。 

３ 特定他社サービス回線及び特定接続回線については、データ通信網契約者

は、第 14 条(契約者回線等の移転)の規定にかかわらず、移転の請求はできま

せん。 
 

 (ｱ) （削除） 
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 (ｲ) 特定他社サービス回線のもの 

品 目 内     容 

10Mb/s から

10Mb/s ごとに

100Mb/s まで 

10.0 メガビット／秒から 10.0 メガビット／秒ごとに 100.0

メガビット／秒までの符号伝送が可能なもの 

200Mb/s から

100Mb/s ごとに

1Gb/s まで 

200.0 メガビット／秒から 100.0 メガビット／秒ごとに

1.0 ギガビット／秒までの符号伝送が可能なもの 

2Gb/s 2.0 ギガビット／秒の符号伝送が可能なもの 

5Gb/s 5.0 ギガビット／秒の符号伝送が可能なもの 

10Gb/s 10.0 ギガビット／秒の符号伝送が可能なもの 
 

 エ 契約者回線に係るもの（商品名：指定センター終端） 

品 目 内     容 

0.5Mb/s 0.5 メガビット／秒の符号伝送が可能なもの 

1Mb/s から 

1Mb/s ごとに

10Mb/s まで 

1.0 メガビット／秒から 1.0 メガビット／秒ごとに 10.0 メ

ガビット／秒までの符号伝送が可能なもの 

20Mb/s から 

10Mb/s ごとに

100Mb/s まで 

20.0 メガビット／秒から 10.0 メガビット／秒ごとに 100.0

メガビット／秒までの符号伝送が可能なもの 

200Mb/s から

100Mb/s ごとに

1Gb/s まで 

200.0 メガビット／秒から 100.0 メガビット／秒ごとに 1.0

ギガビット／秒までの符号伝送が可能なもの 

2Gb/s から 

1Gb/s ごとに 

10Gb/s まで 

2.0 ギガビット／秒から 1.0 ギガビット／秒ごとに 10.0 ギ

ガビット／秒までの符号伝送が可能なもの 

 

 (2) 細目に係る料金  

の適用 

当社は、料金表を適用するにあたって、次表のとおり、通信、設備若しくは保守の

態様による細目又は伝送速度に係る細目を定めます。 

ア データ通信網サービスには、次の通信の態様による細目があります。 

区 分 内     容 

レイヤ２ データ通信網においてイーサネットフレームにより符号の

伝送交換を行うもの 

レイヤ３ データ通信網においてインターネットプロトコルにより符

号の伝送交換を行うもの 
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 イ 契約者回線等には、次の通信、設備又は保守の態様による細目があります。 

(ｱ) イーサ伝送相当回線に係る特定他社接続回線には、次の設備の態様による細

目があります。 

区 分 内     容 

クラス３ 

（商品名： 

メトロアクセ

ス） 

データ通信網サービス取扱所内において、予備の取扱所交換設

備を設置するものであって、相互接続点（特定他社接続回線を

収容する特定事業者の専用サービス取扱所（特定事業者の専用

サービス契約約款に規定するものをいいます。）内のものに限

ります。）とデータ通信網サービス取扱所との間において波長

分割多重方式により通信を行うもの 

クラス４： 

（商品名：

Ether アクセス

２） 

データ通信網サービス取扱所内において、予備の取扱所交換設

備を設置するものであって、相互接続点（特定他社接続回線を

収容する特定事業者の専用サービス取扱所（特定事業者の専用

サービス契約約款に規定するものをいいます。）内のものに限

ります。）とデータ通信網サービス取扱所との間においてパケ

ット伝送方式により通信を行うもの 

備 考 

１ （削除） 

２ （削除） 

３ （削除） 

４ （削除） 

５ データ通信網契約者は、第 13 条（品目等の変更）の規定にかかわらず、設

備の態様による細目の変更を請求することはできません。 
 

  

 (ｲ) 光伝送相当回線に係る特定他社接続回線には、次の設備又は保守の態様によ

る細目があります。 

ａ 設備の態様による細目 

区 分 内     容 

タイプ２ 

（商品名：光

アクセスプラ

ンＣ） 

別紙１(2)②に定める協定事業者の電気通信サービスに係るも

の 

タイプ３ 

（商品名：光

アクセスプラ

ンＱ） 

別紙１(2)③に定める協定事業者の電気通信サービスに係るも

の 

備 考 

１ データ通信網契約者は、第 13 条（品目等の変更）の規定にかかわらず、設

備の態様による細目の変更を請求することはできません。 

２ タイプ２及びタイプ３に係る光伝送相当回線については、データ通信網契

約者は、第 14 条(契約者回線等の移転)の規定にかかわらず、移転の請求はで

きません。 
 

 ｂ 保守の態様による細目 

区 分 内     容 

プラン１ 特定他社接続回線について、特定事業者の営業時間（土曜日、

日曜日及び祝日（国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第

178 号）の規定により休日とされた日並びに１月２日及び１月

３日をいいます。）を除く毎日午前９時から午後５時までの時

間をいいます。以下この欄において同じとします。）外に、そ

の特定他社接続回線について特定事業者が修理又は復旧の請求

を受け付けたときに、その受け付けた時刻以後の直近の営業時

間においてその修理又は復旧を行うもの 

プラン２ プラン１以外のもの 
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 (ｳ)  特定イーサ伝送相当回線に係る特定他社接続回線には、次の通信の態様によ

る細目があります。 

 ａ 通信の態様による細目１ 

区 分 内     容 

タイプ１ 

(商品名：ギャラ

ンティタイプ/ギ

ャランティボイス

タイプ) 

特定イーサ伝送相当回線において、品目に係る符号伝送速

度を保証しないものであって、概ねその品目に係る符号伝

送速度による通信が可能なもの 

タイプ２ 

(商品名：ベスト

エフォートタイ

プ) 

特定イーサ伝送相当回線において、品目に係る符号伝送速

度を上限とする通信が可能なもの 

タイプ３ 

(商品名：スピー

ドタイプ/スピー

ドボイスタイプ) 

特定イーサ伝送相当回線において、送信については品目に

係る符号伝送速度での通信が可能なものであって、受信に

ついては、データ通信網契約者が指定する確保速度での通

信が可能であり網の状態に余裕がある場合には品目に係る

符号伝送速度での通信が可能なもの 
 

 タイプ４ 

(商品名：バリュ

ータイプ/バリュ

ーボイスタイプ) 

特定イーサ伝送相当回線において、データ通信網契約者が

指定する確保速度での通信が可能なものであって、受信に

ついては、網の状態に余裕がある場合には品目に係る符号

伝送速度での通信が可能なもの 
 

 備 考 

１ タイプ３およびタイプ４においては、特定他社接続回線から相互接続点へ

の伝送方向を送信といい、他の伝送方向を受信といいます。 
 

  ｂ 通信の態様による細目２ 

区 分 内     容 

一般型 

(商品名：

Ondemand Ether) 

音声利用型以外のもの 

音声利用型 

(商品名：

Ondemand Ether

ボイスタイプ) 

第７種ＩＰ電話サービスを利用可能なもの 

 

 備 考 

１ 音声利用型については、タイプ１、タイプ３及びタイプ４に係るものに限

り、当社のＩＰ電話サービス契約約款に規定する第７種ＩＰ電話契約（当該

契約に係るＩＰ電話契約者とデータ通信網契約者が同一であるものに限りま

す。）を締結していることを条件に提供します。 

２ （削除） 

３ （削除） 

４ （削除） 

５ 音声利用型については、第７種ＩＰ電話サービスの音声通信は品目に規定

する符号伝送に含みません。 
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 (ｴ) 端末回線には、次の設備の態様による細目があります。 

ａ 設備の態様による細目１ 

区 分 内     容 

一般型 

（商品名：ダ

イレクトアク

セス） 

特定端末回線型、卸回線利用型及び無線回線利用型以外のもの 

特定端末回線

型 

（商品名：Ｄ

Ｃアクセス） 

当社が別に定める建物内において、データ通信網契約者が指定

した場所で終端するもの 

卸回線利用型

（商品名：

BizE アクセ

ス） 

当社以外の電気通信事業者から卸提供を受けた回線(ＮＴＴ東

日本株式会社又はＮＴＴ西日本株式会社 LAN 型通信網サービス

契約約款に規定する LAN 型通信網サービスのうち第 3 種サービ

スに相当する回線に限ります。)を利用するもの 

無線回線利用

型（商品名：

Twin アクセ

ス） 

無線回線を利用するもの 

備 考 

１ （削除） 

２ （削除） 

３ （削除） 

４ 無線回線利用型については、品目に規定する伝送速度は上限値であり、通

信の状況等により変動します。 

５ データ通信網契約者は、第 13 条（品目等の変更）の規定にかかわらず、設

備の態様による細目１の変更を請求することはできません。 

６ 卸回線利用型については、別に定めるゾーンをまたがる移転を行う場合、

データ通信網契約者は、第 14 条(契約者回線等の移転)の規定にかかわらず、

移転の請求はできません。 
 

 ｂ 設備の態様による細目２ 

区 分 内     容 

クラス１ 端末回線において、品目に係る符号伝送速度を保証するもの 

クラス２ 端末回線において、品目に係る符号伝送速度を保証しないもの

であって、概ねその品目に係る符号伝送速度による通信を行う

ことができるもの 
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 ｃ 設備の態様による細目３ 

区 分 内     容 

ＳＤ型 当社及び他の電気通信事業者が設置する電気通信回線により構

成される無線回線を利用するもの 

ＳＳ型 当社が設置する電気通信回線のみにより構成される無線回線を

利用するもの 

備 考 

１ （削除） 

２ ＳＤ型及びＳＳ型（10Mb/s の品目に限ります。）については、無線回線を

構成する電気通信回線のうち当社に係るもの（以下「Ｓ回線」といいま

す。）及び当社以外の電気通信事業者に係るもの（以下「Ｄ回線」といいま

す。）それぞれに１の料金月における総通信量に応じた制限があります。 

３ Ｓ回線については、１の料金月における総通信量が 100 ギガバイトを超え

たときは、当該料金月の末日までの間、そのＳ回線における符号伝送が可能

な速度を 1.0 メガビット／秒までに制限します。 

４ Ｄ回線については、１の料金月における総通信量が 10 ギガバイトを超えた

ときは、当該料金月の末日までの間、そのＤ回線における符号伝送が可能な

速度を 256 キロビット／秒までに制限します。 

 ただし、第 20 条（当社が行うデータ通信契約の解除）第１項第３号に規定

する「通信利用の制限を受けた場合」には該当しないものとします。 

５ 当社は、通信中に電波状況が著しく悪化した等、通信の継続が技術上著し

く困難なとき等、その他の通信に影響を及ぼすと当社が判断したときは、通

信を切断することがあります。 

６ データ通信網契約者は、第 13 条（品目等の変更）の規定にかかわらず、設

備の態様による細目の変更を請求することはできません。 
 

  ｄ 期間の態様による細目 

区 分 内     容 

区分１ 区分２以外のもの 

区分２ 提供開始から 1 年間の利用を条件に第２類 第３（その他一時

金）に規定するその他一時金の支払いを要しないもの 

備 考 

 期間の態様による細目の区分は、無線回線利用型に係るものにあります。 
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 (ｵ) ＩＰ通信網相当回線に係る接続契約者回線には、次の通信、設備又は保守の

態様による細目があります。 

ａ （削除） 

 

 ｂ 設備の態様による細目１ 

区 分 内     容 

プラン４ 相互接続点において別紙２(1)に定める協定事業者のＩＰ通信

網サービス契約約款に規定するメニュー５に係る他社接続回線

と接続するもののうち、当社が別に定める接続方式を使用する

もの 

プラン５ サービス接続点において他社卸回線と接続するもののうち、当

社が別に定める接続方式を使用するもの 

備 考 

１ （削除） 

２ プラン４に係るものは、第 15 条（変更等の通知）の規定にかかわらず、デ

ータ通信網契約に係る他社接続回線の移転の場合又は他社接続回線等に係る

契約の解除の場合において、別紙２(1)に定めるＩＰ通信網サービスの提供元

の協定事業者（ＮＴＴ東日本株式会社又はＮＴＴ西日本株式会社をいいま

す。）の変更があった場合に限り、他社接続回線等に係る契約の解除があっ

たものとみなし、同条第４項の規定を適用します。 

３ プラン５に係るＩＰ通信網相当回線については、データ通信網契約者は、

第 14 条(契約者回線等の移転)の規定にかかわらず、移転の請求はできませ

ん。 
 

 ｃ （削除） 

 ｄ （削除） 

 

 e 設備の態様による細目２  

区 分 内     容 

戸建型 

(商品名：プ

ランＦ IPoE

タイプ Biz

コラボ(戸

建)) 

ＮＴＴ東日本株式会社又はＮＴＴ西日本株式会社の IP 通信網

サービス契約約款に規定するメニュー５-１に相当する他社卸

回線に係るもの 

集合型 

(商品名：プ

ランＦ IPoE

タイプ Biz

コラボ(マン

ション)) 

ＮＴＴ東日本株式会社又はＮＴＴ西日本株式会社の IP 通信網

サービス契約約款に規定するメニュー５-２に相当する他社卸

回線に係るもの 

備 考 

１ 設備の態様による細目２の区分は、プラン５に係るものにあります。 

２ データ通信網契約者は、第 13 条（品目等の変更）の規定にかかわらず、

設備の態様による細目２の変更を請求することはできません。   
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 ｆ 保守の態様による細目 

区 分 内     容 

通常保守型 他社卸回線について、午前９時から午後５時までの時間帯以外

の時刻に修理又は復旧の請求を受け付けたときに、午前９時か

ら午後５時までの時間帯（その受け付けた時刻以後の直近のも

のとします。）においてその修理又は復旧を行うもの 

24 時間保守型

（商品名：24

時間保守オプ

ション／保守

パックプラス

（回線）） 

通常保守型以外のもの 

備 考 

１ 保守の態様による細目の区分は、プラン５に係るものにあります。 

２ データ通信網契約者は、同一月において複数回の保守の態様による細目の

変更の請求を行うことは出来ません。 
 

 ｇ 通信の態様による細目２ 

区 分 内     容 

一般型 

（商品名：

SmartVPN 光

アクセスプラ

ン F IPoE タ

イプ） 

音声利用型以外のもの 

音声利用型 

（商品名：

SmartVPN 光

アクセスプラ

ン F IPoE ボ

イスタイプ） 

第７種ＩＰ電話サービスを利用可能なもの 

備 考 

１ （削除） 

２ 音声利用型は、当社のＩＰ電話サービス契約約款に規定する第７種ＩＰ電

話契約（当該契約に係るＩＰ電話契約者とデータ通信網契約者が同一である

ものに限ります。）及び別に定める当社の端末機器に係る契約を締結してい

ることを条件に提供します。 

３ 当社は第 18 条の２（他社卸回線の事業者変更）第２項各号に規定するほ

か、音声利用型については、第７種ＩＰ電話契約の解除が完了していない場

合、事業者変更の請求を承諾しません。 
 

 (ｶ) 移動体通信網相当回線に係る接続契約者回線には、次の設備又は通信の態様

による細目があります。 

a 設備の態様による細目 

区 分 内     容 

タイプ１ サービス接続点において別紙２(2)ⅰに定める当社の移動体通

信設備に係る当社接続回線と接続するもの 

タイプ３ 

（商品名：

Eutelsat 

OneWeb） 

サービス接続点において別紙２(2)ⅱに定める当社の移動体通

信設備に係る当社接続回線と接続するもの 

備 考 

１ タイプ３に係る料金その他の提供条件は、この約款の規定にかかわらず、

Eutelsat OneWeb サービス利用規約に定めるところによります。 

ｂ 通信の態様による細目 
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 区 分 内     容 

一般型 

（商品名：モ

バイルアクセ

ス） 

予備型以外のもの 

予備型 

（商品名：モ

バイルバック

アップ） 

ＩＰ通信網相当回線（プラン４又はプラン５のものに限りま

す。）に係るデータ通信網契約（以下、「対応データ通信網契

約」といいます。）を締結していることを条件とするものであ

って、その対応データ通信網契約に係るデータ通信網サービス

が全く利用できない状態（その契約に係る電気通信設備による

全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程

度の状態となる場合を含みます。）が生じた場合に限り利用す

ることができるもの 
 

 備 考 

１ 通信の態様による細目の区分は、タイプ１のものにあります。 

２ 当社は、予備型に係るデータ通信網契約者がその条件を満たさなくなった

ときは、その予備型に係るデータ通信網契約について、第 19 条（データ通信

網契約者が行うデータ通信網契約の解除）の解除の通知があったものとして

取り扱います。 

３ 予備型に対応する対応データ通信網契約に係るデータ通信網サービスについ

ては、予備型に係るデータ通信網サービスが利用できる状態であるときは、

当該対応データ通信網契約に係るデータ通信網サービスを利用できるものと

みなし、第 37 条（定額利用料の支払義務）第２項第３号の表及び第 48 条

（責任の制限）第１項の規定を適用しません。 

４ 予備型については、第 37 条（定額利用料の支払義務）第２項第３号の表中

に規定する「データ通信網サービスを全く利用できない状態」及び第 48 条

（責任の制限）第１項に規定する「データ通信網サービスが全く利用できな

い状態」に、対応データ通信網契約に係るデータ通信網サービスが利用でき

る状態であるため予備型に係るデータ通信網サービスを利用できない状態を

含みません。 

５ データ通信網契約者は、第 13 条（品目等の変更）の規定にかかわらず、通

信の態様による細目の変更を請求することはできません。 
 

 (ｷ) 特定他社サービス回線に係る接続契約者回線には、次の設備の態様による細

目があります。 

区 分 内     容 

タイプ１ 

(商品名：ダイレク

トアクセス for 

AWS） 

当社が別に定める Amazon Web Services, Inc.の電気通信

サービスに係る電気通信設備と接続するもの 

タイプ２ 

(商品名：ダイレク

トアクセス for 

Microsoft Azure) 

当社が別に定める Microsoft Corporation の電気通信サー

ビスに係る電気通信設備と接続するもの 

タイプ３ 

(商品名：ダイレク

トアクセス for  

Alibaba Cloud) 

当社が別に定める電気通信サービス（旧 SB クラウド株式会

社に係るものとします。）に係る電気通信設備と接続するも

の 

タイプ４ 

(商品名：ダイレク

トアクセス for  

Google Carrier 

Peering) 

当社が別に定める Google の電気通信サービスに係る電気通

信設備と接続するもの 
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 タイプ５ 

(商品名：ダイレク

トアクセス for  

GCI-Partner) 

当社が別に定める Google の電気通信サービスに係る電気通

信設備と接続するもの 

 

 備 考 

１ （削除） 

２ （削除） 

３ （削除） 

４ （削除） 

５ （削除） 

６ （削除） 

７ データ通信網契約者は、第 13 条（品目等の変更）の規定にかかわらず、設

備の態様による細目の変更を請求することはできません。 
 

(3) 特定事業者の電

気通信サービスに

係る料金表の適用 

特定他社接続回線（次のアに係るものに限ります。）に係る次の事項については、

特定事業者の電気通信サービスに係る料金表の規定を準用します。 

ア イーサ伝送相当回線に係るもの（別紙１(1)②に定める電力系事業者等に係るも

のに限ります。） 

 (ｱ) 収容区域及び加入区域の設定 

 (ｲ) 回線距離の測定 

 (ｳ) 回線距離測定局の変更があった場合の料金の適用 

 (ｴ) 復旧等に伴い特定他社接続回線の経路を変更した場合の料金の適用 

(4) 端末回線等の終

端が加入区域外に

ある場合の料金の

適用 

端末回線等の終端が加入区域外にある場合においては、その端末回線等の終端が収

容されている収容データ通信網サービス取扱所の加入区域を超える地点から引込柱

（端末回線等の終端に最も近い距離にある電柱（ケーブル引込みの場合は配線盤、

無線引込みの場合は無線送受信装置）をいいます。以下同じとします。）までの線

路（以下「区域外線路」といいます。）について、２（料金額）(2)に規定する加算

額を適用します。 

(5) 最低利用期間に

係る料金の適用 

 ア データ通信網サービスについては、端末回線（無線回線利用型の区分１に限り

ます。）及び接続契約者回線（移動体通信網相当回線、特定他社サービス回線及

び特定接続回線に限ります。）に係るものを除いて、最低利用期間があります。 

 イ アに規定する最低利用期間は、データ通信網サービスを提供した日から起算し

て次表のとおりとします。 

 区  分 内 容 

(ｱ) (ｲ)以外のもの １年間 

(ｲ) 接続契約者回線（ＩＰ通信網相当回線に限ります。） １月間 
 

 ウ データ通信網契約者は、最低利用期間内にデータ通信網契約の解除があった場

合は、残余の期間に対応する料金（２（料金額）に規定する定額利用料の額（他

社卸回線に係るデータ通信網契約については、他社卸回線使用料を除きます。）

とします。以下この欄において同じとします。）に相当する額を、当社が定める

期日までに、一括して支払っていただきます。 

 エ データ通信網契約者（特定イーサ伝送相当回線及び無線回線利用型に係るもの

を除きます。）は、最低利用期間内にデータ通信網サービスの品目等の変更があ

った場合は、その変更について変更前の料金額から変更後の料金額を控除し、残

額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、当社が定める期日ま

でに、一括して支払っていただきます。 

(6) 他社卸回線の最

低利用期間に係る料

金の適用 

ア (5)欄に規定するほか、他社卸回線については、最低利用期間があります。 

イ アに規定する最低利用期間は、他社卸回線の提供を開始した日（他社卸回線

が、当社の他の電気通信サービスに係る契約に基づいて提供された他社卸回線に

相当する電気通信回線（当社が別に定めるものに限ります。）を継続して利用す

るものである場合は、当該契約に基づいてその電気通信回線の提供を開始した日

とします。）から起算して１年間とします。 

ウ データ通信網契約者は、最低利用期間内にデータ通信網契約の解除があった場

合（データ通信網契約の解除と同時に、新たに当社の他の電気通信サービスに係

る契約を締結することにより、他社卸回線に相当する電気通信回線（当社が別に 
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定めるものに限ります。）を継続して利用する場合を除きます。）は、残余の期

間に対応する料金（２（料金額）に規定する他社卸回線使用料の基本料の額とし

ます。以下この欄において同じとします。）に相当する額を、当社が定める期日

までに、一括して支払っていただきます。 

(7) 端末設備に係る    

料金の適用 

ア 当社が回線終端装置又は予備回線終端装置を提供する場合において、２（料金

額）(2）に規定する加算額を適用します。この場合に、予備回線終端装置について

は、その利用をすることができる機能（商品名：コールドスタンバイ）の申込みが

あった場合に適用するものとします。 

イ 予備回線終端装置は、１の無線回線につき１まで提供します。 

ウ データ通信網契約者は、回線終端装置が故障等により利用することができなく

なった場合に、予備回線終端装置を回線終端装置として利用することができま

す。この場合の料金については、回線終端装置の提供が継続するものとして取り

扱います。 

 
２ 料金額 

   (1) 基本額 

     ア 接続基本料 

      (ｱ) 特定他社接続回線に係るもの 

       ａ イーサ伝送相当回線に係るもの 

        (a) ＮＴＴ東日本株式会社又はＮＴＴ西日本株式会社に係るもの 

① 削除 

 

② クラス３に係るもの 

１の特定他社接続回線ごとに 

品  目 料金額（月額） 

２Ｇｂ／ｓ ６，２２６，９００円（税込６，８４９，５９０円） 

３Ｇｂ／ｓ ６，８７５，２００円（税込７，５６２，７２０円） 

４Ｇｂ／ｓ ７，３０７，４００円（税込８，０３８，１４０円） 

５Ｇｂ／ｓ ７，７３９，６００円（税込８，５１３，５６０円） 

６Ｇｂ／ｓ ８，１７１，８００円（税込８，９８８，９８０円） 

７Ｇｂ／ｓ ８，６０４，０００円（税込９，４６４，４００円） 

８Ｇｂ／ｓ ９，０３６，２００円（税込９，９３９，８２０円） 

９Ｇｂ／ｓ ９，４６８，４００円（税込１０，４１５，２４０円） 

１０Ｇｂ／ｓ ９，９００，６００円（税込１０，８９０，６６０円） 

 

③ クラス４に係るもの 

１の特定他社接続回線ごとに 

品  目 料金額（月額） 

１０Ｍｂ／ｓ １２０，５００円（税込１３２，５５０円） 

１００Ｍｂ／ｓ ４４９，０００円（税込４９３，９００円） 

２００Ｍｂ／ｓ ９２７，５００円（税込１，０２０，２５０円） 

３００Ｍｂ／ｓ １，２７０，０００円（税込１，３９７，０００円） 

５００Ｍｂ／ｓ １，９９５，０００円（税込２，１９４，５００円） 

７００Ｍｂ／ｓ ２，４７９，５００円（税込２，７２７，４５０円） 

１Ｇｂ／ｓ ３，２２１，０００円（税込３，５４３，１００円） 

 

        (b) 電力系事業者等に係るもの 

         ① 基本料 

１の特定他社接続回線ごとに 
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品  目 料金額（月額） 

０．５Ｍｂ／ｓ ２５，３００円（税込２７，８３０円） 

１Ｍｂ／ｓ ２７，５００円（税込３０，２５０円） 

２Ｍｂ／ｓ ５５，０００円（税込６０，５００円） 

３Ｍｂ／ｓ ６７，５００円（税込７４，２５０円） 

４Ｍｂ／ｓ ７５，０００円（税込８２，５００円） 

５Ｍｂ／ｓ ８２，５００円（税込９０，７５０円） 

６Ｍｂ／ｓ ８７，０００円（税込９５，７００円） 

７Ｍｂ／ｓ ９１，５００円（税込１００，６５０円） 

８Ｍｂ／ｓ ９６，０００円（税込１０５，６００円） 

９Ｍｂ／ｓ １００，５００円（税込１１０，５５０円） 

１０Ｍｂ／ｓ １０５，０００円（税込１１５，５００円） 

２０Ｍｂ／ｓ １４９，０００円（税込１６３，９００円） 

３０Ｍｂ／ｓ １９３，０００円（税込２１２，３００円） 

４０Ｍｂ／ｓ ２３６，０００円（税込２５９，６００円） 

５０Ｍｂ／ｓ ２７５，０００円（税込３０２，５００円） 

６０Ｍｂ／ｓ ３２０，０００円（税込３５２，０００円） 

７０Ｍｂ／ｓ ３６５，０００円（税込４０１，５００円） 

８０Ｍｂ／ｓ ４１０，０００円（税込４５１，０００円） 

９０Ｍｂ／ｓ ４５５，０００円（税込５００，５００円） 

１００Ｍｂ／ｓ ５００，０００円（税込５５０，０００円） 

２００Ｍｂ／ｓ １，０００，０００円（税込１，１００，０００円） 

３００Ｍｂ／ｓ １，５００，０００円（税込１，６５０，０００円） 

４００Ｍｂ／ｓ ２，０００，０００円（税込２，２００，０００円） 

５００Ｍｂ／ｓ ２，５００，０００円（税込２，７５０，０００円） 

６００Ｍｂ／ｓ ３，０００，０００円（税込３，３００，０００円） 

７００Ｍｂ／ｓ ３，５００，０００円（税込３，８５０，０００円） 

８００Ｍｂ／ｓ ４，０００，０００円（税込４，４００，０００円） 

９００Ｍｂ／ｓ ４，５００，０００円（税込４，９５０，０００円） 

１Ｇｂ／ｓ ５，０００，０００円（税込５，５００，０００円） 

 

         ② 加算料 

          ⅰ 北海道総合通信網株式会社に係るもの 

   １の特定他社接続回線ごとに 

品 目 
料金額（月額） 

区域内 区域外 

１Ｍｂ／ｓ 

 

５６，５００円 

（税込６２，１５０円） 

５６，５００円 

（税込６２，１５０円） 

２Ｍｂ／ｓ 

 

６５，９００円 

（税込７２，４９０円） 

６５，９００円 

（税込７２，４９０円） 

３Ｍｂ／ｓ 

 

８２，４００円 

（税込９０，６４０円） 

８２，４００円 

（税込９０，６４０円） 

４Ｍｂ／ｓ 

 

９６，５００円 

（税込１０６，１５０円） 

９６，５００円 

（税込１０６，１５０円） 
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５Ｍｂ／ｓ 

 

１０９，４００円 

（税込１２０，３４０円） 

１０９，４００円 

（税込１２０，３４０円） 

６Ｍｂ／ｓ 

 

１１５，７００円 

（税込１２７，２７０円） 

１４１，６００円 

（税込１５５，７６０円） 

７Ｍｂ／ｓ 

 

１２１，６００円 

（税込１３３，７６０円） 

１７３，５００円 

（税込１９０，８５０円） 

８Ｍｂ／ｓ 

 

１２７，５００円 

（税込１４０，２５０円） 

２０５，４００円 

（税込２２５，９４０円） 

９Ｍｂ／ｓ 

 

１３３，４００円 

（税込１４６，７４０円） 

２３７，２００円 

（税込２６０，９２０円） 

１０Ｍｂ／ｓ 

 

１３８，８００円 

（税込１５２，６８０円） 

２６３，５００円 

（税込２８９，８５０円） 

２０Ｍｂ／ｓ 

 

１６７，６００円 

（税込１８４，３６０円） 

３１７，５００円 

（税込３４９，２５０円） 

３０Ｍｂ／ｓ 

 

１９５，９００円 

（税込２１５，４９０円） 

３７０，６００円 

（税込４０７，６６０円） 

４０Ｍｂ／ｓ 

 

２２４，２００円 

（税込２４６，６２０円） 

４２３，７００円 

（税込４６６，０７０円） 

５０Ｍｂ／ｓ 

 

２５２，６００円 

（税込２７７，８６０円） 

４７６，８００円 

（税込５２４，４８０円） 

６０Ｍｂ／ｓ 

 

２８０，９００円 

（税込３０８，９９０円） 

５２９，９００円 

（税込５８２，８９０円） 

７０Ｍｂ／ｓ 

 

３０９，２００円 

（税込３４０，１２０円） 

５８３，０００円 

（税込６４１，３００円） 

８０Ｍｂ／ｓ 

 

３３７，５００円 

（税込３７１，２５０円） 

６３６，１００円 

（税込６９９，７１０円） 

９０Ｍｂ／ｓ 

 

３６５，８００円 

（税込４０２，３８０円） 

６８９，２００円 

（税込７５８，１２０円） 

１００Ｍｂ／ｓ 

 

３９１，８００円 

（税込４３０，９８０円） 

７３２，９００円 

（税込８０６，１９０円） 

２００Ｍｂ／ｓ 

 

４２９，６００円 

（税込４７２，５６０円） 

８１１，２００円 

（税込８９２，３２０円） 

３００Ｍｂ／ｓ 

 

４６０，８００円 

（税込５０６，８８０円） 

８７０，０００円 

（税込９５７，０００円） 

４００Ｍｂ／ｓ 

 

４９２，０００円 

（税込５４１，２００円） 

９２８，８００円 

（税込１，０２１，６８０円） 

５００Ｍｂ／ｓ 

 

５２２，０００円 

（税込５７４，２００円） 

９８６，４００円 

（税込１，０８５，０４０円） 

６００Ｍｂ／ｓ 

 

５５３，２００円 

（税込６０８，５２０円） 

１，０４５，２００円 

（税込１，１４９，７２０円） 

７００Ｍｂ／ｓ 

 

５８４，４００円 

（税込６４２，８４０円） 

１，１０４，０００円 

（税込１，２１４，４００円） 

８００Ｍｂ／ｓ 

 

６１４，４００円 

（税込６７５，８４０円） 

１，２４４，４００円 

（税込１，３６８，８４０円） 

９００Ｍｂ／ｓ 

 

６４５，６００円 

（税込７１０，１６０円） 

１，３９９，２００円 

（税込１，５３９，１２０円） 

１Ｇｂ／ｓ 

 

６７６，８００円 

（税込７４４，４８０円） 

１，５４２，０００円 

（税込１，６９６，２００円） 

備考 

 北海道総合通信網株式会社に係る特定他社接続回線の終端が、別紙３に定める単位料金区域に所属する場

合は「区域内」に係る料金を適用し、所属しない場合は「区域外」に係る料金を適用します。 

 ただし、この場合の単位料金区域とは、北海道総合通信網株式会社のイーサネット通信網サービス契約約

款に規定するものをいいます。 

 

          ⅱ 株式会社トークネットに係るもの 
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(ⅰ) (ⅱ)以外のもの 

１の特定他社接続回線ごとに 

品 目 料金額（月額） 

１Ｍｂ／ｓ ５６，４００円（税込６２，０４０円） 

２Ｍｂ／ｓ ７３，２００円（税込８０，５２０円） 

３Ｍｂ／ｓ ９１，２００円（税込１００，３２０円） 

４Ｍｂ／ｓ １０９，２００円（税込１２０，１２０円） 

５Ｍｂ／ｓ １２８，４００円（税込１４１，２４０円） 

１０Ｍｂ／ｓ ２０１，６００円（税込２２１，７６０円） 

２０Ｍｂ／ｓ ２１２，４００円（税込２３３，６４０円） 

３０Ｍｂ／ｓ ２２３，２００円（税込２４５，５２０円） 

５０Ｍｂ／ｓ ２４４，８００円（税込２６９，２８０円） 

１００Ｍｂ／ｓ ３００，０００円（税込３３０，０００円） 

２００Ｍｂ／ｓ ６７２，０００円（税込７３９，２００円） 

３００Ｍｂ／ｓ １，００８，０００円（税１，１０８，８００円） 

５００Ｍｂ／ｓ １，３４４，０００円（税込１，４７８，４００円） 

１Ｇｂ／ｓ １，４４０，０００円（税込１，５８４，０００円） 

 

(ⅱ) 令和５年 10 月 23 日以前に株式会社トークネットに係る特定他社接続回線の契約

を締結したもの 

１の特定他社接続回線ごとに 

品 目 
料金額（月額） 

区域内 区域外 

０．５Ｍｂ／ｓ 

 

５０，４００円 

（税込５５，４４０円） 

６４，８００円 

（税込７１，２８０円） 

１Ｍｂ／ｓ 

 

５６，４００円 

（税込６２，０４０円） 

７５，６００円 

（税込８３，１６０円） 

２Ｍｂ／ｓ 

 

７３，２００円 

（税込８０，５２０円） 

１１１，６００円 

（税込１２２，７６０円） 

３Ｍｂ／ｓ 

 

９１，２００円 

（税込１００，３２０円） 

１５０，０００円 

（税込１６５，０００円） 

４Ｍｂ／ｓ 

 

１０９，２００円 

（税込１２０，１２０円） 

１８３，６００円 

（税込２０１，９６０円） 

５Ｍｂ／ｓ 

 

１２８，４００円 

（税込１４１，２４０円） 

２１６，０００円 

（税込２３７，６００円） 

１０Ｍｂ／ｓ 

 

２０１，６００円 

（税込２２１，７６０円） 

３６３，６００円 

（税込３９９，９６０円） 

２０Ｍｂ／ｓ 

 

２１２，４００円 

（税込２３３，６４０円） 

４０９，２００円 

（税込４５０，１２０円） 

３０Ｍｂ／ｓ 

 

２２３，２００円 

（税込２４５，５２０円） 

４５４，８００円 

（税込５００，２８０円） 

４０Ｍｂ／ｓ 

 

２３４，０００円 

（税込２５７，４００円） 

５００，４００円 

（税込５５０，４４０円） 

５０Ｍｂ／ｓ 

 

２４４，８００円 

（税込２６９，２８０円） 

５４６，０００円 

（税込６００，６００円） 

１００Ｍｂ／ｓ 

 

３００，０００円 

（税込３３０，０００円） 

７８０，０００円 

（税込８５８，０００円） 
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備考 

 株式会社トークネットに係る特定他社接続回線の終端が、別紙３に定める都道府県に所属する場合は「区域

内」に係る料金を適用し、所属しない場合は「区域外」に係る料金を適用します。 

 

          ⅲ ＫＤＤＩ株式会社に係るもの 

１の特定他社接続回線ごとに 

 

品 目 

料金額（月額） 

区域内 区域外 

 特定区域内 特定区域外  

０．５Ｍｂ／ｓ 

 
 

４９，２００円 

（税込５４，１２０円） 

６９，４００円 

（税込７６，３４０円） 

１Ｍｂ／ｓ 

 
 

５２，９００円 

（税込５８，１９０円） 

７３，１００円 

（税込８０，４１０円） 

２Ｍｂ／ｓ 

 
 

７３，８００円 

（税込８１，１８０円） 

９７，４００円 

（税込１０７，１４０

円） 

３Ｍｂ／ｓ 

 
 

８６，１００円 

（税込９４，７１０円） 

１２１，８００円 

（税込１３３，９８０

円） 

４Ｍｂ／ｓ 

 
 

１１０，６００円 

（税込１２１，６６０

円） 

１４６，１００円 

（税込１６０，７１０

円） 

５Ｍｂ／ｓ 

 
 

１３５，２００円 

（税込１４８，７２０

円） 

１７０，５００円 

（税込１８７，５５０

円） 

６Ｍｂ／ｓ  

１４７，６００円 

（税込１６２，３６０

円） 

１９６，８００円 

（税込２１６，４８０

円） 

７Ｍｂ／ｓ  

１５９，９００円 

（税込１７５，８９０

円） 

２２１，４００円 

（税込２４３，５４０

円） 

８Ｍｂ／ｓ  

１７２，２００円 

（税込１８９，４２０

円） 

２４６，０００円 

（税込２７０，６００

円） 

９Ｍｂ／ｓ  

１８４，５００円 

（税込２０２，９５０

円） 

２５８，３００円 

（税込２８４，１３０

円） 

１０Ｍｂ／ｓ 

 
 

１９６，６００円 

（税込２１６，２６０

円） 

２６７，９００円 

（税込２９４，６９０

円） 

２０Ｍｂ／ｓ 

 
 

２２１，４００円 

（税込２４３，５４０

円） 

３３２，１００円 

（税込３６５，３１０

円） 

３０Ｍｂ／ｓ 

 
 

２４６，０００円 

（税込２７０，６００

円） 

３９３，６００円 

（税込４３２，９６０

円） 

４０Ｍｂ／ｓ 

 
 

２５８，３００円 

（税込２８４，１３０

円） 

４４２，８００円 

（税込４８７，０８０

円） 

５０Ｍｂ／ｓ 

 
 

２７０，６００円 

（税込２９７，６６０

円） 

４９２，０００円 

（税込５４１，２００

円） 
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６０Ｍｂ／ｓ  

２８２，９００円 

（税込３１１，１９０

円） 

５４１，２００円 

（税込５９５，３２０

円） 

７０Ｍｂ／ｓ  

２９５，２００円 

（税込３２４，７２０

円） 

５９０，４００円 

（税込６４９，４４０

円） 

８０Ｍｂ／ｓ  

３０７，５００円 

（税込３３８，２５０

円） 

６３９，６００円 

（税込７０３，５６０

円） 

９０Ｍｂ／ｓ  

３１９，８００円 

（税込３５１，７８０

円） 

６８８，８００円 

（税込７５７，６８０

円） 

１００Ｍｂ／ｓ 

 
 

３３１，８００円 

（税込３６４，９８０

円） 

７３０，５００円 

（税込８０３，５５０

円） 

２００Ｍｂ／ｓ 

 

９２２，５００円（税込

１，０１４，７５０円） 

９８４，０００円 

（税込１，０８２，４０

０円） 

１，４８８，３００円

（税込１，６３７，１３

０円） 

３００Ｍｂ／ｓ 

 

９５９，４００円（税込

１，０５５，３４０円） 

１，２５４，６００円

（税込１，３８０，０６

０円） 

２，０１７，２００円

（税込２，２１８，９２

０円） 

４００Ｍｂ／ｓ 

 

１，００８，６００円

（税込１，１０９，４６

０円） 

１，５３７，５００円

（税込１，６９１，２５

０円） 

２，５４６，１００円

（税込２，８００，７１

０円） 

５００Ｍｂ／ｓ 

 

１，０４５，５００円

（税込１，１５０，０５

０円） 

１，８０８，１００円

（税込１，９８８，９１

０円） 

３，０７５，０００円

（税込３，３８２，５０

０円） 

６００Ｍｂ／ｓ 

 

１，０８２，４００円

（税込１，１９０，６４

０円） 

２，０７８，７００円

（税込２，２８６，５７

０円） 

３，６０３，９００円

（税込３，９６４，２９

０円） 

７００Ｍｂ／ｓ 

 

１，１１９，３００円

（税込１，２３１，２３

０円） 

２，３６１，６００円

（税込２，５９７，７６

０円） 

４，１２０，５００円

（税込４，５３２，５５

０円） 

８００Ｍｂ／ｓ 

 

１，１５６，２００円

（税込１，２７１，８２

０円） 

２，６３２，２００円

（税込２，８９５，４２

０円） 

４，６４９，４００円

（税込５，１１４，３４

０円） 

９００Ｍｂ／ｓ 

 

１，１８０，８００円

（税込１，２９８，８８

０円） 

２，９０２，８００円

（税込３，１９３，０８

０円） 

５，１７８，３００円

（税込５，６９６，１３

０円） 

１Ｇｂ／ｓ 

 

１，２１７，７００円

（税込１，３３９，４７

０円） 

３，１８５，７００円

（税込３，５０４，２７

０円） 

５，７０７，２００円

（税込６，２７７，９２

０円） 

備考 

 ＫＤＤＩ株式会社に係る特定他社接続回線の終端が、別紙３に定める都道府県に所属する場合は「区域

内」に係る料金を適用し、所属しない場合は「区域外」に係る料金を適用します。 

 ただし、200Mb/s から 1Gb/s に係る特定他社接続回線については、区域内のうち、当社が別に定める特定の

区域に所属する場合は「特定区域内」に係る料金を適用し、所属しない場合は「特定区域外」に係る料金を

適用するものとします。 

 

          ⅳ 中部テレコミュニケーション株式会社に係るもの 

１の特定他社接続回線ごとに 

品 目 
料金額（月額） 

区域内 区域外 

０．５Ｍｂ／ｓ 

 

５４，０００円 

（税込５９，４００円） 

７８，０００円 

（税込８５，８００円） 
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１Ｍｂ／ｓ 

 

５５，２００円 

（税込６０，７２０円） 

７９，２００円 

（税込８７，１２０円） 

２Ｍｂ／ｓ 

 

７９，２００円 

（税込８７，１２０円） 

１１５，２００円 

（税込１２６，７２０円） 

３Ｍｂ／ｓ 

 

１０３，２００円 

（税込１１３，５２０円） 

１５１，２００円 

（税込１６６，３２０円） 

４Ｍｂ／ｓ 

 

１２７，２００円 

（税込１３９，９２０円） 

１８７，２００円 

（税込２０５，９２０円） 

５Ｍｂ／ｓ 

 

１５１，２００円 

（税込１６６，３２０円） 

２２３，２００円 

（税込２４５，５２０円） 

１０Ｍｂ／ｓ 

 

１７５，２００円 

（税込１９２，７２０円） 

３０７，２００円 

（税込３３７，９２０円） 

２０Ｍｂ／ｓ 

 

２１９，６００円 

（税込２４１，５６０円） 

３８２，８００円 

（税込４２１，０８０円） 

３０Ｍｂ／ｓ 

 

２６７，６００円 

（税込２９４，３６０円） 

４６２，０００円 

（税込５０８，２００円） 

４０Ｍｂ／ｓ 

 

３１５，６００円 

（税込３４７，１６０円） 

５４１，２００円 

（税込５９５，３２０円） 

５０Ｍｂ／ｓ 

 

３６３，６００円 

（税込３９９，９６０円） 

６２０，４００円 

（税込６８２，４４０円） 

１００Ｍｂ／ｓ 

 

４１１，６００円 

（税込４５２，７６０円） 

８０７，６００円 

（税込８８８，３６０円） 

２００Ｍｂ／ｓ 

 

９１２，０００円 

（税込１，００３，２００円） 

１，３５６，０００円 

（税込１，４９１，６００円） 

３００Ｍｂ／ｓ 

 

９６９，６００円 

（税込１，０６６，５６０円） 

１，６０８，０００円 

（税込１，７６８，８００円） 

４００Ｍｂ／ｓ 

 

１，０２７，２００円 

（税込１，１２９，９２０円） 

１，８６０，０００円 

（税込２，０４６，０００円） 

５００Ｍｂ／ｓ 

 

１，０８４，８００円 

（税込１，１９３，２８０円） 

２，１１２，０００円 

（税込２，３２３，２００円） 

６００Ｍｂ／ｓ 

 

１，１４２，４００円 

（税込１，２５６，６４０円） 

２，３６４，０００円 

（税込２，６００，４００円） 

７００Ｍｂ／ｓ 

 

１，２００，０００円 

（税込１，３２０，０００円） 

２，６１６，０００円 

（税込２，８７７，６００円） 

８００Ｍｂ／ｓ 

 

１，２６０，０００円 

（税込１，３８６，０００円） 

２，８６８，０００円 

（税込３，１５４，８００円） 

９００Ｍｂ／ｓ 

 

１，３２０，０００円 

（税込１，４５２，０００円） 

３，１２０，０００円 

（税込３，４３２，０００円） 

１Ｇｂ／ｓ 

 

１，３６８，０００円 

（税込１，５０４，８００円） 

３，３６０，０００円 

（税込３，６９６，０００円） 

備考 

 中部テレコミュニケーション株式会社に係る特定他社接続回線の終端が、別紙３に定める都道府県に所属

する場合は「区域内」に係る料金を適用し、所属しない場合は「区域外」に係る料金を適用します。 

 

          ⅴ 北陸通信ネットワーク株式会社に係るもの 

１の特定他社接続回線ごとに 

品 目 
料金額（月額） 

区域内 区域外 

０．５Ｍｂ／ｓ 

 

４８，０００円 

（税込５２，８００円） 

６２，４００円 

（税込６８，６４０円） 

１Ｍｂ／ｓ 

 

５４，０００円 

（税込５９，４００円） 

７５，６００円 

（税込８３，１６０円） 

２Ｍｂ／ｓ 

 

７３，２００円 

（税込８０，５２０円） 

１１１，６００円 

（税込１２２，７６０円） 
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３Ｍｂ／ｓ 

 

９１，２００円 

（税込１００，３２０円） 

１５０，０００円 

（税込１６５，０００円） 

４Ｍｂ／ｓ 

 

１１２，８００円 

（税込１２４，０８０円） 

１８６，０００円 

（税込２０４，６００円） 

５Ｍｂ／ｓ 

 

１３３，２００円 

（税込１４６，５２０円） 

２１９，６００円 

（税込２４１，５６０円） 

６Ｍｂ／ｓ 

 

１４０，４００円 

（税込１５４，４４０円） 

２４７，２００円 

（税込２７１，９２０円） 

７Ｍｂ／ｓ 

 

１４７，６００円 

（税込１６２，３６０円） 

２７４，８００円 

（税込３０２，２８０円） 

８Ｍｂ／ｓ 

 

１５４，８００円 

（税込１７０，２８０円） 

３０２，４００円 

（税込３３２，６４０円） 

９Ｍｂ／ｓ 

 

１６２，０００円 

（税込１７８，２００円） 

３３０，０００円 

（税込３６３，０００円） 

１０Ｍｂ／ｓ 

 

１６６，８００円 

（税込１８３，４８０円） 

３５６，４００円 

（税込３９２，０４０円） 

２０Ｍｂ／ｓ 

 

１８４，８００円 

（税込２０３，２８０円） 

４００，８００円 

（税込４４０，８８０円） 

３０Ｍｂ／ｓ 

 

２０２，８００円 

（税込２２３，０８０円） 

４４５，２００円 

（税込４８９，７２０円） 

４０Ｍｂ／ｓ 

 

２２０，８００円 

（税込２４２，８８０円） 

４８９，６００円 

（税込５３８，５６０円） 

５０Ｍｂ／ｓ 

 

２３８，８００円 

（税込２６２，６８０円） 

５３４，０００円 

（税込５８７，４００円） 

６０Ｍｂ／ｓ 

 

２５６，８００円 

（税込２８２，４８０円） 

５７７，２００円 

（税込６３４，９２０円） 

７０Ｍｂ／ｓ 

 

２７４，８００円 

（税込３０２，２８０円） 

６２０，４００円 

（税込６８２，４４０円） 

８０Ｍｂ／ｓ 

 

２９１，６００円 

（税込３２０，７６０円） 

６６３，６００円 

（税込７２９，９６０円） 

９０Ｍｂ／ｓ 

 

３０８，４００円 

（税込３３９，２４０円） 

７０６，８００円 

（税込７７７，４８０円） 

１００Ｍｂ／ｓ 

 

３２４，０００円 

（税込３５６，４００円） 

７４７，６００円 

（税込８２２，３６０円） 

２００Ｍｂ／ｓ 

 

６６０，０００円 

（税込７２６，０００円） 

１，３４７，６００円 

（税込１，４８２，３６０円） 

３００Ｍｂ／ｓ 

 

７９２，０００円 

（税込８７１，２００円） 

１，５５５，２００円 

（税込１，７１０，７２０円） 

４００Ｍｂ／ｓ 

 

８６４，０００円 

（税込９５０，４００円） 

１，７６２，８００円 

（税込１，９３９，０８０円） 

５００Ｍｂ／ｓ 

 

９２４，０００円 

（税込１，０１６，４００円） 

１，９７０，４００円 

（税込２，１６７，４４０円） 

６００Ｍｂ／ｓ 

 

９９６，０００円 

（税込１，０９５，６００円） 

２，１７８，０００円 

（税込２，３９５，８００円） 

７００Ｍｂ／ｓ 

 

１，０５６，０００円 

（税込１，１６１，６００円） 

２，３８５，６００円 

（税込２，６２４，１６０円） 

８００Ｍｂ／ｓ 

 

１，１２８，０００円 

（税込１，２４０，８００円） 

２，５９３，２００円 

（税込２，８５２，５２０円） 

９００Ｍｂ／ｓ 

 

１，１８８，０００円 

（税込１，３０６，８００円） 

２，８００，８００円 

（税込３，０８０，８８０円） 

１Ｇｂ／ｓ 

 

１，２６０，０００円 

（税込１，３８６，０００円） 

３，００８，４００円 

（税込３，３０９，２４０円） 

備考 

 北陸通信ネットワーク株式会社に係る特定他社接続回線の終端が、別紙３に定める都道府県に所属する場

合は「区域内」に係る料金を適用し、所属しない場合は「区域外」に係る料金を適用します。 
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          ⅵ 株式会社オプテージに係るもの 

           (ⅰ) (ⅱ)以外のもの 

１の特定他社接続回線ごとに 

品 目 
料金額（月額） 

区域内 区域外 

０．５Ｍｂ／ｓ 

 

４２，２００円 

（税込４６，４２０円） 

５９，７００円 

（税込６５，６７０円） 

１Ｍｂ／ｓ 

 

５０，４００円 

（税込５５，４４０円） 

７０，２００円 

（税込７７，２２０円） 

２Ｍｂ／ｓ 

 

６２，１００円 

（税込６８，３１０円） 

８６，６００円 

（税込９５，２６０円） 

３Ｍｂ／ｓ 

 

７９，６００円 

（税込８７，５６０円） 

１１０，０００円 

（税込１２１，０００円） 

４Ｍｂ／ｓ 

 

９７，２００円 

（税込１０６，９２０円） 

１３３，４００円 

（税込１４６，７４０円） 

５Ｍｂ／ｓ 

 

１２６，４００円 

（税込１３９，０４０円） 

１７３，２００円 

（税込１９０，５２０円） 

６Ｍｂ／ｓ 

 

１４３，５００円 

（税込１５７，８５０円） 

２２８，４００円 

（税込２５１，２４０円） 

７Ｍｂ／ｓ 

 

１６０，６００円 

（税込１７６，６６０円） 

２８３，７００円 

（税込３１２，０７０円） 

８Ｍｂ／ｓ 

 

１７７，７００円 

（税込１９５，４７０円） 

３３８，９００円 

（税込３７２，７９０円） 

９Ｍｂ／ｓ 

 

１９４，８００円 

（税込２１４，２８０円） 

３９４，１００円 

（税込４３３，５１０円） 

１０Ｍｂ／ｓ 

 

２１１，８００円 

（税込２３２，９８０円） 

４４９，３００円 

（税込４９４，２３０円） 

２０Ｍｂ／ｓ 

 

２２７，０００円 

（税込２４９，７００円） 

４８６，８００円 

（税込５３５，４８０円） 

３０Ｍｂ／ｓ 

 

２４２，２００円 

（税込２６６，４２０円） 

５２４，２００円 

（税込５７６，６２０円） 

４０Ｍｂ／ｓ 

 

２５８，６００円 

（税込２８４，４６０円） 

５６１，６００円 

（税込６１７，７６０円） 

５０Ｍｂ／ｓ 

 

２７３，８００円 

（税込３０１，１８０円） 

５９９，１００円 

（税込６５９，０１０円） 

６０Ｍｂ／ｓ 

 

２８９，３００円 

（税込３１８，２３０円） 

６３６，５００円 

（税込７００，１５０円） 

７０Ｍｂ／ｓ 

 

３０４，７００円 

（税込３３５，１７０円） 

６７４，０００円 

（税込７４１，４００円） 

８０Ｍｂ／ｓ 

 

３２０，２００円 

（税込３５２，２２０円） 

７１１，４００円 

（税込７８２，５４０円） 

９０Ｍｂ／ｓ 

 

３３５，６００円 

（税込３６９，１６０円） 

７４８，８００円 

（税込８２３，６８０円） 

１００Ｍｂ／ｓ 

 

３５１，０００円 

（税込３８６，１００円） 

７８６，３００円 

（税込８６４，９３０円） 

２００Ｍｂ／ｓ 

 

５６８，０００円 

（税込６２４，８００円） 

８６４，７００円 

（税込９５１，１７０円） 

３００Ｍｂ／ｓ 

 

６６７，９００円 

（税込７３４，６９０円） 

１，０９７，５００円 

（税込１，２０７，２５０円） 

４００Ｍｂ／ｓ 

 

７６７，８００円 

（税込８４４，５８０円） 

１，３３０，３００円 

（税込１，４６３，３３０円） 

５００Ｍｂ／ｓ 

 

８６７，７００円 

（税込９５４，４７０円） 

１，５６３，２００円 

（税込１，７１９，５２０円） 
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６００Ｍｂ／ｓ 

 

９６７，６００円 

（税込１，０６４，３６０円） 

１，７９６，０００円 

（税込１，９７５，６００円） 

７００Ｍｂ／ｓ 

 

１，０６７，５００円 

（税込１，１７４，２５０円） 

２，０２８，８００円 

（税込２，２３１，６８０円） 

８００Ｍｂ／ｓ 

 

１，１６７，４００円 

（税込１，２８４，１４０円） 

２，２６１，７００円 

（税込２，４８７，８７０円） 

９００Ｍｂ／ｓ 

 

１，２６７，３００円 

（税込１，３９４，０３０円） 

２，４９４，５００円 

（税込２，７４３，９５０円） 

備考 

 株式会社オプテージに係る特定他社接続回線（１Ｇｂ／ｓの品目に係るものを除きます。）の終端が、別

紙３に定める都道府県に所属する場合は「区域内」に係る料金を適用し、所属しない場合は「区域外」に係

る料金を適用します。 

 

           (ⅱ) １Ｇｂ／ｓのもの 

１の特定他社接続回線ごとに 

距 離 区 分   料  金  額 

回

線

距

離

 

 １５キロメートルまでのもの １，３６５，６００円（税込１，５０２，１６０円） 

 ３０キロメートルまでのもの ２，５３５，６００円（税込２，７８９，１６０円） 

 ４０キロメートルまでのもの ２，８００，８００円（税込３，０８０，８８０円） 

 ５０キロメートルまでのもの ３，０３４，８００円（税込３，３３８，２８０円） 

 ６０キロメートルまでのもの ３，２２０，８００円（税込３，５４２，８８０円） 

 ７０キロメートルまでのもの ３，３７０，８００円（税込３，７０７，８８０円） 

 ８０キロメートルまでのもの ３，５０１，６００円（税込３，８５１，７６０円） 

 ９０キロメートルまでのもの ３，６２６，４００円（税込３，９８９，０４０円） 

 １００キロメートルまでのもの ３，７４７，６００円（税込４，１２２，３６０円） 

 １２０キロメートルまでのもの ３，８６５，２００円（税込４，２５１，７２０円） 

 １２０キロメートルを超えるもの ３，９７９，２００円（税込４，３７７，１２０円） 

 

          ⅶ 株式会社ＳＴＮｅｔに係るもの 

１の特定他社接続回線ごとに 

 

 

品 目 

料金額（月額） 

区域内 区域外 

 特定区域内 特定区域外 特定区域内 特定区域外 

０．５Ｍｂ／ｓ 

 

４６，８００円 

（税込５１，４８０円） 

４６，８００円 

（税込５１，４８０円） 

１Ｍｂ／ｓ 

 

５４，０００円 

（税込５９，４００円） 

５４，０００円 

（税込５９，４００円） 

２Ｍｂ／ｓ 

 

７５，６００円 

（税込８３，１６０円） 

７５，６００円 

（税込８３，１６０円） 

３Ｍｂ／ｓ 

 

９２，４００円 

（税込１０１，６４０円） 

９２，４００円 

（税込１０１，６４０円） 

４Ｍｂ／ｓ 

 

１１１，６００円 

（税込１２２，７６０円） 

１１１，６００円 

（税込１２２，７６０円） 

５Ｍｂ／ｓ 

 

１３０，８００円 

（税込１４３，８８０円） 

１３０，８００円 

（税込１４３，８８０円） 

６Ｍｂ／ｓ 
１３２，０００円 

（税込１４５，２００円） 

１３２，０００円 

（税込１４５，２００円） 

７Ｍｂ／ｓ 
１５０，０００円 

（税込１６５，０００円） 

１５０，０００円 

（税込１６５，０００円） 
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８Ｍｂ／ｓ 
１５９，６００円 

（税込１７５，５６０円） 

１５９，６００円 

（税込１７５，５６０円） 

９Ｍｂ／ｓ 
１６４，４００円 

（税込１８０，８４０円） 

１６４，４００円 

（税込１８０，８４０円） 

１０Ｍｂ／ｓ 

 

１６８，０００円 

（税込１８０，８４０円） 

１６８，０００円 

（税込１８０，８４０円） 

２０Ｍｂ／ｓ 

 

２０５，２００円 

（税込２２５，７２０円） 

２０５，２００円 

（税込２２５，７２０円） 

３０Ｍｂ／ｓ 

 

２３７，６００円 

（税込２６１，３６０円） 

２３７，６００円 

（税込２６１，３６０円） 

４０Ｍｂ／ｓ 

 

２６６，４００円 

（税込２９３，０４０円） 

２６６，４００円 

（税込２９３，０４０円） 

５０Ｍｂ／ｓ 

 

２９１，６００円 

（税込３２０，７６０円） 

２９１，６００円 

（税込３２０，７６０円） 

６０Ｍｂ／ｓ 
３１３，２００円 

（税込３４４，５２０円） 

３１３，２００円 

（税込３４４，５２０円） 

７０Ｍｂ／ｓ 
３３２，４００円 

（税込３６５，６４０円） 

３３２，４００円 

（税込３６５，６４０円） 

８０Ｍｂ／ｓ 
３４８，０００円 

（税込３８２，８００円） 

３４８，０００円 

（税込３８２，８００円） 

９０Ｍｂ／ｓ 
３６１，２００円 

（税込３９７，３２０円） 

３６１，２００円 

（税込３９７，３２０円） 

１００Ｍｂ／ｓ 

 

３７２，０００円 

（税込４０９，２００円） 

３７２，０００円 

（税込４０９，２００円） 

２００Ｍｂ／ｓ 

 

３９９，６００円 

（税込４３９，５

６０円） 

４６５，６００円 

（税込５１２，１６

０円） 

８３１，６００円 

（税込９１４，７６

０円） 

８９７，６００円 

（税込９８７，３６

０円） 

３００Ｍｂ／ｓ 

 

４２１，２００円 

（税込４６３，３

２０円） 

５５６，８００円 

（税込６１２，４８

０円） 

９４９，２００円 

（税込１，０４４，

１２０円） 

１，０８４，８００

円 

（税込１，１９３，

２８０円） 

４００Ｍｂ／ｓ 

 

４４２，８００円 

（税込４８７，０

８０円） 

６４８，０００円 

（税込７１２，８０

０円） 

１，０６６，８００

円 

（税込１，１７３，

４８０円） 

１，２７２，０００

円 

（税込１，３９９，

２００円） 

５００Ｍｂ／ｓ 

 

４６４，４００円 

（税込５１０，８

４０円） 

７３９，２００円 

（税込８１３，１２

０円） 

１，１８４，４００

円 

（税込１，３０２，

８４０円） 

１，４５９，２００

円 

（税込１，６０５，

１２０円） 

６００Ｍｂ／ｓ 

 

５８８，０００円 

（税込６４６，８

００円） 

９３６，０００円 

（税込１，０２９，

６００円） 

１，３８０，０００

円 

（税込１，５１８，

０００円） 

１，７００，４００

円 

（税込１，８７０，

４４０円） 

７００Ｍｂ／ｓ 

 

７１１，６００円 

（税込７８２，７

６０円） 

１，１３１，６００

円 

（税込１，２４４，

７６０円） 

１，５７５，６００

円 

（税込１，７３３，

１６０円） 

１，９４０，４００

円 

（税込２，１３４，

４４０円） 

８００Ｍｂ／ｓ 

 

８３４，０００円 

（税込９１７，４

００円） 

１，３２８，４００

円 

（税込１，４６１，

２４０円） 

１，７７０，０００

円 

（税込１，９４７，

０００円） 

２，１８１，６００

円 

（税込２，３９９，

７６０円） 

９００Ｍｂ／ｓ 

 

９５７，６００円 

（税込１，０５

３，３６０円） 

１，５２４，０００

円 

（税込１，６７６，

４００円） 

１，９６５，６００

円 

（税込２，１６２，

１６０円） 

２，４２１，６００

円 

（税込２，６６３，

７６０円） 
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１Ｇｂ／ｓ 

 

１，０８０，００

０円 

（税込１，１８

８，０００円） 

１，７１９，６００

円 

（税込１，８９１，

５６０円） 

２，１６０，０００

円 

（税込２，３７６，

０００円） 

２，６６１，６００

円 

（税込２，９２７，

７６０円） 

備考 

 株式会社ＳＴＮｅｔに係る特定他社接続回線の終端が、別紙３に定める都道府県に所属する場合は「区域

内」に係る料金を適用し、所属しない場合は「区域外」に係る料金を適用します。 

 ただし、200Mb/s から 1Gb/s に係る特定他社接続回線については、当社が別に定める特定の区域に所属す

る場合は「特定区域内」に係る料金を適用し、所属しない場合は「特定区域外」に係る料金を適用するもの

とします。 

 

 

 

         ⅷ 株式会社エネコムに係るもの 

１の特定他社接続回線ごとに 

品 目 

料 金 額 

区域内 
区域外 

特定区域内 特定区域外 

０．５Ｍｂ／ｓ 

 

４２，２００円（税込４６，４２０円） ４２，２００円 

（税込４６，４２０円） 

１Ｍｂ／ｓ 

 

４９，２００円（税込５４，１２０円） ４９，２００円 

（税込５４，１２０円） 

２Ｍｂ／ｓ 

 

６６，７００円（税込７３，３７０円） ６６，７００円 

（税込７３，３７０円） 

３Ｍｂ／ｓ 

 

８３，１００円（税込９１，４１０円） ８３，１００円 

（税込９１，４１０円） 

４Ｍｂ／ｓ 

 

１０３，０００円（税込１１３，３００円） １０３，０００円 

（税込１１３，３００

円） 

５Ｍｂ／ｓ 

 

１２１，７００円（税込１３３，８７０円） １２１，７００円 

（税込１３３，８７０

円） 

６Ｍｂ／ｓ 

 

１２９，７００円（税込１４２，６７０円） １２９，７００円 

（税込１４２，６７０

円） 

７Ｍｂ／ｓ 

 

１３７，７００円（税込１５１，４７０円） １３７，７００円 

（税込１５１，４７０

円） 

８Ｍｂ／ｓ 

 

１４５，７００円（税込１６０，２７０円） １４５，７００円 

（税込１６０，２７０

円） 

９Ｍｂ／ｓ 

 

１５３，７００円（税込１６９，０７０円） １５３，７００円 

（税込１６９，０７０

円） 

１０Ｍｂ／ｓ 

 

１６１，５００円（税込１７７，６５０円） １６１，５００円 

（税込１７７，６５０

円） 

２０Ｍｂ／ｓ 

 

１８１，４００円（税込１９９，５４０円） １８１，４００円 

（税込１９９，５４０

円） 

３０Ｍｂ／ｓ 

 

２０１，３００円（税込２２１，４３０円） ２０１，３００円 

（税込２２１，４３０

円） 
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４０Ｍｂ／ｓ 

 

２２１，２００円（税込２４３，３２０円） ２２１，２００円 

（税込２４３，３２０

円） 

５０Ｍｂ／ｓ 

 

２４１，１００円（税込２６５，２１０円） ２４１，１００円 

（税込２６５，２１０

円） 

６０Ｍｂ／ｓ 

 

２６１，１００円（税込２８７，２１０円） ２６１，１００円 

（税込２８７，２１０

円） 

７０Ｍｂ／ｓ 

 

２８１，１００円（税込３０９，２１０円） ２８１，１００円 

（税込３０９，２１０

円） 

８０Ｍｂ／ｓ 

 

３０１，０００円（税込３３１，１００円） ３０１，０００円 

（税込３３１，１００

円） 

９０Ｍｂ／ｓ 

 

３２０，９００円（税込３５２，９９０円） ３２０，９００円 

（税込３５２，９９０

円） 

１００Ｍｂ／ｓ 

 

３３９，３００円（税込３７３，２３０円） ３３９，３００円 

（税込３７３，２３０

円） 

２００Ｍｂ／ｓ 

 

８１９，０００円（税込９００，９００円） １，２８７，０００円

（税込１，４１５，７０

０円） 

３００Ｍｂ／ｓ 

 

１，０５３，０００円（税込１，１５８，３００

円） 

１，６３８，０００円

（税込１，８０１，８０

０円） 

４００Ｍｂ／ｓ 

 

１，２８７，０００円（税込１，４１５，７００

円） 

１，９８９，０００円

（税込２，１８７，９０

０円） 

５００Ｍｂ／ｓ 

 

１，５２１，０００円（税込１，６７３，１００

円） 

２，３４０，０００円

（税込２，５７４，００

０円） 

６００Ｍｂ／ｓ 

 

１，７５６，８００円（税込１，１５８，３００

円） 

２，６９３，８００円

（税込２，９６３，１８

０円） 

７００Ｍｂ／ｓ 

 

１，９９１，１００円（税込２，１９０，２１０

円） 

３，０４５，２００円

（税込３，３４９，７２

０円） 

８００Ｍｂ／ｓ 

 

２，２２５，３００円（税込２，４４７，８３０

円） 

３，３９６，５００円

（税込３，７３６，１５

０円） 

９００Ｍｂ／ｓ 

 

２，４５９，６００円（税込２，７０５，５６０

円） 

３，７４７，９００円

（税込４，１２２，６９

０円） 

１Ｇｂ／ｓ 

 

１，０５３，０００円

（税込１，１５８，３０

０円） 

２，６９１，０００円

（税込２，９６０，１

００円） 

４，０９５，０００円

（税込４，５０４，５０

０円） 

備考 

 株式会社エネコムに係る特定他社接続回線の終端が、別紙３に定める都道府県に所属する場合は「区域

内」に係る料金を適用し、所属しない場合は「区域外」に係る料金を適用します。 

 ただし、1Gb/s に係る特定他社接続回線については、区域内のうち、当社が別に定める特定の区域に所属す

る場合は「特定区域内」に係る料金を適用し、所属しない場合は、「特定区域外」に係る料金を適用するも

のとします。 

 

          ⅸ 株式会社ＱＴｎｅｔに係るもの 
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           (ⅰ) (ⅱ)、(ⅲ)、(ⅳ)、(ⅴ)及び(ⅵ)以外のもの 

１の特定他社接続回線ごとに 

品 目 
料 金 額 

区域内 区域外 

０．５Ｍｂ／ｓ 

 

４２，２００円 

（税込４６，４２０円） 

６９，１００円 

（税込７６，０１０円） 

１Ｍｂ／ｓ 

 

５１，５００円 

（税込５６，６５０円） 

７８，４００円 

（税込８６，２４０円） 

２Ｍｂ／ｓ 

 

７３，８００円 

（税込８１，１８０円） 

１１１，２００円 

（税込１２２，３２０円） 

３Ｍｂ／ｓ 

 

９０，１００円 

（税込９９，１１０円） 

１４６，３００円 

（税込１６０，９３０円） 

４Ｍｂ／ｓ 

 

１０８，９００円 

（税込１１９，７９０円） 

１８１，４００円 

（税込１９９，５４０円） 

５Ｍｂ／ｓ 

 

１２８，７００円 

（税込１４１，５７０円） 

２１０，６００円 

（税込２３１，６６０円） 

６Ｍｂ／ｓ 

 

１４１，６００円 

（税込１５５，７６０円） 

２３１，０００円 

（税込２５４，１００円） 

７Ｍｂ／ｓ 

 

１５４，５００円 

（税込１６９，９５０円） 

２５１，４００円 

（税込２７６，５４０円） 

８Ｍｂ／ｓ 

 

１６７，４００円 

（税込１８４，１４０円） 

２７１，７００円 

（税込２９８，８７０円） 

９Ｍｂ／ｓ 

 

１８０，３００円 

（税込１９８，３３０円） 

２９２，１００円 

（税込３２１，３１０円） 

１０Ｍｂ／ｓ 

 

１９３，１００円 

（税込２１２，４１０円） 

３１２，４００円 

（税込３４３，６４０円） 

２０Ｍｂ／ｓ 

 

２１３，６００円 

（税込２３４，９６０円） 

３６６，０００円 

（税込４０２，６００円） 

３０Ｍｂ／ｓ 

 

２４２，４００円 

（税込２６６，６４０円） 

４２２，４００円 

（税込４６４，６４０円） 

４０Ｍｂ／ｓ 

 

２６６，４００円 

（税込２９３，０４０円） 

４７６，４００円 

（税込５２４，０４０円） 

５０Ｍｂ／ｓ 

 

２９１，６００円 

（税込３２０，７６０円） 

５２９，２００円 

（税込５８２，１２０円） 

６０Ｍｂ／ｓ 

 

３１２，４００円 

（税込３４３，６４０円） 

５７５，０００円 

（税込６３２，５００円） 

７０Ｍｂ／ｓ 

 

３３３，２００円 

（税込３６６，５２０円） 

６２０，８００円 

（税込６８２，８８０円） 

８０Ｍｂ／ｓ 

 

３５４，０００円 

（税込３８９，４００円） 

６６６，６００円 

（税込７３３，２６０円） 

９０Ｍｂ／ｓ 

 

３７４，８００円 

（税込４１２，２８０円） 

７１２，４００円 

（税込７８３，６４０円） 

１００Ｍｂ／ｓ 

 

３９５，５００円 

（税込４３５，０５０円） 

７５８，２００円 

（税込８３４，０２０円） 

２００Ｍｂ／ｓ 

 

７８０，０００円 

（税込８５８，０００円） 

１，１４０，０００円 

（税込１，２５４，０００円） 

３００Ｍｂ／ｓ 

 

８４０，０００円 

（税込９２４，０００円） 

１，２００，０００円 

（税込１，３２０，０００円） 

４００Ｍｂ／ｓ 

 

９００，０００円 

（税込９９０，０００円） 

１，３２０，０００円 

（税込１，４５２，０００円） 

５００Ｍｂ／ｓ 

 

９６０，０００円 

（税込１，０５６，０００円） 

１，５６０，０００円 

（税込１，７１６，０００円） 

６００Ｍｂ／ｓ 

 

１，０２０，０００円 

（税込１，１２２，０００円） 

１，７２８，０００円 

（税込１，９００，８００円） 
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７００Ｍｂ／ｓ 

 

１，０８０，０００円 

（税込１，１８８，０００円） 

１，８９６，０００円 

（税込２，０８５，６００円） 

８００Ｍｂ／ｓ 

 

１，１４０，０００円 

（税込１，２５４，０００円） 

２，０６４，０００円 

（税込２，２７０，４００円） 

９００Ｍｂ／ｓ 

 

１，２００，０００円 

（税込１，３２０，０００円） 

２，２３２，０００円 

（税込２，４５５，２００円） 

１Ｇｂ／ｓ 

 

１，２６０，０００円 

（税込１，３８６，０００円） 

２，４００，０００円 

（税込２，６４０，０００円） 

備考 

 株式会社ＱＴｎｅｔに係る特定他社接続回線の終端が、別紙３に定める都道府県に所属する場合は「区域

内」に係る料金を適用し、所属しない場合は「区域外」に係る料金を適用します。 

 

           (ⅱ)  令和５年 10 月 23 日以前に株式会社ＱＴｎｅｔに係る特定他社接続回線の契約を

締結したもののうち２００Ｍｂ／ｓのもの 

１の特定他社接続回線ごとに 

距 離 区 分  料金額（月額） 

回

線

距

離

 

１５キロメートルまでのもの ７８０，０００円（税込８５８，０００円） 

４０キロメートルまでのもの １，１４０，０００円（税込１，２５４，０００円） 

８０キロメートルまでのもの １，４４０，０００円（税込１，５８４，０００円） 

１２０キロメートルまでのもの １，６８０，０００円（税込１，８４８，０００円） 

１８０キロメートルまでのもの ２，１６０，０００円（税込２，３７６，０００円） 

２４０キロメートルまでのもの ３，１２０，０００円（税込３，４３２，０００円） 

２４０キロメートルを超えるもの ３，６００，０００円（税込３，９６０，０００円） 

 

           (ⅲ)  令和５年 10 月 23 日以前に株式会社ＱＴｎｅｔに係る特定他社接続回線の契約を

締結したもののうち３００Ｍｂ／ｓのもの 

１の特定他社接続回線ごとに 

距 離 区 分  料金額（月額） 

回

線

距

離

 

１５キロメートルまでのもの ８４０，０００円（税込９２４，０００円） 

４０キロメートルまでのもの １，２００，０００円（税込１，３２０，０００円） 

８０キロメートルまでのもの １，５６０，０００円（税込１，７１６，０００円） 

１２０キロメートルまでのもの １，８００，０００円（税込１，９８０，０００円） 

１８０キロメートルまでのもの ２，６４０，０００円（税込２，９０４，０００円） 

２４０キロメートルまでのもの ３，２４０，０００円（税込３，５６４，０００円） 

２４０キロメートルを超えるもの ３，８４０，０００円（税込４，２２４，０００円） 

 

           (ⅳ)  令和５年 10 月 23 日以前に株式会社ＱＴｎｅｔに係る特定他社接続回線の契約を

締結したもののうち４００Ｍｂ／ｓのもの 

１の特定他社接続回線ごとに 

距 離 区 分  料金額（月額） 

回

線

距

離

 

１５キロメートルまでのもの ９００，０００円（税込９９０，０００円） 

４０キロメートルまでのもの １，３２０，０００円（税込１，４５２，０００円） 

８０キロメートルまでのもの １，６８０，０００円（税込１，８４８，０００円） 

１２０キロメートルまでのもの ２，０４０，０００円（税込２，２４４，０００円） 

１８０キロメートルまでのもの ２，８８０，０００円（税込３，１６８，０００円） 

２４０キロメートルまでのもの ３，３６０，０００円（税込３，６９６，０００円） 

２４０キロメートルを超えるもの ４，０８０，０００円（税込４，４８８，０００円） 
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           (ⅴ)  令和５年 10 月 23 日以前に株式会社ＱＴｎｅｔに係る特定他社接続回線の契約を

締結したもののうち５００Ｍｂ／ｓのもの 

１の特定他社接続回線ごとに 

距 離 区 分  料金額（月額） 

回

線

距

離

 

１５キロメートルまでのもの ９６０，０００円（税込１，０５６，０００円） 

４０キロメートルまでのもの １，５６０，０００円（税込１，７１６，０００円） 

８０キロメートルまでのもの １，９２０，０００円（税込２，１１２，０００円） 

１２０キロメートルまでのもの ２，４００，０００円（税込２，６４０，０００円） 

１８０キロメートルまでのもの ３，１２０，０００円（税込３，４３２，０００円） 

２４０キロメートルまでのもの ３，４８０，０００円（税込３，８２８，０００円） 

２４０キロメートルを超えるもの ４，３２０，０００円（税込４，７５２，０００円） 

 

           (ⅵ)  令和５年 10 月 23 日以前に株式会社ＱＴｎｅｔに係る特定他社接続回線の契約を

締結したもののうち１Ｇｂ／ｓのもの 

１の特定他社接続回線ごとに 

距 離 区 分  料金額（月額） 

回

線

距

離

 

１５キロメートルまでのもの １，２６０，０００円（税込１，３８６，０００円） 

４０キロメートルまでのもの ２，４００，０００円（税込２，６４０，０００円） 

８０キロメートルまでのもの ３，１２０，０００円（税込３，４３２，０００円） 

１２０キロメートルまでのもの ３，６００，０００円（税込３，９６０，０００円） 

１８０キロメートルまでのもの ３，８４０，０００円（税込４，２２４，０００円） 

２４０キロメートルまでのもの ４，２００，０００円（税込４，６２０，０００円） 

２４０キロメートルを超えるもの ５，４００，０００円（税込５，９４０，０００円） 

 

          ⅹ ＯＴＮｅｔ株式会社に係るもの 

１の特定他社接続回線ごとに 

品 目 料金額（月額） 

０．５Ｍｂ／ｓ ６７，９００円（税込７４，６９０円） 

１Ｍｂ／ｓ ６９，７００円（税込７６，６７０円） 

２Ｍｂ／ｓ ８８，２００円（税込９７，０２０円） 

３Ｍｂ／ｓ １０５，３００円（税込１１５，８３０円） 

４Ｍｂ／ｓ １２６，９００円（税込１３９，５９０円） 

５Ｍｂ／ｓ １４４，０００円（税込１５８，４００円） 

６Ｍｂ／ｓ １４７，９００円（税込１６２，６９０円） 

７Ｍｂ／ｓ １５１，６００円（税込１６６，７６０円） 

８Ｍｂ／ｓ １５５，４００円（税込１７０，９４０円） 

９Ｍｂ／ｓ １５９，１００円（税込１７５，０１０円） 

１０Ｍｂ／ｓ １６２，５００円（税込１７８，７５０円） 

２０Ｍｂ／ｓ ２９４，９００円（税込３２４，３９０円） 

３０Ｍｂ／ｓ ４２７，３００円（税込４７０，０３０円） 

４０Ｍｂ／ｓ ５５９，７００円（税込６１５，６７０円） 

５０Ｍｂ／ｓ ６９２，１００円（税込７６１，３１０円） 

６０Ｍｂ／ｓ ８２４，５００円（税込９０６，９５０円） 
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７０Ｍｂ／ｓ ９５６，９００円（税込１，０５２，５９０円） 

８０Ｍｂ／ｓ １，０８９，３００円（税込１，１９８，２３０円） 

９０Ｍｂ／ｓ １，２２１，７００円（税込１，３４３，８７０円） 

１００Ｍｂ／ｓ １，３５４，０００円（税込１，４８９，４００円） 

２００Ｍｂ／ｓ １，９７９，８００円（税込２，１７７，７８０円） 

３００Ｍｂ／ｓ ２，５００，８００円（税込２，７５０，８８０円） 

４００Ｍｂ／ｓ ３，０２１，８００円（税込３，３２３，９８０円） 

５００Ｍｂ／ｓ ３，５４２，８００円（税込３，８９７，０８０円） 

６００Ｍｂ／ｓ ３，６４７，０００円（税込４，０１１，７００円） 

７００Ｍｂ／ｓ ３，７５１，２００円（税込４，１２６，３２０円） 

８００Ｍｂ／ｓ ３，８５５，４００円（税込４，２４０，９４０円） 

９００Ｍｂ／ｓ ３，９５９，６００円（税込４，３５５，５６０円） 

１Ｇｂ／ｓ ４，０６３，８００円（税込４，４７０，１８０円） 

 

       b 光伝送相当回線に係るもの 

        (a) 削除 

 

        (b) タイプ２のもの 

１の特定他社接続回線ごとに 

区  分 料金額（月額） 

プラン１ ２０，０００円（税込２２，０００円） 

プラン２ ２３，０００円（税込２５，３００円） 

 

 (c) タイプ３のもの 

１の特定他社接続回線ごとに 

区  分 料金額（月額） 

プラン１ １３，０００円（税込１４，３００円） 

プラン２ １６，０００円（税込１７，６００円） 

 

       c 特定イーサ伝送相当回線に係るもの 

        (a) タイプ１のもの 

１の特定他社接続回線ごとに 

品  目 
料金額（月額） 

一般型 音声利用型 

０．５Ｍｂ／ｓ 
４４，０００円 

（税込４８，４００円） 

５４，０００円 

（税込５９，４００円） 

１Ｍｂ／ｓ 
４６，０００円 

（税込５０，６００円） 

５６，０００円 

（税込６１，６００円） 

２Ｍｂ／ｓ 
５３，０００円 

（税込５８，３００円） 

６５，０００円 

（税込７１，５００円） 

３Ｍｂ／ｓ 
６１，０００円 

（税込６７，１００円） 

７４，０００円 

（税込８１，４００円） 

４Ｍｂ／ｓ 
６３，０００円 

（税込６９，３００円） 

７７，０００円 

（税込８４，７００円） 

５Ｍｂ／ｓ 
６５，０００円 

（税込７１，５００円） 

７９，０００円 

（税込８６，９００円） 

６Ｍｂ／ｓ 
６７，０００円 

（税込７３，７００円） 

８２，０００円 

（税込９０，２００円） 
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７Ｍｂ／ｓ 
７０，０００円 

（税込７７，０００円） 

８５，０００円 

（税込９３，５００円） 

８Ｍｂ／ｓ 
７２，０００円 

（税込７９，２００円） 

８８，０００円 

（税込９６，８００円） 

９Ｍｂ／ｓ 
７４，０００円 

（税込８１，４００円） 

９０，０００円 

（税込９９，０００円） 

１０Ｍｂ／ｓ 
７６，０００円 

（税込８３，６００円） 

９２，０００円 

（税込１０１，２００円） 

２０Ｍｂ／ｓ 
１１６，０００円 

（税込１２７，６００円） 

１４０，０００円 

（税込１５４，０００円） 

３０Ｍｂ／ｓ 
１５６，０００円 

（税込１７１，６００円） 

１８８，０００円 

（税込２０６，８００円） 

４０Ｍｂ／ｓ 
１８３，０００円 

（税込２０１，３００円） 

２２１，０００円 

（税込２４３，１００円） 

５０Ｍｂ／ｓ 
２１０，０００円 

（税込２３１，０００円） 

２５３，０００円 

（税込２７８，３００円） 

６０Ｍｂ／ｓ 
２３７，０００円 

（税込２６０，７００円） 

２８６，０００円 

（税込３１４，６００円） 

７０Ｍｂ／ｓ 
２６５，０００円 

（税込２９１，５００円） 

３１９，０００円 

（税込３５０，９００円） 

８０Ｍｂ／ｓ 
２９２，０００円 

（税込３２１，２００円） 

３５２，０００円 

（税込３８７，２００円） 

９０Ｍｂ／ｓ 
３１９，０００円 

（税込３５０，９００円） 

３８４，０００円 

（税込４２２，４００円） 

１００Ｍｂ／ｓ 
３４６，０００円 

（税込３８０，６００円） 

４１６，０００円 

（税込４５７，６００円） 

２００Ｍｂ／ｓ 
６３０，０００円 

（税込６９３，０００円） 

７００，０００円 

（税込７７０，０００円） 

３００Ｍｂ／ｓ 
８２０，０００円 

（税込９０２，０００円） 

８９０，０００円 

（税込９７９，０００円） 

５００Ｍｂ／ｓ １，２６０，０００円 

（税込１，３８６，０００円） 

１，３３０，０００円 

（税込１，４６３，０００円） 

７００Ｍｂ／ｓ １，６０６，０００円 

（税込１，７６６，６００円） 

１，６７６，０００円 

（税込１，８４３，０００円） 

１Ｇｂ／ｓ 
２，１６０，０００円 

（税込２，３７６，０００円） 

２，２３０，０００円 

（税込２，４５３，０００円） 

 

        (b) タイプ２のもの 

１の特定他社接続回線ごとに 

品  目 料金額（月額） 

１００Ｍｂ／ｓ ３５，８００円（税込３９，３８０円） 

３００Ｍｂ／ｓ ９４，０００円（税込１０３，４００円） 

１Ｇｂ／ｓ ２４８，０００円（税込２７２，８００円） 

 

 (c) タイプ３のもの 

１の特定他社接続回線ごとに 

品目 確保速度 
料金額（月額） 

一般型 音声利用型 

１００Ｍｂ／ｓ ５Ｍｂ／ｓ 
２０６，０００円 

（税込２２６，６００円） 

２４８，０００円 

（税込２７２，８００円） 

１００Ｍｂ／ｓ １０Ｍｂ／ｓ 
２１６，０００円 

（税込２３７，６００円） 

２６０，０００円 

（税込２８６，０００円） 

１００Ｍｂ／ｓ ３０Ｍｂ／ｓ 
２５０，０００円 

（税込２７５，０００円） 

３００，０００円 

（税込３３０，０００円） 
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２００Ｍｂ／ｓ ５０Ｍｂ／ｓ 
４２０，０００円 

（税込４６２，０００円） 

４７０，０００円 

（税込５１７，０００円） 

３００Ｍｂ／ｓ １００Ｍｂ／ｓ 
５８０，０００円 

（税込６３８，０００円） 

６５０，０００円 

（税込７１５，０００円） 

１Ｇｂ／ｓ ３００Ｍｂ／ｓ 
１，３７５，０００円 

（税込１，５１２，５００円） 

１，４４５，０００円 

（税込１，５８９，５００円） 

 

        (d) タイプ４のもの 

１の特定他社接続回線ごとに 

品目 確保速度 
料金額（月額） 

一般型 音声利用型 

１００Ｍｂ／ｓ ５Ｍｂ／ｓ 
８３，０００円 

（税込９１，３００円） 

１０１，０００円 

（税込１１１，１００円） 

１００Ｍｂ／ｓ １０Ｍｂ／ｓ 
９４，０００円 

（税込１０３，４００円） 

１１４，０００円 

（税込１２５，４００円） 

１００Ｍｂ／ｓ ３０Ｍｂ／ｓ 
１７４，０００円 

（税込１９１，４００円） 

２１０，０００円 

（税込２３１，０００円） 

２００Ｍｂ／ｓ ５０Ｍｂ／ｓ 
２９３，０００円 

（税込３２２，３００円） 

３４３，０００円 

（税込３７７，３００円） 

３００Ｍｂ／ｓ １００Ｍｂ／ｓ 
３９３，０００円 

（税込４３２，３００円） 

４７３，０００円 

（税込５２０，３００円） 

１Ｇｂ／ｓ ３００Ｍｂ／ｓ 
９３２，０００円 

（税込１，０２５，２００円） 

１，０２０，０００円 

（税込１，１２２，０００円） 

 

      (ｲ)  端末回線に係るもの 

       ａ 一般型に係るもの 

１の端末回線ごとに 

品  目 料金額（月額） 

１０Ｍｂ／ｓ １６５，０００円（税込１８１，５００円） 

１００Ｍｂ／ｓ ５５２，０００円（税込６０７，２００円） 

１Ｇｂ／ｓ ４，２８２，０００円（税込４，７１０，２００円） 

 

       ｂ 特定端末回線型に係るもの 

        (a) クラス１に係るもの 

１の端末回線ごとに 

品  目 料金額（月額） 

１０Ｍｂ／ｓ ２２１，０００円（税込２４３，１００円） 

３０Ｍｂ／ｓ ３７５，５００円（税込４１３，０５０円） 

１００Ｍｂ／ｓ ７３６，０００円（税込８０９，６００円） 

２００Ｍｂ／ｓ １，６２０，０００円（税込１，７８２，０００円） 

３００Ｍｂ／ｓ ２，２９５，０００円（税込２，５２４，５００円） 

４００Ｍｂ／ｓ ２，９７０，０００円（税込３，２６７，０００円） 

５００Ｍｂ／ｓ ３，６４５，０００円（税込４，００９，５００円） 

６００Ｍｂ／ｓ ４，０５８，０００円（税込４，４６３，８００円） 

７００Ｍｂ／ｓ ４，４７１，０００円（税込４，９１８，１００円） 

８００Ｍｂ／ｓ ４，８８４，０００円（税込５，３７２，４００円） 

９００Ｍｂ／ｓ ５，２９７，０００円（税込５，８２６，７００円） 

１Ｇｂ／ｓ ５，７１０，０００円（税込６，２８１，０００円） 
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        (b) クラス２に係るもの 

１の端末回線ごとに 

品  目 料金額（月額） 

１０Ｍｂ／ｓ １５６，０００円（税込１７１，６００円） 

３０Ｍｂ／ｓ ２３６，０００円（税込２５９，６００円） 

１００Ｍｂ／ｓ ３９６，０００円（税込４３５，６００円） 

２００Ｍｂ／ｓ ６３０，０００円（税込６９３，０００円） 

３００Ｍｂ／ｓ ８２０，０００円（税込９０２，０００円） 

４００Ｍｂ／ｓ １，０１１，０００円（税込１，１１２，１００円） 

５００Ｍｂ／ｓ １，２０３，０００円（税込１，３２３，３００円） 

６００Ｍｂ／ｓ １，３９４，０００円（税込１，５３３，４００円） 

７００Ｍｂ／ｓ １，５８６，０００円（税込１，７４４，６００円） 

８００Ｍｂ／ｓ １，７７７，０００円（税込１，９５４，７００円） 

９００Ｍｂ／ｓ １，９６９，０００円（税込２，１６５，９００円） 

１Ｇｂ／ｓ ２，１６０，０００円（税込２，３７６，０００円） 

 

       ｃ 卸回線利用型に係るもの 

１の端末回線ごとに 

品  目 料金額（月額） 

０．５Ｍｂ／ｓ ５４，５００円（税込５９，９５０円） 

１Ｍｂ／ｓ ６８，０００円（税込７４，８００円） 

２Ｍｂ／ｓ １０５，０００円（税込１１５，５００円） 

３Ｍｂ／ｓ １２９，５００円（税込１４２，４５０円） 

４Ｍｂ／ｓ １４９，０００円（税込１６３，９００円） 

５Ｍｂ／ｓ １６８，５００円（税込１８５，３５０円） 

６Ｍｂ／ｓ １８５，０００円（税込２０３，５００円） 

７Ｍｂ／ｓ ２０１，５００円（税込２２１，６５０円） 

８Ｍｂ／ｓ ２１８，０００円（税込２３９，８００円） 

９Ｍｂ／ｓ ２３０，５００円（税込２５３，５５０円） 

１０Ｍｂ／ｓ ２３９，０００円（税込２６２，９００円） 

２０Ｍｂ／ｓ ２９４，０００円（税込３２３，４００円） 

３０Ｍｂ／ｓ ３４９，０００円（税込３８３，９００円） 

４０Ｍｂ／ｓ ４０４，０００円（税込４４４，４００円） 

５０Ｍｂ／ｓ ４５９，０００円（税込５０４，９００円） 

６０Ｍｂ／ｓ ５０５，０００円（税込５５５，５００円） 

７０Ｍｂ／ｓ ５５１，０００円（税込６０６，１００円） 

８０Ｍｂ／ｓ ５９７，０００円（税込６５６，７００円） 

９０Ｍｂ／ｓ ６４３，０００円（税込７０７，３００円） 

１００Ｍｂ／ｓ ６８９，０００円（税込７５７，９００円） 

２００Ｍｂ／ｓ １，１８０，０００円（税込１，２９８，０００円） 

３００Ｍｂ／ｓ １，５３０，０００円（税込１，６８３，０００円） 

４００Ｍｂ／ｓ １，８８０，０００円（税込２，０６８，０００円） 

５００Ｍｂ／ｓ ２，２３０，０００円（税込２，４５３，０００円） 
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６００Ｍｂ／ｓ ２，５８０，０００円（税込２，８３８，０００円） 

７００Ｍｂ／ｓ ２，９３０，０００円（税込３，２２３，０００円） 

８００Ｍｂ／ｓ ３，２８０，０００円（税込３，６０８，０００円） 

９００Ｍｂ／ｓ ３，６３０，０００円（税込３，９９３，０００円） 

１Ｇｂ／ｓ ３，９８０，０００円（税込４，３７８，０００円） 

 

       ｄ 無線回線利用型に係るもの 

        (a) ＳＤ型に係るもの 

１の無線回線ごとに 

品  目 料金額（月額） 

１２８Ｋｂ／ｓ １１，０００円（税込１２，１００円） 

１０Ｍｂ／ｓ １４，０００円（税込１５，４００円） 

 

        (ｂ) ＳＳ型に係るもの 

１の無線回線ごとに 

品  目 料金額（月額） 

１２８Ｋｂ／ｓ １０，０００円（税込１１，０００円） 

１０Ｍｂ／ｓ １３，０００円（税込１４，３００円） 

 

      (ｳ) 接続契約者回線に係るもの 

       ａ ＩＰ通信網相当回線に係るもの 

         ① ②以外のもの 

１の接続契約者回線ごとに 

区 分 料金額（月額） 

プラン４ ４，８００円（税込５，２８０円） 

プラン５ 一般型 ４，８００円（税込５，２８０円） 

 音声利用型 ５，８００円（税込６，３８０円） 

 

② 他社卸回線使用料 

 ⅰ 基本料 

１の他社卸回線ごとに 

区 分 料金額（月額） 

戸建型 ６，７００円（税込７，３７０円） 

集合型 ５，７００円（税込６，２７０円） 

 

ⅱ 加算料 

１の他社卸回線ごとに 

区 分 料金額（月額） 

24 時間保守型 ３，０００円（税込３，３００円） 

 

       ｂ 移動体通信網相当回線に係るもの 

        （a） タイプ１に係るもの 

① 一般型 

１の接続契約者回線ごとに 

料金額（月額） 

４，０００円（税込４，４００円） 
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② 予備型 

１の接続契約者回線ごとに 

料金額（月額） 

７００円（税込７７０円） 

 

       ｃ 特定他社サービス回線に係るもの 

        (a) タイプ１ 

１の接続契約者回線ごとに 

品  目 料金額（月額） 

１０Ｍｂ／ｓ ６４，０００円（税込７０，４００円） 

２０Ｍｂ／ｓ １１８，０００円（税込１２９，８００円） 

３０Ｍｂ／ｓ １６４，０００円（税込１８０，４００円） 

４０Ｍｂ／ｓ ２０４，０００円（税込２２４，４００円） 

５０Ｍｂ／ｓ ２３９，０００円（税込２６２，９００円） 

６０Ｍｂ／ｓ ２７０，０００円（税込２９７，０００円） 

７０Ｍｂ／ｓ ２９８，０００円（税込３２７，８００円） 

８０Ｍｂ／ｓ ３２２，０００円（税込３５４，２００円） 

９０Ｍｂ／ｓ ３４４，０００円（税込３７８，４００円） 

１００Ｍｂ／ｓ ３６４，０００円（税込４００，４００円） 

２００Ｍｂ／ｓ ６９５，０００円（税込７６４，５００円） 

３００Ｍｂ／ｓ ９９７，０００円（税込１，０９６，７００円） 

４００Ｍｂ／ｓ １，２７４，０００円（税込１，４０１，４００円） 

５００Ｍｂ／ｓ １，５２８，０００円（税込１，６８０，８００円） 

６００Ｍｂ／ｓ １，７６３，０００円（税込１，９３９，３００円） 

７００Ｍｂ／ｓ １，９８１，０００円（税込２，１７９，１００円） 

８００Ｍｂ／ｓ ２，１８３，０００円（税込２，４０１，３００円） 

９００Ｍｂ／ｓ ２，３７１，０００円（税込２，６０８，１００円） 

１Ｇｂ／ｓ ２，５４７，０００円（税込２，８０１，７００円） 

２Ｇｂ／ｓ ５，４５１，０００円（税込５，９９６，１００円） 

 

        (b) タイプ２ 

１の接続契約者回線ごとに 

品  目 料金額（月額） 

１０Ｍｂ／ｓ ６４，０００円（税込７０，４００円） 

３０Ｍｂ／ｓ １６４，０００円（税込１８０，４００円） 

５０Ｍｂ／ｓ ２３９，０００円（税込２６２，９００円） 

１００Ｍｂ／ｓ ３６４，０００円（税込４００，４００円） 

２００Ｍｂ／ｓ ６９５，０００円（税込７６４，５００円） 

５００Ｍｂ／ｓ １，５２８，０００円（税込１，６８０，８００円） 

１Ｇｂ／ｓ ２，５４７，０００円（税込２，８０１，７００円） 

 

        (c) タイプ３ 

１の接続契約者回線ごとに 

品  目 料金額（月額） 
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１０Ｍｂ／ｓ ６４，０００円（税込７０，４００円） 

２０Ｍｂ／ｓ １１８，０００円（税込１２９，８００円） 

５０Ｍｂ／ｓ ２３９，０００円（税込２６２，９００円） 

１００Ｍｂ／ｓ ３６４，０００円（税込４００，４００円） 

２００Ｍｂ／ｓ ６９５，０００円（税込７６４，５００円） 

５００Ｍｂ／ｓ １，５２８，０００円（税込１，６８０，８００円） 

１Ｇｂ／ｓ ２，５４７，０００円（税込２，８０１，７００円） 

 

(d) タイプ４ 

１の接続契約者回線ごとに 

品  目 料金額（月額） 

１０Ｍｂ／ｓ ６４，０００円（税込７０，４００円） 

２０Ｍｂ／ｓ １１８，０００円（税込１２９，８００円） 

３０Ｍｂ／ｓ １６４，０００円（税込１８０，４００円） 

４０Ｍｂ／ｓ ２０４，０００円（税込２２４，４００円） 

５０Ｍｂ／ｓ ２３９，０００円（税込２６２，９００円） 

６０Ｍｂ／ｓ ２７０，０００円（税込２９７，０００円） 

７０Ｍｂ／ｓ ２９８，０００円（税込３２７，８００円） 

８０Ｍｂ／ｓ ３２２，０００円（税込３５４，２００円） 

９０Ｍｂ／ｓ ３４４，０００円（税込３７８，４００円） 

１００Ｍｂ／ｓ ３６４，０００円（税込４００，４００円） 

２００Ｍｂ／ｓ ６９５，０００円（税込７６４，５００円） 

３００Ｍｂ／ｓ ９９７，０００円（税込１，０９６，７００円） 

４００Ｍｂ／ｓ １，２７４，０００円（税込１，４０１，４００円） 

５００Ｍｂ／ｓ １，５２８，０００円（税込１，６８０，８００円） 

６００Ｍｂ／ｓ １，７６３，０００円（税込１，９３９，３００円） 

７００Ｍｂ／ｓ １，９８１，０００円（税込２，１７９，１００円） 

８００Ｍｂ／ｓ ２，１８３，０００円（税込２，４０１，３００円） 

９００Ｍｂ／ｓ ２，３７１，０００円（税込２，６０８，１００円） 

１Ｇｂ／ｓ ２，５４７，０００円（税込２，８０１，７００円） 

 

(e) タイプ５ 

１の接続契約者回線ごとに 

品  目 料金額（月額） 

１０Ｍｂ／ｓ ６４，０００円（税込７０，４００円） 

５０Ｍｂ／ｓ ２３９，０００円（税込２６２，９００円） 

１００Ｍｂ／ｓ ３６４，０００円（税込４００，４００円） 

２００Ｍｂ／ｓ ６９５，０００円（税込７６４，５００円） 

３００Ｍｂ／ｓ ９９７，０００円（税込１，０９６，７００円） 

４００Ｍｂ／ｓ １，２７４，０００円（税込１，４０１，４００円） 

５００Ｍｂ／ｓ １，５２８，０００円（税込１，６８０，８００円） 

１Ｇｂ／ｓ ２，５４７，０００円（税込２，８０１，７００円） 

２Ｇｂ／ｓ ５，４５１，０００円（税込５，９９６，１００円） 
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５Ｇｂ／ｓ ６，７７６，０００円（税込７，４５３，６００円） 

１０Ｇｂ／ｓ ８，６３５，０００円（税込９，４９８，５００円） 

 

(f) 削除 

 

ｄ 特定接続回線に係るもの 

１の接続契約者回線ごとに 

料金額（月額） 

０円 

 

      (ｴ) 契約者回線に係るもの 

１の契約者回線ごとに 

品  目 料金額（月額） 

０．５Ｍｂ／ｓ ３７，０００円（税込４０，７００円） 

１Ｍｂ／ｓ ４２，０００円（税込４６，２００円） 

２Ｍｂ／ｓ ４５，０００円（税込４９，５００円） 

３Ｍｂ／ｓ ５０，０００円（税込５５，０００円） 

４Ｍｂ／ｓ ５４，０００円（税込５９，４００円） 

５Ｍｂ／ｓ ５８，０００円（税込６３，８００円） 

６Ｍｂ／ｓ ６２，０００円（税込６８，２００円） 

７Ｍｂ／ｓ ６６，０００円（税込７２，６００円） 

８Ｍｂ／ｓ ７０，０００円（税込７７，０００円） 

９Ｍｂ／ｓ ７５，０００円（税込８２，５００円） 

１０Ｍｂ／ｓ ７８，０００円（税込８５，８００円） 

２０Ｍｂ／ｓ １１１，０００円（税込１２２，１００円） 

３０Ｍｂ／ｓ １４４，０００円（税込１５８，４００円） 

４０Ｍｂ／ｓ １７７，０００円（税込１９４，７００円） 

５０Ｍｂ／ｓ ２１０，０００円（税込２３１，０００円） 

６０Ｍｂ／ｓ ２４３，０００円（税込２６７，３００円） 

７０Ｍｂ／ｓ ２７６，０００円（税込３０３，６００円） 

８０Ｍｂ／ｓ ３０９，０００円（税込３３９，９００円） 

９０Ｍｂ／ｓ ３４２，０００円（税込３７６，２００円） 

１００Ｍｂ／ｓ ３７５，０００円（税込４１２，５００円） 

２００Ｍｂ／ｓ ７５０，０００円（税込８２５，０００円） 

３００Ｍｂ／ｓ １，１２５，０００円（税込１，２３７，５００円） 

４００Ｍｂ／ｓ １，５００，０００円（税込１，６５０，０００円） 

５００Ｍｂ／ｓ １，８７５，０００円（税込２，０６２，５００円） 

６００Ｍｂ／ｓ ２，２５０，０００円（税込２，４７５，０００円） 

７００Ｍｂ／ｓ ２，６２５，０００円（税込２，８８７，５００円） 

８００Ｍｂ／ｓ ３，０００，０００円（税込３，３００，０００円） 

９００Ｍｂ／ｓ ３，３７５，０００円（税込３，７１２，５００円） 

１Ｇｂ／ｓ ３，７５０，０００円（税込４，１２５，０００円） 

２Ｇｂ／ｓ ５，４３７，５００円（税込５，９８１，２５０円） 
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３Ｇｂ／ｓ ６，０００，０００円（税込６，６００，０００円） 

４Ｇｂ／ｓ ６，３７５，０００円（税込７，０１２，５００円） 

５Ｇｂ／ｓ ６，７５０，０００円（税込７，４２５，０００円） 

６Ｇｂ／ｓ ７，１２５，０００円（税込７，８３７，５００円） 

７Ｇｂ／ｓ ７，５００，０００円（税込８，２５０，０００円） 

８Ｇｂ／ｓ ７，８７５，０００円（税込８，６６２，５００円） 

９Ｇｂ／ｓ ８，２５０，０００円（税込９，０７５，０００円） 

１０Ｇｂ／ｓ ８，６２５，０００円（税込９，４８７，５００円） 

 

(2) 加算額 

種 別 単 位 料金額（月額） 

(ｱ) 区域外線路 当社が別に算定する額 

(ｲ) 回線終端装置 Ⅰ型 0.5Mb/s 、 1Mb/s ～ 10Mb/s （ 1Mb/s

毎 ） 、 20Mb/s ～ 100Mb/s （ 10Mb/s

毎）用 のもの 

１台ごとに 

 

４，０００円 

（税込４，４００円） 

Ⅱ型 10Mb/s、 100Mb/s～ 1Gb/s（ 100Mb/s

毎）、2Gb/s～10Gb/s(1Gb/s 毎)用の

もの 

１台ごとに 

 

４０，０００円 

（税込４４，０００

円） 

Ⅲ型 0.5Mb/s 、 1Mb/s ～ 10Mb/s （ 1Mb/s

毎 ） 、 20Mb/s ～ 100Mb/s （ 10Mb/s

毎）用 のもの 

１台ごとに 

 

１，０００円 

（税込１，１００円） 

200Mb/s～1Gb/s（100Mb/s 毎）用 の

もの 

１台ごとに ５，０００円 

（税込５，５００円） 

Ⅳ型 無線回線用

のもの 

① ②以外のもの 

 

１台ごとに ４，０００円 

（税込４，４００円） 

② 予備回線終端装置 １の無線回線

ごとに 

１，０００円 

（税込１，１００円） 

備 考 

１ 回線終端装置に係る加算額は、特定他社接続回線（別紙１(1)及び(3)に規定するＩＰルーティング網接

続専用サービスに係るものに限ります。）又は端末回線に係るものについて適用します。 

２ 特定イーサ伝送相当回線のうちタイプ２については、300Mb/s 及び 1Gb/s の品目であってもⅠ型に係る回

線終端装置を提供します。 

３ 特定イーサ伝送相当回線のうちタイプ３については、100Mb/s の品目（確保速度 30Mb/ｓに限ります。）

であってもⅡ型に係る回線終端装置を提供します。 

４ 特定イーサ伝送相当回線のうちタイプ４については、200Mb/s 及び 300Mb/s の品目であってもⅠ型に係る

回線終端装置を提供します。 

５ 特定他社接続回線及び端末回線（卸回線利用型を除きます。）については、Ⅲ型に係る回線終端装置を

提供しません。 

６ 無線回線利用型については、Ⅳ型に係る回線終端装置に限り提供します。 
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第２ 付加機能使用料 

１ 適用 

付加機能使用料の適用については、第 37 条（定額利用料の支払義務）の規定によります。 

 

２ 料金額 

区   分 単位 料金額（月額） 

 

① 

通

信

制

御

機

能

 

契約者回線等から送信する通信について指定伝送帯域

（データ通信網契約者が通信の特性に応じてあらかじ

め指定した複数の伝送帯域をいいます。以下同じとし

ます。）を設定し、指定伝送帯域の優先順位に基づい

た通信の制御及び指定伝送帯域に係る通信の情報量に

応じた可変的な通信の制御を行う機能をいいます。 

（商品名：アクセスＱｏＳ） 

１の契約者回線

等ごとに 

１５，０００円 

（税込１６，５００円） 

備 

 

考 

(1) 当社は、データ通信網契約者（レイヤ２に係るものに限ります。）から請求があったとき

に限り、この通信制御機能を提供します。 

(2) 通信制御機能を提供する契約者回線等は、特定他社接続回線（光伝送相当回線並びに特定

イーサ伝送相当回線のタイプ２、タイプ３及びタイプ４のものを除きます。）、端末回線（無

線回線利用型のものを除きます。）又は契約者回線に限ります。 

(3) 指定伝送帯域の設定方法等通信制御機能に係る細目事項は、当社が別に定めるところによ

ります。 

②

 

優

先

度

設

定

符

号

付

与

機

能

 

契約者回線等から送信するＩＰパケットについて、デ

ータ通信網契約者があらかじめ指定した優先度に基づ

き伝送するための符号（英字又は数字の組合せであっ

て、当社がデータ通信網契約者に割り当てるものをい

います。以下「優先度設定符号」といいます。）を付

与する機能をいいます。 

（商品名：アクセスＱｏＳ(クラスセット)） 

 

 

１の契約者回線

等（回線群多重

機能Ⅰの提供を

受けているとき

は、論理チャネ

ルとします。）

ごとに 

１５，０００円 

（税込１６，５００円） 

備 

 

考 

(1) 当社はデータ通信網契約者（レイヤ３に係るものに限ります。）から請求があったときに限

り、この優先度設定符号付与機能を提供します。 

(2) 当社は、１の契約者回線等（回線群多重機能Ⅰの提供を受けているときは、論理チャネル

とします。）につき１の機能を提供します。 

(3) 優先度設定符号付与機能を提供する契約者回線等は、特定他社接続回線（イーサ伝送相当回

線のクラス３及びクラス４、光伝送相当回線及び特定イーサ伝送相当回線のものを除きま

す。）、端末回線（卸回線利用型及び無線回線利用型のものを除きます。）又は契約者回線に

限ります。 

③

 

指

定

帯

域

別

通

信

量

制

限

機

能

 
指定伝送帯域を介して送

受される優先度設定符号

の付与されたＩＰパケッ

トについて、その通信量

を制限する機能をいいま

す。 

（商品名：アクセスＱｏ

Ｓ(ポリシング)） 

 

 

タ

イ

プ

１ 

当該契約者回線等の終

端から送信するＩＰ 

パケットについて、そ

の通信量を制限するも

の 

１の契約者回線

等（回線群多重

機能Ⅰの提供を

受けているとき

は、論理チャネ

ルとします。）

ごとに 

１５，０００円 

（税込１６，５００円） 

タ

イ

プ

２ 

他の契約者回線等から

当該契約者回線等が受

信するＩＰパケットに

ついて、その通信量を

制限するもの 

１５，０００円 

（税込１６，５００円） 

備 

 

考 

(1) 当社はデータ通信網契約者（レイヤ３に係るものに限ります。）から請求があったときに限

り、この指定帯域別通信量制限機能を提供します。 

(2) 当社は、１の契約者回線等（回線群多重機能Ⅰの提供を受けているときは、論理チャネル

とします。）につき１の機能を提供します。 

(3) 指定帯域別通信量制限機能を提供する契約者回線等は、特定他社接続回線（イーサ伝送相当

回線のクラス３及びクラス４、光伝送相当回線及び特定イーサ伝送相当回線のものを除きま

す。）、端末回線（卸回線利用型及び無線回線利用型のものを除きます。)又は契約者回線に

限ります。 
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④

 

優

先

受

信

機

能

 

優先度設定符号の付与されたＩＰパケットを、その優

先度に基づき受信する機能をいいます。 

（商品名：アクセスＱｏＳ(スケジューリング)） 

１の契約者回線

等（回線群多重

機能Ⅰの提供を

受けているとき

は、論理チャネ

ルとします。）

ごとに 

１５，０００円 

（税込１６，５００円） 

備 

 

考 

(1) 当社はデータ通信網契約者（レイヤ３に係るものに限ります。）から請求があったときに限

り、この優先受信機能を提供します。 

(2) 当社は、１の契約者回線等（回線群多重機能Ⅰの提供を受けているときは、論理チャネル

とします。）につき１の機能を提供します。 

(3) 優先受信機能を提供する契約者回線等は、特定他社接続回線（光伝送相当回線並びに特定イ

ーサ伝送相当回線のタイプ２、タイプ３及びタイプ４のものを除きます。）、端末回線（無線

回線利用型のものを除きます。）又は契約者回線に限ります。 

⑤

 

回

線

群

多

重

機

能

Ⅰ

 

１の契約者回線等について、２以上の契約者回線群に

係る通信（以下「論理チャネル」といいます。）を多

重する機能をいいます。 

（商品名：VLAN 多重） 

多重に係る追加

契約者回線群の

数ごとに 

 

１５，０００円 

（税込１６，５００円） 

備 

 

考 

(1) 当社は、データ通信網契約者から請求があったときは、この回線群多重機能Ⅰを提供しま

す。 

(2) 当社は、１の契約者回線等につき１の機能を提供します。 

(3) 回線群多重機能Ⅰを提供する契約者回線等は、特定他社接続回線（イーサ伝送相当回線又

は特定イーサ伝送相当回線のタイプ１に係るものに限ります。）、端末回線（卸回線利用型及

び無線回線利用型のものを除きます。)又は契約者回線に限ります。 

(4) データ通信網契約者は、多重に係る追加の契約者回線群（以下この欄において「追加契約

者回線群」といいます。）を指定して頂きます。 

この場合に、データ通信網契約者は、指定した追加契約者回線群の回線群代表者の承諾を得

るものとします。 

(5) (4)の場合において、その指定が、新たにこの機能を利用する契約者回線等のみで１の追加

契約者回線群を構成するものである場合は、この機能に係るデータ通信網契約者の中から回線

群代表者を定めてデータ通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。 

(6) 追加契約者回線群の指定方法等回線群多重機能Ⅰに係る細目事項は当社が別に定めるとこ

ろによります。 

⑥ 

回

線

群

多

重

機

能

Ⅱ

 

１の契約者回線等について、２以上の契約者回線群に

係る通信を多重し、当該契約者回線等が受信する場合

において通信の制御（指定伝送帯域の優先順位に基づ

いた通信の制御及び指定伝送帯域に係る通信の情報量

に応じた可変的な通信の制御をいいます。）を行う機

能をいいます。 

（商品名：VLAN 多重（帯域制御型）） 

多重に係る追加

契約者回線群の

数ごとに 

 

２５，０００円 

（税込２７，５００円） 

備 

 

考 

(1) 当社は、データ通信網契約者（レイヤ２に係るものに限ります。）から請求があったとき

に限り、この回線群多重機能Ⅱを提供します。 

(2) 当社は、１の契約者回線等につき１の機能を提供します。 

(3) 回線群多重機能Ⅱを提供する契約者回線等は、特定他社接続回線（イーサ伝送相当回線又

は特定イーサ伝送相当回線のタイプ１に係るものに限ります。）、端末回線（卸回線利用型及

び無線回線利用型のものを除きます。)又は契約者回線に限ります。 

(4) データ通信網契約者は、多重に係る追加の契約者回線群（以下この欄において「追加契約

者回線群」といいます。）を指定して頂きます。 

この場合に、データ通信網契約者は、指定した追加契約者回線群の回線群代表者の承諾を得

るものとします。 

(5) (4)の場合において、その指定が、新たにこの機能を利用する契約者回線等のみで１の追加

契約者回線群を構成するものである場合は、この機能に係るデータ通信網契約者の中から回線

群代表者を定めてデータ通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。 

  
(6) 追加契約者回線群の指定方法等当該機能に係る細目事項は当社が別に定めるところにより

ます。 
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⑦

 

動

的

経

路

選

択

機

能

（

Ｂ

Ｇ

Ｐ

４

）

 

ＩＰパケットを伝送する場合において、当社が別に定

める方法により、ＩＰパケットの動的な経路選択を行

うことができるようにする機能をいいます。 

（商品名：ルーティングプロトコル(BGP4)） 

１の契約者回線

等（回線群多重

機能Ⅰの提供を

受けているとき

は、論理チャネ

ルとします。）

について経路選

択に係る経路が

１００までのと

き 

０円 

 

１の契約者回線

等（回線群多重

機能Ⅰの提供を

受けているとき

は、論理チャネ

ルとします。）

について経路選

択に係る経路数

が１００を超え

る１００までご

とに 

１０，０００円 

（税込１１，０００円） 

 

備 

 

考 

(1) 当社は、データ通信網契約者（レイヤ３に係るものに限り、移動体通信網相当回線、特定他

社サービス回線及び特定接続回線に係るものを除きます。以下この欄において同じとしま

す。）から請求があったときに限り、この動的経路選択機能（ＢＧＰ４）を提供します。 

(2) 当社は、１の契約者回線等（回線群多重機能Ⅰの提供を受けているときは、論理チャネル

とします。）につき１の機能を提供します。 

(3) 経路選択に係る経路数とは、動的な経路選択において契約者回線等の終端からデータ通信網

へ通知する経路数をいいます。 

(4) データ通信網契約者は、経路選択に係る経路数を、１００を単位として指定していただきま

す。 

(5) 経路選択に係る経路数は、当社が別に定める数を上限とします。 

⑧

 

エ

ク

ス

ト

ラ

ネ

ッ

ト

機

能

 

異なる契約者回線群に所属する契約者回線等（データ

通信網契約者があらかじめ指定した契約者回線等に限

ります。）と相互に通信を行う機能をいいます。 

（商品名：エクストラネット） 

１の契約者回線

等（回線群多重

機能Ⅰの提供を

受けているとき

は、論理チャネ

ルとします。）

ごとに 

１，０００円 

（税込１，１００円） 

備 

 

考 

(1) 当社は、データ通信網契約者（レイヤ３に係るものに限り、特定他社サービス回線及び特定

接続回線に係るものを除きます。以下この欄において同じとします。）から請求があったとき

に限り、このエクストラネット機能を提供します。 

(2) 当社は、１の契約者回線等（回線群多重機能Ⅰの提供を受けているときは、論理チャネル

とします。）につき１の機能を提供します。 

(3) 相互に通信を行う契約者回線等は、エクストラネット機能の提供を受けているものに限りま

す。 

(4) データ通信網契約者は、相互に通信を行う契約者回線等を指定していただきます。指定でき

る契約者回線等の数は、当社が別に定める数までとします。 

(5) この機能を利用する契約者回線等については、当該契約者回線等のみ所属する契約者回 

線群を設定します。 
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⑨

 

Ｉ

Ｐ

パ

ケ

ッ

ト

フ

ィ

ル

タ

リ

ン

グ

機

能

Ⅱ

 

当社が指定する方法によりデータ通信網契約者が設定

する条件（当社が別に定める項目に係るものに限りま

す。）に従ってＩＰパケットの伝送を制限する機能を

いいます。（商品名：アクセスリスト） 

- 

０円 

備 

 

考 

(1) 当社は、１の特定他社接続回線（レイヤ３に係るものであって、イーサ伝送相当回線（ク

ラス４に係るものに限ります。）及び特定イーサ伝送相当回線のものに限ります。）、１の接

続契約者回線（レイヤ３に係るものであって、ＩＰ通信網相当回線のものに限ります。）又は

端末回線（卸回線利用型及び無線回線利用型のものに限ります。）につき１のＩＰパケットフ

ィルタリング機能Ⅱを提供します。 

(2) データ通信網契約者は、ＩＰパケットの伝送の制限に係る条件を、送信及び受信のそれぞ

れについて当社が指定する方法によって設定していただきます。この場合の送信及び受信と

は、接続契約者回線の終端の場所への伝送方向を送信といい、他の伝送方向を受信といいま

す。 

(3) 設定する条件の数は、当社が別に定める数を上限とします。 

 

⑩

 

特

定

サ

ー

ビ

ス

接

続

機

能

Ⅰ

 

特定サービスに関する電気通信回線設備と接続する機

能をいいます。 

１の特定サービ

スごとに 
－ 

備 

 

考 

(1) 特定サービスは、国際ＩＰデータサービス契約約款に規定する国際ＩＰデータサービス、

国際イーサ専用サービス契約約款に規定する国際イーサ専用サービス、データホスティングサ

ービス契約約款に規定する第１種データホスティングサービス若しくは第５種データホスティ

ングサービス又は別に定めるサービスとします。 

(2) この機能を利用する契約者回線群については、１の契約者回線等のみ所属する契約者回線群

を設定します。 

(3) 当社は、回線群代表者であるデータ通信網契約者から請求があったときに限り、この特定

サービス接続機能Ⅰを提供します。 

(4) (3)の請求があった場合において、その契約者回線群に所属する契約者回線等に係る全ての

データ通信網契約者は、この機能を利用することができます。 

(5) 回線群代表者であるデータ通信網契約者は、相互に接続する特定サービスをあらかじめ指

定していただきます。 

(6) 当社は、特定サービス接続機能Ⅰの付加機能使用料について、特定サービスに係る料金と

併せて設定するものとし、その取扱い(第 48 条(責任の制限）に関する規定を含みます。）に

ついては特定サービスに係る契約約款等に定めるものとします。 
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⑪

 

特

定

サ

ー

ビ

ス

接

続

機

能

Ⅱ

 

特定サービスに関する電

気通信設備と接続する機

能をいいます。 

 (商品名：Office 365 接

続オプション） 

データ通信網から特定サー

ビスへの通信に係るもの 

この機能で使用

する１のグロー

バルＩＰアドレ

スごとに 

２００，０００円 

（税込２２０，０００

円） 

特定サービスからデータ通

信網への通信に係るもの 

５０，０００円 

（税込５５，０００円） 

備 

 

考 

(1) 特定サービスは、当社が別に定める Microsoft Corporation の電気通信サービスとしま

す。 

(2) 当社は、データ通信網契約者（特定他社サービス回線のタイプ２に係るものに限ります。）

から請求があったときに限り、この特定サービス接続機能Ⅱを提供します。 

(3) この機能は、Microsoft Corporation の別に定める方式により接続するものとします。 

⑫

 

特

定

サ

ー

ビ

ス

接

続

機

能

Ⅲ 

特定サービスに関する電

気通信設備と接続する機

能をいいます。 

 (商品名：Google 

Carrier Peering 接続オ

プション） 

データ通信網から特定サー

ビスへの通信に係るもの 

この機能で使用

する１のグロー

バルＩＰアドレ

スごとに 

２００，０００円 

（税込２２０，０００円） 

特定サービスからデータ通

信網への通信に係るもの 

５０，０００円 

（税込５５，０００円） 

備 

 

考 

(1) 特定サービスは、当社が別に定める Google の電気通信サービスとします。 

(2) 当社は、データ通信網契約者（特定他社サービス回線のタイプ４に係るものに限ります。）

から請求があったときに限り、この特定サービス接続機能Ⅲを提供します。 

⑬

 

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

情

報

等

割

当

装

置

接

続

機

能

 

当社が別に定めるプロトコルによりＩＰアドレス等を

自動的に割り当てる装置（以下「ネットワーク情報等

割当装置」といいます。）に、データ通信網サービス

を介して接続し、通信を行うことができる機能をいい

ます。 

（商品名：ＤＨＣＰリレー） 
－ － 

備 

 

考 

(1) 当社は、データ通信網契約者（レイヤ３に係るものに限ります。）から請求があったとき

に限り、このネットワーク情報等割当装置接続機能を提供します。 

(2) 当社は、１の契約者回線等につき１の機能を提供します。 

(3) ネットワーク情報等割当装置接続機能を提供する契約者回線等は、特定他社接続回線（イ

ーサ伝送相当回線のクラス３若しくはクラス４又は特定イーサ伝送相当回線に限ります。）、

接続契約者回線（ＩＰ通信網相当回線又は移動体通信網相当回線に限ります。）、端末回線

（卸回線利用型及び無線回線利用型のものに限ります。)又は契約者回線に限ります。 

(4) データ通信網契約者は、ネットワーク情報等割当装置接続機能の利用にあたり、接続する

ネットワーク情報等割当装置のＩＰアドレスを指定していただきます。 
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⑭ 

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

情

報

等

割

当

装

置

利

用

機

能

 

当社が提供するネットワーク情報等割当装置を利用可

能にする機能をいいます。 

（商品名：ＤＨＣＰサーバ） 

－ － 

備 

 

考 

(1) 当社は、回線群代表者であるデータ通信網契約者から請求があったときに限り、このネッ

トワーク情報等割当装置利用機能を提供します。 

(2) (1)の請求があった場合において、その契約者回線群に所属する契約者回線等に係るデータ

通信網契約者は、この機能を利用することができます。 

⑮ 

通

信

量

優

先

指

定

機

能

 

契約者回線等が受信するＩＰパケットについて、データ

通信網契約者があらかじめ指定する条件に従い優先帯域

（この機能を提供する契約者回線等の確保速度に係る帯

域をいいます。以下同じとします。）を介して通信を行

う機能をいいます。 

（商品名：トラフィック優先指定） 

１の契約者回

線等ごとに 

－ 

備 

 

考 

(1) 当社は、データ通信網契約者から請求があったときに限り、この通信量優先指定機能を提

供します。 

(2) 通信量優先指定機能を提供する契約者回線等は、特定イーサ伝送相当回線のタイプ３又は

タイプ４のものに限ります。 

(3) 受信するＩＰパケットが優先帯域の通信量を超える場合は、非優先帯域（この機能を提供

する契約者回線等のうち、優先帯域以外の帯域をいいます。）を介して通信を行うものとしま

す。 

(4) 通信量優先指定機能に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 
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 第２類 一時金 
 第１ 線路設置費 

１ 適用 

線路設置費の適用については、第 39 条（線路設置費の支払義務）の規定によるほか、次のとおりとしま

す。 

線  路  設  置  費  の  適  用 

 (1) 線路設置費の適用  ア 線路設置費は、区域外線路について適用します。 

 イ 移転後の端末回線の終端が区域外となる場合であって、移転前の区域外線路

の一部を使用するときは、その部分を除いた区域外線路の部分に限り、線路設

置費を適用します。 

 (2) 線路設置費の差額

負担 

ア データ通信網契約の申込みをする者が現に利用している当社の電気通信サー

ビスに係る契約を解除すると同時に、新たにデータ通信網契約を締結して、そ

の場所でデータ通信網サービスの適用を受ける場合の線路設置費の額は、次の

とおりとします。 

  ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負担の規定は適

用しません。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 イ データ通信網サービスの品目の変更の場合の線路設置費の額は、次のとおりと

します。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 料金額 
 

区  分 料  金  額 

 線路設置費の額 当社が別に算定する額 

 

 

第２ 設備費 
 １ 適用 

設備費の適用については、第 40 条（設備費の支払義務）の規定によるほか、次のとおりとします。 
 

設  備  費  の  適  用 

 設備費の適用 設備費は、特別な電気通信設備の部分について適用します。 

 
 ２ 料金額  

区  分 料  金  額 

 設備費の額 当社が別に算定する額 

 

新たに提供を受ける

データ通信網サービ

スに係るデータ通信

網契約を締結したも

のとみなした場合の

線路設置費の額 

解除する電気通信サ

ービスに係る契約を

新たに締結したもの

とみなした場合の線

路設置費の額 

線路設置費の額

（残額があるとき

に限ります。） 
－ ＝ 

変更後の端末回線を

新設するときの線路

設置費の額 

変更前の端末回線を

新設するときの線路

設置費の額 

線路設置費の額

（残額があるとき

に限ります。） 
－ ＝ 
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 第３ その他一時金 
 １ 適用 

その他一時金の適用については、第 40 条の２（その他一時金の支払義務）の規定によるほか、次のとお

りとします。 

その他一時金の適用 

 その他一時金の適用 その他一時金は、第 24 条（端末設備の提供）により端末設備(無線回線利用型の区

分１に係るものに限ります。) の提供、第 13 条（品目等の変更）により無線回線利

用型の区分２から区分１への変更又は予備回線終端装置の送付の請求があった場合

（予備回線終端装置の利用をすることができる機能の申込みを含みます。）に適用

します。 

 
 ２ 料金額  

区  分 料  金  額 

 そ の 他

一時金の

額 

① ②以外のも

の 

３５，０００円（税込３８，５００円） 

② 予備回線終

端装置に係

るもの 

５０，０００円（税込５５，０００円） 
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第２表 工事に関する費用 
第１ 工事費 

１ 適用 

工事費の適用については、第 38 条（工事費の支払義務）の規定によるほか、次のとおりとします。 

工  事  費  の  適  用 

 (1) 工事費の算定 

 

工事費は、工事を要することとなる契約者回線等又はデータ通信網サービス取扱

所の交換機操作台等において行う１の工事ごとに算定します。 

(2) 契約者回線等に係

る品目等の変更、移

転又は他社接続回線

接続変更の場合の工

事費の適用   

契約者回線等に係る品目等の変更の工事費は、変更後の品目等に対応する設備に

関する工事について、移転又は他社接続回線接続変更の場合の工事費は、移転先

又は接続変更先の取付けに関する工事について適用します。 

 (3) 端末設備に係る種

類の変更又は移転の

場合の工事費の適用 

端末設備に係る種類の変更の場合の工事費は、変更後の種類に対応する設備に関

する工事に適用し、移転の場合の工事費は、移転先の取付けに関する工事につい

て適用します。 

(4) 工事の適用区分 ア データ通信網サービスの契約者回線等における工事の区分は次のとおりとし
ます。 
(ｱ) 特定他社接続回線に係るもの 
ａ イーサ伝送相当回線（電力系事業者等に係るものに限ります。）に係る
もの 

工事の区分 適    用 

特定他社接続回線の設
置等に係る工事 

特定他社接続回線の設置、移転及び品目等の変更等
並びに契約者回線群に関する設定の変更（以下この
類において「契約者回線群設定変更」といいま
す。）の場合に適用します。 

 

 ｂ イーサ伝送相当回線（ＮＴＴ東日本株式会社又はＮＴＴ西日本株式会社
に係るものに限ります。）に係るもの 

工事の区分 適    用 

特定他社接続回線の設置
等に係る工事 

特定他社接続回線の設置、移転、品目等の変更等、
回線終端装置の種類等の変更及び回線相互接続等並
びに契約者回線群設定変更の場合に適用します。 

 

 

ｃ 光伝送相当回線に係るもの 

工事の区分 適    用 

特定他社接続回線の設置
等に係る工事 

光伝送相当回線の設置、移転、品目等の変更及び契
約者回線群設定変更の場合に適用します。 

 

 

ｄ 特定イーサ伝送相当回線に係るもの 

工事の区分 適    用 

特定他社接続回線の設置
等に係る工事 

特定他社接続回線の設置、移転、品目等の変更、回
線終端装置の種類等の変更及び契約者回線群設定変
更の場合に適用します。 

 

 

(ｲ) 端末回線に係るもの 

工事の区分 適    用 

端末回線の設置等に係
る工事 

端末回線の設置、移転、品目等の変更、回線終端装
置の種類等の変更及び回線相互接続等並びに契約者
回線群設定変更の場合に適用します。 

 

 

(ｳ) 接続契約者回線に係るもの 
ａ ＩＰ通信網相当回線又は移動体通信網相当回線に係るもの 

工事の区分 適    用 

接続契約者回線の設置
等に係る工事 

接続契約者回線の設置及び契約者回線群設定変更の
場合に適用します。 
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ｂ ＩＰ通信網相当回線のプラン５に係るもの 

工事の区分 適    用 

他社卸回線の設置等に
係る工事 

他社卸回線の設置、終端の場所の変更（当社が別に
定める場合に限ります。）、配線ルート構築及び配
線保護の場合に適用します。 

他社卸回線の変更に係
る工事 

他社卸回線における、ＮＴＴ東日本株式会社又はＮ
ＴＴ西日本株式会社のＩＰ通信網サービス契約約款
に規定する品目等の変更に相当する変更の場合に適
用します。 

 

 

ｃ 特定他社サービス回線に係るもの 

工事の区分 適    用 

① 接続契約者回線の
設置に係る工事 

接続契約者回線の設置の場合に適用します。 

② 接続契約者回線の
変更に係る工事 

接続契約者回線の品目等の変更（接続契約者回線の
設定の変更を含みます。）及び契約者回線群設定変
更の場合に適用します。 

 

 

 (ｴ) 契約者回線に係るもの 

工事の区分 適    用 

契約者回線の設置等に
係る工事 

契約者回線の設置、移転、品目の変更及び回線相互
接続等並びに契約者回線群設定変更の場合に適用
します。 

 

 

イ 付加機能に係る工事の区分は次のとおりとします。 

工事の区分 適    用 

付加機能の利用開始又
は変更に係る工事 

付加機能の利用開始又は変更の場合に適用します。 

 

(5)時刻指定工事費等の

適用 
ア ＩＰ通信網相当回線のプラン５に係る他社卸回線について、データ通信網契

約者から時刻指定工事費又は時刻指定調査費を支払うことを条件にそのデータ

通信網契約者が指定する時刻（当社が別に定める時刻に限ります。以下、「指

定時刻」といいます。）に工事又は調査（取扱所内工事のみの場合を除きま

す。）を行ってほしい旨の申出があった場合であって、当社が指定時刻にその

工事を行う場所に到着したとき（その申出をしたデータ通信網契約者の責によ

り当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着できなかった場合を含みま

す。）は、１の指定する時刻ごとに次表に規定する額を適用します。ただし、

当社の責に帰すべき事由によりその工事が完了しなかった場合は、この限りで

ありません。 

 
 

区分 指定時刻 工事費の額 

(ア)時刻指定工
事に係るもの 

午前９時から午後４時まで １５，０００円
（税込１６，５

００円） 

午後５時から午後９時まで ３０，０００円
（税込３ 

３，０００円） 

午後 10 時から翌日の午前８時まで ４５，０００円
（税込４９，５

００円） 

(イ)時刻指定調
査に係るもの 

午前９時から午後４時まで １１，０００円
（税込１２，１

００円） 

午後５時から午後９時まで ２０，０００円
（税込２２，０

００円） 

午後 10 時から翌日の午前８時まで ３０，０００円
（税込３３，０

００円） 
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 イ １の者からの請求により同時に２以上の工事又は調査を行う場合は、それら

の工事又は調査を１の工事又は調査とみなして、時刻指定工事費又は時刻指定

調査費を適用します。 

ウ 当社は、当社が指定時刻に到着しなかったことに伴い発生する損害について

は、責任を負いません 

(6)工事の着手等に関す

る工事費の適用 

ＩＰ通信網相当回線のプラン５に係る他社卸回線の設置等に係る工事の着手等に

関する調査等を行うときは、次表に規定する額を適用します。 

 区分 工事費の適用 単位 工事費の額 

ア 配線経路の
調査に係るも
の 

他社卸回線の終端
のある構内（これ
に準ずる区域内を
含みます。）又は
建物内において、
配線経路の調査を
行う場合に適用し
ます。 

基本額(１経路ごと
に) 

１３，０００円
（税込１４，３

００円） 

配線経路における
通線の確認に関す
る加算額（１経路
ごとに） 

３，０００円
（税込３，３０

０円） 

 

 イ 工事の結果
の報告に係る
もの 

当社からそのデー
タ通信網契約者が
指定する者へ工事
の結果の報告を行
う場合に適用しま
す。 

基本額（１の他社
卸回線の終端の場
所等（１の他社卸
回線の終端の場所
等における他社卸
回線の数は３まで
とします。）ご
と） 

６，０００円
（税込６，６０

０円） 

加算額（１の他社
卸回線の終端の場
所等における他社
卸回線の数が３を
超える１の他社卸
回線ごとに） 

１，８００円

（税込１，９８

０円） 

 

(7) 割増工事費の適用 データ通信網契約者からＩＰ通信網相当回線のプラン５に係る他社卸回線の工事

（他社卸回線の変更に係る工事のうち取扱所内工事のみの場合、工事の着手等に

関する工事のうち工事の結果の報告に係るものを除きます。）を土曜日、日曜日

及び祝日に行ってほしい旨の申込があった場合(他社卸回線の配線ルート構築及

び他社卸回線の配線保護に係る工事については、他社卸回線の設置に係る工事と

同日に施工する場合に限ります。）であって、その申出を当社が承諾した場合、

その工事に関する工事費の合計額に、１の工事ごとに 3,000 円 (税込 3,300 円)

を加算して適用します。 

(8) 工事費の減額等の

適用 

ア 優先度設定符号付与機能、指定帯域別通信量制限機能又は優先受信機能のう

ち、２以上の付加機能に係る工事を同時に行う場合は、２（工事費の額）の規

定にかかわらず、１の工事を除く他の工事の部分について、付加機能に係る工

事費の支払いを要しません。 

イ 特定他社サービス回線に係る接続契約者回線の設置に係る工事と同時に特定

サービス接続機能Ⅱ又は特定サービス接続機能Ⅲに係る工事を行う場合は、２

（工事費の額）の規定にかかわらず、特定サービス接続機能Ⅱ又は特定サービ

ス接続機能Ⅲに係る工事費の支払いを要しません。 

ウ 特定イーサ伝送相当回線に係る特定他社接続回線の設置に係る工事と同時に通

信量優先指定機能に係る工事を行う場合は、２（工事費の額）の規定にかかわ

らず、通信量優先指定機能に係る工事費の支払いを要しません。 

エ データ通信網契約者が別に定める方法により次の変更等を行った場合は、２

（工事費の額）の規定にかかわらず、その変更等に係る工事費の支払いを要し

ません 

 (ｱ) 契約者回線等の品目等の変更又は契約者回線群設定変更 

 (ｲ) 付加機能の利用開始又は変更 
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２ 工事費の額 
   (1) 契約者回線等に係るもの 

ア 特定他社接続回線に係るもの 
(ｱ) イーサ伝送相当回線（電力系事業者等に係るものに限ります。）に係るもの 

区  分 工事費の種別 単 位 工事費の額 

特定他社接続回線の設置等に係
る工事 

取扱所内工事費 
 

１の工事ごとに 
 

３，０００円 

（税込３，３００円） 

 
(ｲ) 削除

 
(ｳ) イーサ伝送相当回線（ＮＴＴ東日本株式会社又はＮＴＴ西日本株式会社に係るものに限りま

す。）のクラス３に係るもの 

区  分 工事費の種別 単 位 工事費の額 

特定他社接続回線の設置等に係
る工事 

取扱所内工事費 １の工事ごとに ３，０００円 

（税込３，３００円） 

 
屋内配線工事費等 
 

１の工事ごとに 
 

１９７，０００円 

（税込２１６，７００

円） 

 
回線終端装置工事費 
 

１の工事ごとに 
 

３０，０００円 

(税込３３，０００円) 

 
(ｴ) イーサ伝送相当回線（ＮＴＴ東日本株式会社又はＮＴＴ西日本株式会社に係るものに限りま

す。）のクラス４に係るもの 

区  分 工事費の種別 単 位 工事費の額 

特定他社接続回線の設置等に係
る工事 

取扱所内工事費 １の工事ごとに ３，０００円 

（税込３，３００円） 

 
屋内配線工事費等 
 

１の工事ごとに 
 

３７，０００円 

(税込４０，７００円) 

 
回線終端装置工事費 
 

１の工事ごとに 
 

３０，０００円 

(税込３３，０００円) 

 
(ｵ) 削除 

 
(ｶ) 光伝送相当回線のタイプ２又はタイプ３に係るもの 

区  分 工事費の種別 単 位 工事費の額 

特定他社
接続回線
の設置等
に係る工
事 

取扱所内交換設備の
設定に係るもの 

取扱所内工事費 １の工事ごとに 
 

３，０００円 

（税込３，３００円） 

 
(ｷ) 特定イーサ伝送相当回線に係るもの 

区  分 工事費の種別 単 位 工事費の額 

特定他社
接続回線
の設置等
に係る工
事 
 

取扱所内交換設備の
設定に係るもの 

取扱所内工事費 １の工事ごとに 
 

３，０００円 

（税込３，３００円） 

特定イーサ伝送相当
回線に係るもの 

取扱所内工事費 １の工事ごとに 
 

３７，０００円 

(税込４０，７００円) 

回線終
端装置
の設定
に係る 
もの 

① ②以外の
場合 

回線終端装置工事費 １の工事ごとに 
 

３０，０００円 

（税込３３，０００円） 

② 設置場所
での作業を
伴わない場
合 

回線終端装置工事費 １の工事ごとに ３，０００円 

（税込３，３００円） 

 
    イ 端末回線に係るもの 
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区  分 工事費の種別 単 位 工事費の額 

端末回線の設置
等に係る工事 

取扱所内工事費 
 

１の工事ごとに 
 

３，０００円 

（税込３，３００

円） 

端末回線工事費 １の工事ごとに ２，０００円 

（税込２，２００

円） 

屋内配線
工事費等 

一般型のもの 
 

１の工事ごとに 
 

５１，０００円

（税込５６，１０

０円） 

特定端末回線型のもの １の工事ごとに 
 

１２，０００円

（税込１３，２０

０円） 

回線終端
装置工事
費 

 

卸回線利用型及び無線回線利用型以外の

もの 

 

１の工事ごとに 
 

３０，０００円

（税込３３，００

０円） 

卸回線利用型のもの １の工事ごとに 
 

２７，０００円

（税込２９，７０

０円） 

無 線 回
線 利 用
型 の も
の 

基本
工事 

① 端末
回線の
設置に
係るも
の 

派遣工事を要
するもの 

１の工事ごとに ３５，０００円

（税込３８，５０

０円） 

派遣工事を要
しないもの 

１の工事ごとに ９，０００円 

（税込９，９００

円） 

② ①以
外のも
の 

派遣工事を要
するもの 

１の工事ごとに  ２４，０００円

（税込２６，４０

０円） 

付加
工事 

高所設置に係るもの １の工事ごとに ３０，０００円

（税込３３，０

００円） 

外部アンテナに係るもの １の工事ごとに １５，０００円

（税込１６，５

００円） 

備 
考 

１ データ通信網契約者は、その終端の場所において特別な工事を要する場合に限り、当社が別に算定す
る額を支払っていただくことがあります。 

２ 高所設置に係るものとは、当社が別に定める高所に回線終端装置を設置する場合とします。 
３ 外部アンテナに係るものとは、電波強度を改善するための補助的なアンテナを設置する場合としま

す。 

 
    ウ 接続契約者回線に係るもの 

(ｱ) ＩＰ通信網相当回線又は移動体通信網相当回線に係るもの 

区  分 工事費の種別 単 位 工事費の額 

接続契約者回線の設置等に係る工
事 

取扱所内工事費 
 

１の工事ごとに 
 

３，０００円 

（税込３，３００円） 

 
(ｲ) ＩＰ通信網相当回線のプラン５に係るもの 

区  分 工事費の種別 単 位 工事費の額 

他社卸回線の設置に係る工事 屋内配線工事費等 １の工事ごとに ２８，８００円 

（税込３１，６８０円） 

他社卸回線の終端の場所の変更に
係る工事 

屋内配線工事費等 １の工事ごとに ２８，８００円 

（税込３１，６８０円） 

他社卸回線
の配線ルー

① ②以外の場合 
屋内配線工事費等 １の工事ごとに １４，０００円 

（税込１５，４００円） 
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ト構築に係
る工事 

② データ通信網
契約者の申込
み又は請求に
より、他社卸
回線の設置に
係る工事と別
日に施工する
場合 

屋内配線工事費等 １の工事ごとに ２７，０００円 

（税込２９，７００円） 

他社卸回線の配線保護に係る工事 屋内配線工事費等 １の工事ごとに 当社が別に算定する額 

他社卸回線
の変更に係
る工事 

① 取扱所内工事
のみの場合 

取扱所内工事費 １の工事ごとに ４，２００円 

（税込４，６２０円） 

② ①以外の場合 屋内配線工事費等 １の工事ごとに ２８，８００円 

（税込３１，６８０円） 

 
(ｳ)  （削除） 

 
(ｴ) 特定他社サービス回線に係るもの 

区  分 工事費の種別 単 位 工事費の額 

接続契約者回線の設置に係る工
事 

取扱所内工事費 
 

１の工事ごとに 
 

１０，０００円 

（税込１１，０００円） 

接続契約者回線の変更に係る工
事 

取扱所内工事費 
 

１の工事ごとに 
 

３，０００円 

（税込３，３００円） 

 
    エ 契約者回線に係るもの 

区  分 工事費の種別 単 位 工事費の額 

契約者回線の設置等に係る工事 
 

取扱所内工事費 
 

１の工事ごとに 
 

３，０００円 

（税込３，３００円） 

 屋内配線工事費 
 

１の工事ごとに 
 

１２，０００円 

（税込１３，２００円） 

 
   (2) 付加機能に係るもの 

区   分 単位 工事費の額 

付加機能の利用開始又は変更に係
る工事 

通信制御機能 
 

１の工事ごとに 
 

３，０００円 

（税込３，３００円） 

 
優先度設定符号付与 
機能 

１の工事ごとに 
 

３，０００円 

（税込３，３００円） 

 
指定帯域別通信量制限
機能 

１の工事ごとに 
 

３，０００円 

（税込３，３００円） 

 
優先受信機能 
 

１の工事ごとに 
 

３，０００円 

（税込３，３００円） 

 
回線群多重機能Ⅰ 
 

１の工事ごとに 
 

３，０００円 

（税込３，３００円） 

 
回線群多重機能Ⅱ 
 

１の工事ごとに 
 

３，０００円 

（税込３，３００円） 

 
動的経路選択機能 

（ＢＧＰ４） 

１の工事ごとに 

 
３，０００円 

（税込３，３００円） 

 
エクストラネット機能 
 

１の工事ごとに 
 

３，０００円 

（税込３，３００円） 

 
特定サービス接続機能
Ⅱ 

１の工事ごとに 
 

３，０００円 

（税込３，３００円） 

 
特定サービス接続機能
Ⅲ 

１の工事ごとに 
 

３，０００円 

（税込３，３００円） 

 
ネットワーク情報等割
当装置接続機能 

１の工事ごとに 
 

３，０００円 

（税込３，３００円） 
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 通信量優先指定機能 
１の工事ごとに 

 

３，０００円 

（税込３，３００円） 

備 

考 

 当社は、動的経路選択機能（ＢＧＰ４）に係る工事について、経路選択に係る経路が１００までのと

きは工事費を適用しません。 
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第３表 手続きに関する料金 

１ 適用 

手続きに関する料金の適用については、第 37 条の２（手続きに関する料金の支払義務）の規定によるほ

か、次のとおりとします。 

適用 

 手続きに関する料金の

適用 

 

手続きに関する料金は、次の通りとします。 

種別 内容 

契約料 データ通信網契約(ＩＰ通信網相当回線のプラン５に係るも

のに限ります。)に係る契約申し込みをし、その承諾を受け

たときに支払いを要する料金 

事業者変更

手数料 

事業者変更の請求をし、その承諾を受けたときに支払いを要

する料金 
 

 

２ 料金額 

(1) 接続契約者回線に係るもの 

ア ＩＰ通信網相当回線のプラン５に係るもの 

区  分 単 位 料金額 

契約料 １のデータ通信網契約ごとに 
 

３，０００円 

（税込３，３００円） 

事業者変更手数料 １の事業者変更に係る手続きごとに ３，０００円 

（税込３，３００円） 
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別表 データ通信網サービスにおける基本的な技術的事項 

 

１ 特定他社接続回線（別紙１(1)又は(2)に規定するＩＰルーティング網接続サービスに係るものに限りま

す。）、端末回線（無線回線利用型を除きます。）又は契約者回線に係るもの 

品   目 物理的条件 光出力等 

0.5Mb/s、 

1～10Mb/s 

（1Mb/s 毎） 

10ＢＡＳＥ－Ｔ 

（ＩＳＯ／ＩＥＣ 8802-3 準拠） 

ＩＳＯ8877 ＲＪ－45 ８極モジュラ 

100Ωの負荷抵抗に対して 6.2V(P-P)以下 

 

 

10Mb/s～100Mb/s 

（10Mb/s 毎） 

 

100ＢＡＳＥ－ＴＸ 

（ＩＥＥＥ 802.3u 準拠） 

ＩＳＯ8877 ＲＪ－45 ８極モジュラ 

100Ωの負荷抵抗に対して 2.1V(P-P)以下 

 

 

200Mb/s～1Gb/s 

（100Mb/s 毎） 

 

1000ＢＡＳＥ－Ｔ 

（ＩＥＥＥ 802.3ab 準拠） 

ＩＳＯ8877 ＲＪ－45 ８極モジュラ 

100Ωの負荷抵抗に対して 3.1V（O-P）

以下 

 

1000ＢＡＳＥ－ＬＸ 

（ＩＥＥＥ 802.3z 準拠） 

Ｆ04 形単心光ファイバコネクタ 

（JIS 規格 C5973 準拠） 

又は 

ＬＣコネクタ（IEC 標準 61754-20 準拠） 

光出力 －3dBm（平均レベル）以下 

使用中心波長 1.31μm   

 

 

 

 

 

1000ＢＡＳＥ－ＳＸ 

（ＩＥＥＥ 802.3z 準拠） 

Ｆ04 形単心光ファイバコネクタ 

（JIS 規格 C5973 準拠） 

又は 

ＬＣコネクタ（IEC 標準 61754-20 準拠） 

光出力 0dBm（平均レベル）以下 

使用中心波長 0.85μm   

 

 

 

 

2Gb/s～10Gb/s 

（1Gb/s 毎） 

10ＧＢＡＳＥ－ＬＲ 

（ＩＥＥＥ 802.3ae 準拠） 

Ｆ04 形単心光ファイバコネクタ 

（JIS 規格 C5973 準拠） 

又は 

ＬＣコネクタ（IEC 標準 61754-20 準拠） 

光出力 0.5dBm（平均レベル）以下 

使用中心波長 1.31μm 

 

10ＧＢＡＳＥ－ＳＲ 

（ＩＥＥＥ 802.3ae 準拠） 

Ｆ04 形単心光ファイバコネクタ 

（JIS 規格 C5973 準拠） 

又は 

ＬＣコネクタ（IEC 標準 61754-20 準拠） 

光出力 -1dBm（平均レベル）以下 

使用中心波長 0.85μm   
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附 則 

（実施期日） 

この約款は、平成 24 年８月１日から実施します。ただし、レイヤ２に係るデータ通信網サービスについて

は、当社が別に定める日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 24 年９月５日から実施します。 

（レイヤ２に係るデータ通信網サービスに関する経過措置） 

２ 当社は、平成 24 年８月１日実施の附則（J12018862）に規定するレイヤ２に係るデータ通信網サービスに

関する実施期日について、「当社が別に定める日」を「平成 24 年９月５日」とします。 

 

附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、平成 24 年 10 月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 24 年 11 月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につ

いては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、平成 25 年３月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 25 年３月 25 日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につ

いては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 25 年４月 15 日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につ

いては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 25 年５月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につ

いては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 25 年７月 16 日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につ

いては、なお従前のとおりとします。 
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附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 25 年８月１日から実施します。 

（データ通信網サービスに関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄の契約を締結しているデータ通信網契約者

は、この改正規定実施の日において、改正後のこの約款の規定による同表の右欄の契約を締結しているもの

とみなします。 

光伝送相当回線のもの 光伝送相当回線のタイプ１のもの 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につ

いては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成 25 年 10 月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 25 年 12 月９日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につ

いては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 26 年１月 31 日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につ

いては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 26 年４月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につ

いては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成 26 年６月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成 26 年７月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 26 年８月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につ

いては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 26 年８月８日から実施します。 
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（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につ

いては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 26 年９月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につ

いては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 26 年９月 29 日から実施します。 

（データ通信網サービスに関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄の契約を締結しているデータ通信網契約者

は、この改正規定実施の日において、改正後のこの約款の規定による同表の右欄の契約を締結しているもの

とみなします。 

特定接続回線のもの 特定接続回線のタイプ１のもの 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につ

いては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 26 年 12 月８日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につ

いては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 27 年１月５日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につ

いては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 27 年２月２日から実施します。 

（データ通信網サービスに関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄の契約を締結しているデータ通信網契約者

は、この改正規定実施の日において、改正後のこの約款の規定による同表の右欄の契約を締結しているもの

とみなします。 

特定他社サービス回線のもの 特定他社サービス回線のタイプ１のもの 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につ

いては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 27 年４月１日から実施します。 

（契約に関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、ＤＳＬ伝送相当回線に係るデータ通信網契約者及びタイプ１の光伝送相当回線

に係るデータ通信網契約者が改正前の規定及びソフトバンクＢＢ株式会社の契約約款等により締結している

次の表の左欄の契約は、この改正規定実施の日において、それぞれ改正後のこの約款の規定により締結した
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同表の右欄の契約とみなします。 

ＤＳＬ伝送相当回線に係るデータ通信網契約及び法人

向けソフトバンクＢＢサービス利用規約に規定するＤ

ＳＬインターネット接続サービスに係る契約 

 

タイプ１の光伝送相当回線に係るデータ通信網契約及

びバックボーン伝送サービス規約に規定するバックボ

ーン伝送サービスに係る契約 

ＤＳＬ伝送相当回線に係るデータ通信網契約 

 

 

 

タイプ１の光伝送相当回線に係るデータ通信網契

約 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につ

いては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成 27 年７月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 27 年７月 17 日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につ

いては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 27 年８月１日から実施します。 

（特定他社接続回線を使用するデータ通信網サービスに関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているデータ通信網サービスのうち、高速ディジ

タル伝送相当回線及びデータ伝送相当回線（ＡＴＭデータ契約者回線（特定事業者のデータ伝送サービス契

約約款に規定するＡＴＭデータ通信網サービスの契約者回線に係る部分をいいます。以下この附則において

同じとします。）に係る部分を除きます。以下この附則２において同じとします。）に係る特定他社接続回

線を使用するものに関する料金その他の取扱いについては、次に掲げるものを除いてなお従前のとおりとし

ます｡ 

(1) 基本額 

 ア 接続基本料 

  (ｱ) 高速ディジタル伝送相当回線に係るもの 

１の特定他社接続回線ごとに 

品  目 料金額（月額） 

６４Ｋｂ／ｓ ３２，０００円 (税抜) 

１２８Ｋｂ／ｓ ４３，０００円 (税抜) 

  (ｲ) データ伝送相当回線に係るもの 

   ① クラス１に係るもの 

１の特定他社接続回線ごとに 

品  目 料金額（月額） 

０．５Ｍｂ／ｓ ６３，９００円(税抜) 

１Ｍｂ／ｓ １０４，８００円(税抜) 

２Ｍｂ／ｓ １６８，８００円(税抜) 

 

   ② クラス２に係るもの 

１の特定他社接続回線ごとに 

品  目 
料金額（月額） 

上限伝送速度 最低伝送速度 
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0.5Mb/s 0.1Mb/s ２８，１００円(税抜) 

0.5Mb/s 0.3Mb/s ４７，７００円(税抜) 

1Mb/s 0.1Mb/s ３１，８００円(税抜) 

1Mb/s 0.5Mb/s ６７，５００円(税抜) 

2Mb/s 0.2Mb/s ４６，３００円(税抜) 

2Mb/s 1.0Mb/s １１０，０００円(税抜) 

3Mb/s 0.3Mb/s ６０，９００円(税抜) 

3Mb/s 1.5Mb/s １４３，２００円(税抜) 

4Mb/s 0.4Mb/s ７２，５００円(税抜) 

4Mb/s 2.0Mb/s １７６，４００円(税抜) 

5Mb/s 0.5Mb/s ８４，６００円(税抜) 

5Mb/s 2.5Mb/s ２０７，８００円(税抜) 

6Mb/s 0.6Mb/s ９４，８００円(税抜) 

6Mb/s 3.0Mb/s ２３９，２００円(税抜) 

7Mb/s 0.7Mb/s １０５，５００円(税抜) 

7Mb/s 3.5Mb/s ２６８，３００円(税抜) 

8Mb/s 0.8Mb/s １１５，１００円(税抜) 

8Mb/s 4.0Mb/s ２９４，５００円(税抜) 

9Mb/s 0.9Mb/s １２４，７００円(税抜) 

9Mb/s 4.5Mb/s ３１９，５００円(税抜) 

10Mb/s 1.0Mb/s １３５，２００円(税抜) 

10Mb/s 5.0Mb/s ３４４，６００円(税抜) 

３ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているデータ通信網サービスのうち、ＡＴＭデー

タ契約者回線に係る特定他社接続回線に関する料金その他の取扱いについては、次に掲げるものを除いてな

お従前のとおりとします｡ 

(1) 基本額 

 ア 基本回線使用料 

ＡＴＭデータ契約者回線１回線ごとに 

品  目 料金額（月額） 

３Ｍｂ／ｓ １２，５００円（税抜）  

６Ｍｂ／ｓ １４，９００円（税抜）  

９Ｍｂ／ｓ １６，１００円（税抜） 

１２Ｍｂ／ｓ １７，３００円（税抜） 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

４ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につ

いては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 27 年 10 月 19 日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につ

いては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 28 年２月１日から実施します。 
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（付加機能に関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している次の表の左欄の付加機能は、この改正規定

実施の日において、改正後のこの約款の規定により提供する同表の右欄の付加機能とみなします。 

特定サービス接続機能 特定サービス接続機能Ⅰ 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につ

いては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成 28 年４月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 28 年４月 15 日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につ

いては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 28 年５月 30 日から実施します。 

（データ通信網サービスに関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄の契約を締結しているデータ通信網契約者

は、この改正規定実施の日において、改正後のこの約款の規定による同表の右欄の契約を締結しているもの

とみなします。 

IP 通信網相当回線のタイプ１のうち、プラン１の

もの 

 

IP 通信網相当回線のタイプ１のうち、プラン２の

もの 

 

移動体通信網相当回線のタイプ１ 

IP 通信網相当回線のタイプ１のうち、プラン１で

あってクラス１のもの 

 

IP 通信網相当回線のタイプ１のうち、プラン２で

あってクラス１のもの 

 

移動体通信網相当回線のタイプ１のうち、一般型

のもの 

（付加機能に関する経過措置） 

３ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄の付加機能の提供を受けているデータ通信

網契約者は、この改正規定実施の日において、１の付加機能ごとに、改正後のこの約款の規定による同表の

右欄の契約を締結したものとみなします。 

特定サービス接続機能Ⅰのうち別に定めるサービ

スに係るもの 

特定接続回線を使用するデータ通信網契約であっ

てタイプ２のもの 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

４ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につ

いては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 28 年６月 30 日から実施します。 

 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につ

いては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 28 年９月１日から実施します。 

（特定他社接続回線を使用するデータ通信網サービスに関する経過措置） 
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２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているデータ通信網サービスのうち、ＤＳＬ伝送

相当回線に係る特定他社接続回線を使用するものに関する料金その他の取扱いについては、次に掲げるもの

を除いてなお従前のとおりとします｡ 

(1) 基本額 

 ア 接続基本料 

  (ｱ)  ＤＳＬ伝送相当回線に係るもの 

１の特定他社接続回線ごとに 

品  目 区  分 料金額（月額） 

５０Ｍｂ／ｓ クラス１（特定他社接続回線が、利用

回線型サービスに係るもの） 
１０，８１０円（税抜） 

 
クラス２（特定他社接続回線が、契約

者回線型サービスに係るもの） 
１０，８１０円（税抜） 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につ

いては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 28 年 10 月３日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 28 年 11 月 24 日から実施します。 

（付加機能に関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄の付加機能の提供を受けているデータ通信網

契約者は、この改正規定実施の日において、１の付加機能ごとに、改正後のこの約款の規定による同表の右

欄の契約を締結したものとみなします。 

ＩＰパケットフィルタリング機能 

 

特定プロトコル通信機能 

ＩＰパケットフィルタリング機能Ⅰ 

 

ネットワーク情報等割当装置接続機能 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 28 年 12 月１日から実施します。 

（特定他社接続回線を使用するデータ通信網サービスに関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているデータ通信網サービスのうち、イーサ伝送相

当回線（クラス１に係るものに限ります。）に係る特定他社接続回線を使用するものに関する料金その他の取

扱いについては、次に掲げるものを除いてなお従前のとおりとします｡ 

(1) 基本額 

 ア 特定他社接続回線に係るもの 

  (ｱ)  イーサ伝送相当回線に係るもの 

  a 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に係るもの 

① クラス１に係るもの 

１の特定他社接続回線ごとに 

品  目 料金額（月額） 

０．５Ｍｂ／ｓ ５２，０００円（税抜） 

１Ｍｂ／ｓ ５９，０００円（税抜） 

２Ｍｂ／ｓ ８８，０００円（税抜） 



 82 

３Ｍｂ／ｓ １０８，０００円（税抜） 

４Ｍｂ／ｓ １２４，０００円（税抜） 

５Ｍｂ／ｓ １４０，０００円（税抜） 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 29 年４月１日から実施します。 

（特定他社接続回線を使用するデータ通信網サービスに関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているデータ通信網サービスのうち、データ伝送相

当回線（東日本電信電話株式会社に係るものに限ります。）に係る特定他社接続回線を使用するものに関する

料金その他の取扱いについては、なお従前のとおりとします。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 29 年５月 24 日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 29 年６月１日から実施します。 

（データ通信網サービスに関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄の契約を締結しているデータ通信網契約者は、

改正後のこの約款の規定による同表の右欄の契約を締結しているものとみなします。 

移動体通信網相当回線のタイプ２のうちプラン２

のもの 

移動体通信網相当回線のタイプ２ 

（移動体通信網相当回線を使用するデータ通信網サービスに関する経過措置） 

３ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているデータ通信網サービスのうち、タイプ２に係

る移動体通信網相当回線（当社の３Ｇ通信サービス又は４Ｇ通信サービスに係るものを除きます。）を使用す

るものに関する料金その他の取扱いについては、次に掲げるものを除いてなお従前のとおりとします｡ 

(1)基本額  

 ア 接続基本料 

(ア)  接続契約者回線に係るもの 

a 移動体通信網相当回線に係るもの 

(a) タイプ２のもの 

① 当社又は株式会社ウィルコム沖縄に係るもの  

ⅰ プラン１   

              

(ⅰ) 基本料   

１の接続契約者回線ごとに 

料金額（月額） 

４０，０００円(税抜) 

(ⅱ) 加算料 

区  分 単 位 料金額（月額） 



 83 

同時に利用可能な

ＩＰアドレスの数

に係るもの 

接続契約者回線への接続に

利用する１の電気通信番号

において同時に利用可能な

ＩＰアドレスの数が１２ま

でのとき 

接続契約者回線への接続に

利用する電気通信番号ごと

に 

１２，０００円 

（税抜） 

 接続契約者回線への接続に

利用する１の電気通信番号

において同時に利用可能な

ＩＰアドレスの数が２８ま

でのとき 

 ２８，０００円 

（税抜） 

 接続契約者回線への接続に

利用する１の電気通信番号

において同時に利用可能な

ＩＰアドレスの数が６０ま

でのとき 

 ６０，０００円 

（税抜） 

 接続契約者回線への接続に

利用する１の電気通信番号

において同時に利用可能な

ＩＰアドレスの数が１２４

までのとき 

 １２４，０００円 

（税抜） 

 接続契約者回線への接続に

利用する１の電気通信番号

において同時に利用可能な

ＩＰアドレスの数が２５２

までのとき 

 ２５２，０００円 

（税抜） 

 接続契約者回線への接続に

利用する１の電気通信番号

において同時に利用可能な

ＩＰアドレスの数が５０８

までのとき 

 ５０８，０００円 

（税抜） 

 接続契約者回線への接続に

利用する１の電気通信番号

において同時に利用可能な

ＩＰアドレスの数が１，０

１６までのとき 

 １，０１６，０００円 

（税抜） 

 接続契約者回線への接続に

利用する１の電気通信番号

において同時に利用可能な

ＩＰアドレスの数が１，５

２４までのとき 

 １，５２４，０００円 

（税抜） 

接続契約者回線への接続に利用する電気通信番

号の数に係るもの 

１の電気通信番号ごとに １８，０００円 

(税抜) 

備考 

１ 同時に利用可能なＩＰアドレスの数に係るものは、接続契約者回線への接続に利用する電気通信番号ごと

に、いずれかの区分を選択していただきます。 

２ 接続契約者回線への接続に利用する電気通信番号の数に係るものは、利用する電気通信番号の数から１

を減じた数の電気通信番号に適用します。 
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ⅱ プラン２ 

１の接続契約者回線ごとに 

品目 料金額（月額） 

０．５Ｍｂ／ｓ ７８，０００円(税抜) 

１Ｍｂ／ｓ ９８，０００円(税抜) 

２Ｍｂ／ｓ １１８，０００円(税抜) 

３Ｍｂ／ｓ １３８，０００円(税抜) 

４Ｍｂ／ｓ １５８，０００円(税抜) 

５Ｍｂ／ｓ １７８，０００円(税抜) 

③ 株式会社ＮＴＴドコモに係るもの 

          ⅰ プラン２ 

１の接続契約者回線ごとに 

品  目 料金額（月額） 

０．５Ｍｂ／ｓ ８３，０００円（税抜） 

１Ｍｂ／ｓ １０３，０００円（税抜） 

２Ｍｂ／ｓ １２３，０００円（税抜） 

３Ｍｂ／ｓ １４３，０００円（税抜） 

４Ｍｂ／ｓ １６３，０００円（税抜） 

５Ｍｂ／ｓ １８３，０００円（税抜） 

６Ｍｂ／ｓ ２０３，０００円（税抜） 

７Ｍｂ／ｓ ２２３，０００円（税抜） 

８Ｍｂ／ｓ ２４３，０００円（税抜） 

９Ｍｂ／ｓ ２６３，０００円（税抜） 

１０Ｍｂ／ｓ ２８３，０００円（税抜） 

１５Ｍｂ／ｓ ３９５，０００円（税抜） 

２０Ｍｂ／ｓ ４８５，０００円（税抜） 

２５Ｍｂ／ｓ ５７５，０００円（税抜） 

３０Ｍｂ／ｓ ６６５，０００円（税抜） 

３５Ｍｂ／ｓ ７５５，０００円（税抜） 

４０Ｍｂ／ｓ ８４５，０００円（税抜） 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

４ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします 。 

 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成 29 年７月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 29 年７月 19 日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 
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附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 29 年 10 月１日から実施します。 

（接続契約者回線を使用するデータ通信網サービスに関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているデータ通信網サービスのうち、ＩＰ通信網相

当回線（クラス１に係るもののうちレイヤ３のものに限ります。）に係る接続契約者回線を使用するものに関

する料金その他の取扱いについては、なお従前のとおりとします。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 29 年 10 月 20 日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 29 年 12 月 11 日から実施します。 

（接続契約者回線を使用するデータ通信網サービスに関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているデータ通信網サービスのうち、特定他社サー

ビス回線（タイプ３のものに限ります。）に係る接続契約者回線を使用するものに関する料金その他の取扱

いについては、なお従前のとおりとします。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 29 年 12 月 25 日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 30 年 1 月 1 日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 30 年１月 31 日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 30 年２月９日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 
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附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 30 年４月１日から実施します。 

（特定他社接続回線を使用するデータ通信網サービスに関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているデータ通信網サービスのうち、データ伝送相

当回線に係る特定他社接続回線を使用するものに関する料金その他の取扱い（基本額のうち加算料の額の再算

定を含みます。）については、なお従前のとおりとします。 

（特定他社接続回線を使用するデータ通信網サービスの廃止） 

３ 平成 27 年８月１日実施の附則第２項に定める特定他社接続回線を使用するデータ通信網サービスのうち、

高速ディジタル伝送相当回線に係るものは、廃止します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

４ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 30 年７月 20 日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 30 年９月１日から実施します。 

（データ通信網サービスに関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄の契約を締結しているデータ通信網契約者は、

改正後のこの約款の規定による同表の右欄の契約を締結しているものとみなします。 

光伝送相当回線のタイプ３のもの 光伝送相当回線のタイプ２のもの 

光伝送相当回線のタイプ４のもの 光伝送相当回線のタイプ３のもの 

（特定他社接続回線を使用するデータ通信網サービスに関する経過措置） 

３ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している光伝送相当回線（タイプ２に限ります。）に

係る特定他社接続回線を使用するものに関する料金その他の取扱いは、次に掲げるものを除いて、なお従前の

とおりとします。 

(1) 基本額 

 ア 特定他社接続回線に係るもの 

  (ｱ)  接続基本料 

     a 光伝送相当回線に係るもの 

      ① タイプ２のもの 

１の特定他社接続回線ごとに 

品  目 料金額（月額） 

１００Ｍｂ／ｓ ３９，８００円（税抜） 

３００Ｍｂ／ｓ ９８，０００円（税抜） 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

４ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 30 年９月 26 日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 30 年 10 月 31 日から実施します。 
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（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 31 年１月７日から実施します。 

（データ通信網サービスに関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄の契約を締結しているデータ通信網契約者は、

改正後のこの約款の規定による同表の右欄の契約を締結しているものとみなします。 

移動体通信網相当回線のタイプ１の一般型 移動体通信網相当回線の一般型 

移動体通信網相当回線のタイプ１の予備型 移動体通信網相当回線の予備型 

（移動体通信網相当回線を使用するデータ通信網サービスに関する経過措置） 

３ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているデータ通信網サービスのうち、タイプ２に係

る移動体通信網相当回線を使用するものに関する料金その他の取扱いについては、次に掲げるものを除いてな

お従前のとおりとします｡ 

(1)基本額  

 ア 接続基本料 

（ウ） 接続契約者回線に係るもの 

ｂ 移動体通信網相当回線に係るもの 

(ｂ) タイプ２のもの 

 (ⅰ) 基本料   

１の接続契約者回線ごとに 

品  目 料金額（月額） 

０．５Ｍｂ／ｓ ７８，０００円（税抜） 

１Ｍｂ／ｓ ９８，０００円（税抜） 

２Ｍｂ／ｓ １１８，０００円（税抜） 

３Ｍｂ／ｓ １３８，０００円（税抜） 

４Ｍｂ／ｓ １５８，０００円（税抜） 

５Ｍｂ／ｓ １７８，０００円（税抜） 

６Ｍｂ／ｓ １９８，０００円（税抜） 

７Ｍｂ／ｓ ２１８，０００円（税抜） 

８Ｍｂ／ｓ ２３８，０００円（税抜） 

９Ｍｂ／ｓ ２５８，０００円（税抜） 

１０Ｍｂ／ｓ ２７８，０００円（税抜） 

１５Ｍｂ／ｓ ３９０，０００円（税抜） 

２０Ｍｂ／ｓ ４８０，０００円（税抜） 

２５Ｍｂ／ｓ ５７０，０００円（税抜） 

３０Ｍｂ／ｓ ６６０，０００円（税抜） 

３５Ｍｂ／ｓ ７５０，０００円（税抜） 

４０Ｍｂ／ｓ ８４０，０００円（税抜） 

４５Ｍｂ／ｓ ９３０，０００円（税抜） 

５０Ｍｂ／ｓ １，０２０，０００円（税抜） 

６０Ｍｂ／ｓ １，１３６，０００円（税抜） 

７０Ｍｂ/ｓ １，２３６，０００円（税抜） 

８０Ｍｂ／ｓ １，３３６，０００円（税抜） 

１００Ｍｂ／ｓ １，４４０，０００円（税抜） 
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２００Ｍｂ／ｓ １，４９０，０００円（税抜） 

３００Ｍｂ／ｓ １，５４０，０００円（税抜） 

４００Ｍｂ／ｓ １，５９０，０００円（税抜） 

５００Ｍｂ／ｓ １，６４０，０００円（税抜） 

６００Ｍｂ／ｓ １，７００，０００円（税抜） 

７００Ｍｂ／ｓ １，７６０，０００円（税抜） 

８００Ｍｂ／ｓ １，８３０，０００円（税抜） 

９００Ｍｂ／ｓ １，９００，０００円（税抜） 

１Ｇｂ／ｓ １，９８０，０００円（税抜） 

 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 31 年１月 18 日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 31 年３月 29 日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 31 年４月１日から実施します。 

（イーサ伝送相当回線を使用するデータ通信網サービスに関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているデータ通信網サービスのうち、イーサ伝送相

当回線に係る特定他社接続回線（クラス１に限ります。）を使用するものに関する料金その他の取扱いは、次

に掲げるものを除いて、なお従前のとおりとします。 

(1)基本額  

 ア 接続基本料 

（ｱ） 特定他社接続回線に係るもの 

a イーサ伝送相当回線に係るもの 

(a) 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に係るもの 

① クラス１に係るもの 

１の特定他社接続回線ごとに 

品  目 料金額（月額） 

１０Ｍｂ／ｓs １６５，０００円（税抜） 

１００Ｍｂ／ｓ ５５２，０００円（税抜） 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 31 年４月 20 日から実施します。 

（イーサ伝送相当回線を使用するデータ通信網サービスに関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているデータ通信網サービスのうち、イーサ伝送相

当回線に係る特定他社接続回線（クラス２に限ります。）を使用するものに関する料金その他の取扱いは、次
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に掲げるものを除いて、なお従前のとおりとします。 

(1)基本額  

 ア 接続基本料 

（ｱ） 特定他社接続回線に係るもの 

a イーサ伝送相当回線に係るもの 

(a) 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に係るもの 

① クラス２に係るもの 

１の特定他社接続回線ごとに 

品  目 料金額（月額） 

０．５Ｍｂ／ｓ ４４，０００円(税抜) 

１Ｍｂ／ｓ ４６，０００円(税抜) 

２Ｍｂ／ｓ ５３，０００円(税抜) 

３Ｍｂ／ｓ ６１，０００円(税抜) 

４Ｍｂ／ｓ ６３，０００円(税抜) 

５Ｍｂ／ｓ ６５，０００円(税抜) 

６Ｍｂ／ｓ ６７，０００円(税抜) 

７Ｍｂ／ｓ ７０，０００円(税抜) 

８Ｍｂ／ｓ ７２，０００円(税抜) 

９Ｍｂ／ｓ ７４，０００円(税抜) 

１０Ｍｂ／ｓ ７６，０００円(税抜) 

２０Ｍｂ／ｓ １１６，０００円(税抜) 

３０Ｍｂ／ｓ １５６，０００円(税抜) 

４０Ｍｂ／ｓ １８３，０００円(税抜) 

５０Ｍｂ／ｓ ２１０，０００円(税抜) 

６０Ｍｂ／ｓ ２３７，０００円(税抜) 

７０Ｍｂ／ｓ ２６５，０００円(税抜) 

８０Ｍｂ／ｓ ２９２，０００円(税抜) 

９０Ｍｂ／ｓ ３１９，０００円(税抜) 

１００Ｍｂ／ｓ ３４６，０００円(税抜) 

２００Ｍｂ／ｓ ６３０，０００円(税抜) 

３００Ｍｂ／ｓ ８２０，０００円(税抜) 

１Ｇｂ／ｓ ２，１６０，０００円(税抜) 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 31 年４月 25 日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和元年７月１日から実施します。 

（他社卸回線の最低利用期間に関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているデータ通信網サービスにおいて、他社卸回線
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の最低利用期間に係る規定を適用しません。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和元年８月 31 日から実施します。 

（特定他社接続回線を使用するデータ通信網サービスに関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているデータ通信網サービスのうち、高速ディジタ

ル伝送相当回線に係る特定他社接続回線を使用するものに関する料金その他の取扱いについては、次に掲げる

ものを除いてなお従前のとおりとします｡ 

   (1)  基本額 

     ア 接続基本料 

      (ｱ) 特定他社接続回線に係るもの 

       ａ 高速ディジタル伝送相当回線に係るもの 

        (a) 基本料 

                                     １の特定他社接続回線ごとに 

品  目 料金額（月額） 

６４Ｋｂ／ｓ ２５，０００円 (税抜) 

１２８Ｋｂ／ｓ ３４，０００円 (税抜) 

        (b) 加算料 

１の特定他社接続回線ごとに、特定事業者との相互接続協定等により当社が特定事業者に支払う額（以下こ

の附則において「接続料」といいます。）に基づいて定額利用料の額を算定し、特定事業者、品目並びに区域

内及び区域外ごと（区域外については、その特定他社接続回線の回線距離ごととします。）の料金を別に定め

ます。 

この場合において、高速ディジタル伝送相当回線に係る特定他社接続回線の終端が、同一の単位料金区域

（特定事業者の電話サービスに関する契約約款及び料金表に規定する単位料金区域をいいます。）に所属する

場合は「区域内」に係る料金を適用し、所属しない場合は「区域外」に係る料金を適用します。 

なお、接続料の改定があったときは、加算料を再算定し、その改定があった暦月の初日から適用します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします 。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和元年 11 月１日から実施します。 

（特定接続回線を使用するデータ通信網サービスに関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄の契約を締結しているデータ通信網契約者は、

改正後のこの約款の規定による同表の右欄の契約を締結しているものとみなします。 

特定接続回線のタイプ２のもの 特定接続回線のもの 

３ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているデータ通信網サービスのうち、特定接続回線

を使用するものであってタイプ１のものに関する料金その他の取扱いについては、次に掲げるものを除いてな

お従前のとおりとします｡ 

   (1)  基本額 

     ア 接続基本料 

      (ｱ) 接続契約者回線に係るもの 

       ａ 特定接続回線に係るもの 

(a) タイプ１ 

         ① 通常クラス 

１の接続契約者回線ごとに 

品  目 料金額（月額） 

１０Ｍｂ／ｓ １００，０００円（税抜） 

１００Ｍｂ／ｓ １８０，０００円（税抜） 
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２００Ｍｂ／ｓ ３６０，０００円（税抜） 

３００Ｍｂ／ｓ ５４０，０００円（税抜） 

         ② エコノミークラス 

１の接続契約者回線ごとに 

品  目 料金額（月額） 

１００Ｍｂ／ｓ ０円 

（旧第４種データホスティング契約者からの申込みに関する経過措置） 

４ この改正規定実施の日以降、データホスティングサービス契約約款の令和元年 11 月 1 日実施の附則の第３

項に定める旧第４種データホスティング契約者から、特定接続回線に係るデータ通信網サービスのうちタイプ

１のものの申し込みがあった場合、第 11 条（データ通信網契約申込の承諾）の規定に準じてその申込みを承

諾します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

５ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします 。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和２年３月 23 日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和２年３月 31 日から実施します。 

（特定イーサ伝送相当回線を使用するデータ通信網サービスに関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄の契約を締結しているデータ通信網契約者は、

改正後のこの約款の規定による同表の右欄の契約を締結しているものとみなします。 

特定イーサ伝送相当回線のもの 特定イーサ伝送相当回線の一般型のもの 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和２年９月 11 日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和３年１月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和３年１月 29 日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 
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附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和３年４月１日から実施します。 

（データ通信網利用契約に関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により締結しているデータ通信網利用契約を締結する場合の取扱

いについては、次に掲げるものを除いてなお従前のとおりとします｡ 

 (1) 当社は、指定回線（ＩＰデータサービス契約約款又はイーサネット通信網サービス契約約款に規定する契

約者回線等（別に定める付加機能に係るものに限ります。）をいいます。以下同じとします。）１回線ごとに

１のデータ通信網利用契約を締結します。 

 (2) (1)の場合において、ＩＰデータサービス契約約款又はイーサネット通信網サービス契約約款に規定する

別に定める付加機能の提供を受けたときは、その契約者は、データ通信網利用契約を締結したこととなります。 

 (3) 契約者回線群の所属及び回線群代表者に係る規定については、指定回線をこの約款に規定する契約者回線

等とみなして第 10 条（データ通信網契約申込の方法）第３項の規定を適用します。 

 (4) (2)の付加機能に係るＩＰデータ契約若しくはイーサネット通信網契約を解除した場合又は(2)に規定する

付加機能を廃止した場合は、そのデータ通信網利用契約を解除したものとします。 

 (5) データ通信網利用契約に基づいてデータ通信網サービスを利用する権利は、譲渡することはできません。 

３ データ通信網利用契約に係る料金（付加機能使用料を除きます。）については、ＩＰデータサービス契約約

款又はイーサネット通信網サービス契約約款に規定する別に定める付加機能に係るＩＰデータ契約又はイーサ

ネット通信網契約に係る料金と併せて設定するものとし、その取扱いについてはＩＰデータサービス契約約款

又はイーサネット通信網サービス契約約款に定めるものとします 

（ＩＰ通信網相当回線を使用するデータ通信網サービスに関する経過措置） 

４ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄の契約を締結しているデータ通信網契約者は、

改正後のこの約款の規定による同表の右欄の契約を締結しているものとみなします。 

ＩＰ通信網相当回線のタイプ１のもの ＩＰ通信網相当回線のもの 

５ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているデータ通信網サービスのうち、IP 通信網相当

回線を使用するものであってタイプ２のものに関する料金その他の取扱いについては、次に掲げるものを除い

てなお従前のとおりとします｡ 

   (1)  基本額 

     ア 接続基本料 

      (ｱ) 接続契約者回線に係るもの 

(b) タイプ２のもの 

         ① 基本料 

１の接続契約者回線ごとに 

品 目 伝送速度に係る細目 料金額（月額） 

１０Ｍｂ／ｓ １Ｍｂ／ｓ １０４，０００円（税込１１４，４００円） 

 ２Ｍｂ／ｓ １２９，０００円（税込１４１，９００円） 

 ３Ｍｂ／ｓ １４４，０００円（税込１５８，４００円） 

 ４Ｍｂ／ｓ １５９，０００円（税込１７４，９００円） 

 ５Ｍｂ／ｓ １７４，０００円（税込１９１，４００円） 

 ６Ｍｂ／ｓ １８９，０００円（税込２０７，９００円） 

 ７Ｍｂ／ｓ ２０４，０００円（税込２２４，４００円） 

 ８Ｍｂ／ｓ ２１９，０００円（税込２４０，９００円） 

 ９Ｍｂ／ｓ ２３４，０００円（税込２５７，４００円） 

 １０Ｍｂ／ｓ ２４９，０００円（税込２７３，９００円） 

１００Ｍｂ／ｓ １０Ｍｂ／ｓ ３５０，０００円（税込３８５，０００円） 

 ２０Ｍｂ／ｓ ５００，０００円（税込５５０，０００円） 

 ３０Ｍｂ／ｓ ６５０，０００円（税込７１５，０００円） 

 ４０Ｍｂ／ｓ ８００，０００円（税込８８０，０００円） 

 ５０Ｍｂ／ｓ ９５０，０００円（税込１，０４５，０００円） 

 ６０Ｍｂ／ｓ １，１００，０００円（税込１，２１０，０００円） 
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 ７０Ｍｂ／ｓ １，２５０，０００円（税込１，３７５，０００円） 

 ８０Ｍｂ／ｓ １，４００，０００円（税込１，５４０，０００円） 

 ９０Ｍｂ／ｓ １，５５０，０００円（税込１，７０５，０００円） 

 １００Ｍｂ／ｓ １，７００，０００円（税込１，８７０，０００円） 

２００Ｍｂ／ｓ － ２，８５０，０００円（税込３，１３５，０００円） 

３００Ｍｂ／ｓ － ４，０５０，０００円（税込４，４５５，０００円） 

 

         ② 加算料 

          ⅰ 東日本電信電話株式会社に係るＩＰ通信網相当回線を使用するとき 

 １の接続契約者回線ごとに 

品  目 料金額（月額） 

１０Ｍｂ／ｓ ３２６，０００円（税込３５８，６００円） 

１００Ｍｂ／ｓ １，７２０，０００円（税込１，８９２，０００円） 

２００Ｍｂ／ｓ ２，０８６，０００円（税込２，２９４，６００円） 

３００Ｍｂ／ｓ ２，４５２，０００円（税込２，６９７，２００円） 

 

          ⅱ 西日本電信電話株式会社に係るＩＰ通信網相当回線を使用するとき 

 １の接続契約者回線ごとに 

品  目 料金額（月額） 

１０Ｍｂ／ｓ ３２６，０００円（税込３５８，６００円） 

１００Ｍｂ／ｓ １，７２０，０００円（税込１，８９２，０００円） 

２００Ｍｂ／ｓ ２，７６０，０００円（税込３，０３６，０００円） 

３００Ｍｂ／ｓ ３，８１２，０００円（税込４，１９３，２００円） 

（付加機能に関する経過措置） 

６ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している次に掲げる付加機能に関する料金その他の取扱

いは、次に掲げるものを除いて、なお従前のとおりとします。 

(1) 付加機能使用料については、次に定める額とします。 

区   分 単位 料金額（月額） 

マ

ル

チ

キ

ャ

ス

ト

機

能

 

マルチキャストグループ

（データ通信網契約者が

あらかじめ指定した契約

者回線等（同一の契約者

回線群に所属するものに

限ります。）により構成

される回線群をいいま

す 。 以 下 同 じ と し ま

す。）において、１の契

約者回線等から送信する

ＩＰパケットを複製し他

の契約者回線等に同時に

伝送する機能をいいま

す。 

（商品名：マルチキャス

ト） 

マルチキャスト送信速度

が 1Mb/s のマルチキャス

トグループに係るもの 

１の契約者回線

等について１ の

マルチキャスト

グループごとに 

６，０００円 

（税込６，６００円） 

マルチキャスト送信速度

が 5Mb/s のマルチキャス

トグループに係るもの 

 １４，０００円 

（税込１５，４００円） 

マルチキャスト送信速度

が 10Mb/s のマルチキャス

トグループに係るもの 

 ２６，５００円 

（税込２９，１５０円） 

マルチキャスト送信速度

が 20Mb/s のマルチキャス

トグループに係るもの 

 ５１，５００円 

（税込５６，６５０円） 
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備 

 

考 

(1) マルチキャスト送信速度とは、マルチキャスト送信回線（マルチキャスト機能に係るＩＰパ

ケットの送信を行う契約者回線等をいいます。以下同じとします。）からマルチキャスト機能

に係るＩＰパケットの送信が可能な符号伝送速度の上限値をいいます。 

(2) 当社は、レイヤ３に係るデータ通信網契約（ＩＰ通信網相当回線のタイプ２、移動体通信網

相当回線、特定他社サービス回線及び特定接続回線に係るものを除きます。）に限り、マルチ

キャスト機能を提供します。 

(3) データ通信網契約者は、マルチキャスト機能の利用を請求するときは、所属するマルチキャ

ストグループを指定していただきます。その利用の請求が、マルチキャスト送信回線に係るも

のであるときは、マルチキャスト送信速度の区分を指定していだだきます。 

(4) マルチキャスト送信回線は、特定他社接続回線（イーサネット伝送相当回線のクラス１に係

るものに限ります。）、端末回線（一般型に係るものに限ります。）又は契約者回線に限り、

当社が別に定める場合を除き、１のマルチキャストグループにつき１に限ります。 

(5) １のマルチキャストグループに所属することができる契約者回線等の数及び１の契約者回線

群におけるマルチキャストグループの数は、当社が別に定める数までとします。 

(6) データ通信網契約者は、マルチキャスト送信速度がマルチキャスト送信回線の品目に係る符

号伝送速度を超える場合において、その品目に係る符号送信速度を超えてＩＰパケットの送信

を行うことはできません。 

Ｉ

Ｐ

パ

ケ

ッ

ト

フ

ィ

ル

タ

リ

ン

グ

機

能

Ⅰ

 

データ通信網契約者があ

らかじめ指定する条件

（当社が別に定める項目

に 係 る も の に 限 り ま

す。）に従ってＩＰパケ

ットの伝送を制限する機

能をいいます。 

（商品名：フィルタリン

グサービス） 

指定する条件の数が５ま

でのとき 

１の接続契約者

回線又は特定サ

ービス接続機能

Ⅰについて送信

及び受信のそれ

ぞれごとに 

４，０００円 

（税込４，４００円） 

指定する条件の数が６か

ら１０までのとき 

８，０００円 

（税込８，８００円） 

指定する条件の数が１１

から１５までのとき 

１２，０００円 

（税込１３，２００円） 

指定する条件の数が１６

から２０までのとき 

１６，０００円 

（税込１７，６００円） 

備 

 

考 

(1) 当社は、１の接続契約者回線（レイヤ３に係るものに限り、ＩＰ通信網相当回線のタイプ２

に係るものに限ります。）又は１の特定サービス接続機能Ⅰ（別に定めるサービスに係るもの

に限ります。）につき１のＩＰパケットフィルタリング機能Ⅰを提供します。 

(2) データ通信網契約者は、ＩＰパケットの伝送の制限に係る条件を、送信及び受信のそれぞれ

についてあらかじめ指定していただきます。この場合の送信及び受信とは、この欄において次

のとおりとします。 

ア 接続契約者回線に係るものについては、接続契約者回線の終端の場所への伝送方向を送信

といい、他の伝送方向を受信といいます。 

イ 特定サービス接続機能Ⅰに係るものについては、特定サービス接続機能Ⅰに係る電気通信

設備から特定サービスに係る電気通信回線設備への伝送方向を送信といい、他の伝送方向を

受信といいます。 

(3) 指定する条件の数とは、当社所定の様式によりデータ通信網契約者が指定する条件の数をい

います。 

(4) 指定する条件の数は、送信及び受信のそれぞれについて、２０を上限とします。 
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特

定

回

線

群

接

続

機

能 

特定回線群（ＩＰデータサービス契約約款又はイーサ

ネット通信網サービス契約約款に規定する契約者回線

群をいいます。以下同じとします。）に関する電気通

信回線設備と接続する機能をいいます。 

（商品名：ＶＰＮエクステンション） 

１の特定回線

群ごとに 

－ 

備 

 

考 

(1) この機能を利用する契約者回線群については、１の契約者回線等のみ所属する契約者回線

群を設定します。 

(2) 当社は、回線群代表者であるデータ通信網契約者から請求があったときに限り、この特定

回線群接続機能を提供します。 

(3) (2)の請求があった場合において、この機能を利用する契約者回線群に係る回線群代表者が

相互に接続する特定回線群に係る回線群代表者（ＩＰデータサービス契約約款又はイーサネッ

ト通信網サービス契約約款に規定する回線群代表者をいいます。以下「特定回線群代表者」と

いいます。）と異なる場合は、いずれかをこの機能を利用する契約者回線群に係る回線群代表

者とし、それが特定回線群代表者であるときは、第 10 条（データ通信網契約申込の方法）の

規定にかかわらず、特定回線群代表者をこの機能を利用する契約者回線群に係る回線群代表者

とみなして取り扱います。 

(4) (2)の請求があった場合において、その契約者回線群に所属する契約者回線等に係る全て

のデータ通信網契約者は、この機能を利用することができます。  

(5) 回線群代表者であるデータ通信網契約者は、相互に接続する特定回線群をあらかじめ指定

していただきます。 

(6) 当社は、データ通信網利用契約に基づき、この特定回線群接続機能を提供します。この場

合、指定回線はこの特定回線群接続機能に係るＩＰデータ契約又はイーサネット通信網契約

に係る契約者回線等が所属する特定回線群とこの機能により接続している契約者回線群に所

属するものとし、指定回線が所属する契約者回線群について、指定回線に係る部分について

は、(1)から(5)までの規定において、「契約者回線等」を「指定回線」に読み替えて適用す

るものとします。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

７ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和４年１月 17 日から実施します。 

（特定接続回線を使用するデータ通信網サービスに関する経過措置） 

２ 令和元年 11 月 1 日実施の附則に定める特定接続回線を使用するデータ通信網サービスに関する経過措置に

ついて、同附則第３項の(1)ア(ｱ)ａ（a）②を次の表に改めます。 

 ② エコノミークラス 

１の接続契約者回線ごとに 

料金額（月額） 

０円 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします 。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和４年２月１日から実施します。 

（ＩＰ通信網相当回線を使用するデータ通信網サービスに関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、データ通信網契約者が改正前の規定により、データ通信網サービスのＩＰ通信

網相当回線のうちタイプ１であってプラン１のものの提供を受けている場合の料金その他の提供条件は、この

約款を適用するほか、次の規定によります｡ 

   (1) 基本額 

     ア 接続基本料 

      (ｱ) 接続契約者回線に係るもの 
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       ａ ＩＰ通信網相当回線に係るもの 

         ① タイプ１のもの 

１の接続契約者回線ごとに 

区 分 料金額（月額） 

プラン１ ４，８００円（税込５，２８０円） 

   (2) データ通信網契約者は、第 13 条（品目等の変更）の規定にかかわらず、設備の態様による細目１の変更

を請求することはできません。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします 。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和４年３月１日から実施します。 

（ＩＰ通信網相当回線を使用するデータ通信網サービスに関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、データ通信網契約者が改正前の規定により、データ通信網サービスのＩＰ通信

網相当回線のうちタイプ１であってプラン２及びプラン３のものの提供を受けている場合の料金その他の提供

条件は、この約款を適用するほか、次の規定によります｡ 

   (1) 基本額 

     ア 接続基本料 

      (ｱ) 接続契約者回線に係るもの 

       ａ ＩＰ通信網相当回線に係るもの 

         ① ②以外のもの 

１の接続契約者回線ごとに 

区 分 料金額（月額） 

プラン２ ４，８００円（税込５，２８０円） 

プラン３ ４，８００円（税込５，２８０円） 

② 他社卸回線使用料 

  料金表第１表第１類（定額利用料）に規定する他社卸回線使用料と同額とします。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします 。 

 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、令和４年４月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、令和４年７月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和４年８月 17 日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、令和５年４月１日から実施します。 
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附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、令和５年７月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、令和５年９月 29 日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和５年 10 月 24 日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和５年 10 月 25 日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和６年２月７日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和６年３月 11 日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和６年４月１日から実施します。 

（他社卸回線に係る工事費に関する経過措置） 

２ 令和６年６月 30 日以前に工事が完了した他社卸回線の設置に係る工事、他社卸回線の終端の場所の変

更に係る工事及び他社卸回線の変更に係る工事の額は、次に定める額とします。 

  なお、令和６年７月１日以降に工事が完了した他社卸回線の設置に係る工事、他社卸回線の終端の場

所の変更に係る工事及び他社卸回線の変更に係る工事の額は、料金表第２表（工事費の額）に定める他社

卸回線に係る工事費の額を適用することとします。ただし、令和６年３月 31 日以前に他社卸回線の設置

に係る工事、他社卸回線の終端の場所の変更に係る工事及び他社卸回線の変更に係る工事の請求を受け付

けた場合は、次に定める額を適用することとします。 

区  分 工事費の種別 単 位 工事費の額 

他社卸回線の設置に係る工事 屋内配線工事費等 １の工事ごとに ２４，０００円 

（税込２６，４００円） 

他社卸回線の終端の場所の変更に
係る工事 

屋内配線工事費等 １の工事ごとに １８，０００円 

（税込１９，８００円） 

他社卸回線
の変更に係
る工事 

① 取扱所内工事
のみの場合 

取扱所内工事費 １の工事ごとに ２，０００円 

（税込２，２００円） 

② ①以外の場合 屋内配線工事費等 １の工事ごとに １８，０００円 

（税込１９，８００円） 
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（料金等の支払いに関する経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和６年４月５日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和６年４月 26 日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和６年６月 28 日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和６年８月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和６年 10 月１日から実施します。 

（イーサ伝送相当回線を使用するデータ通信網サービスに関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているデータ通信網サービスのうち、イーサ伝送相

当回線に係る特定他社接続回線（クラス１に限ります。）を使用するものに関する料金その他の取扱いは、次

に掲げるものを除いて、なお従前のとおりとします。 

(1) 基本額 

     ア 接続基本料 

      (ｱ) 特定他社接続回線に係るもの 

       ａ イーサ伝送相当回線に係るもの 

        (a) 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に係るもの 

① クラス１に係るもの 

１の特定他社接続回線ごとに 

品  目 料金額（月額） 

２００Ｍｂ／ｓ １，２１５，０００円（税込１，３３６，５００円） 

３００Ｍｂ／ｓ １，７２１，０００円（税込１，８９３，１００円） 

４００Ｍｂ／ｓ ２，２２７，０００円（税込２，４４９，７００円） 

５００Ｍｂ／ｓ ２，７３３，０００円（税込３，００６，３００円） 

６００Ｍｂ／ｓ ３，０４３，０００円（税込３，３４７，３００円） 

７００Ｍｂ／ｓ ３，３５３，０００円（税込３，６８８，３００円） 
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８００Ｍｂ／ｓ ３，６６３，０００円（税込４，０２９，３００円） 

９００Ｍｂ／ｓ ３，９７２，０００円（税込４，３６９，２００円） 

１Ｇｂ／ｓ ４，２８２，０００円（税込４，７１０，２００円） 

(２) 工事費の額 

     ア 契約者回線等に係るもの 

      (ｱ) 特定他社接続回線に係るもの 

ａ イーサ伝送相当回線（東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に係るものに限

ります。）のクラス１に係るもの 

区  分 工事費の種別 単 位 工事費の額 

特定他社接続回線の設置等に係る
工事 

取扱所内工事費 １の工事ごとに ３，０００円 

（税込３，３００円） 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和６年 11 月１日から実施します。 

（特定他社サービス回線を使用するデータ通信網サービスに関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているデータ通信網サービスのうち、特定他社サー

ビス回線に係る接続契約者回線（タイプ６に限ります。）を使用するものに関する料金その他の取扱いは、次

に掲げるものを除いて、なお従前のとおりとします。 

(1) 基本額 

     ア 接続基本料 

      (ｱ) 接続契約者回線に係るもの 

       ａ 特定他社サービス回線に係るもの 

        (a) タイプ６ 

１の接続契約者回線ごとに 

品  目 料金額（月額） 

１０Ｍｂ／ｓ ６４，０００円（税込７０，４００円） 

５０Ｍｂ／ｓ ２３９，０００円（税込２６２，９００円） 

１００Ｍｂ／ｓ ３６４，０００円（税込４００，４００円） 

２００Ｍｂ／ｓ ６９５，０００円（税込７６４，５００円） 

５００Ｍｂ／ｓ １，５２８，０００円（税込１，６８０，８００円） 

１Ｇｂ／ｓ ２，５４７，０００円（税込２，８０１，７００円） 

２Ｇｂ／ｓ ５，４５１，０００円（税込５，９９６，１００円） 

５Ｇｂ／ｓ ６，７７６，０００円（税込７，４５３，６００円） 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、令和７年７月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和７年９月 26 日から実施します。 

（移動体通信網相当回線を使用するデータ通信網サービスに関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄の契約を締結しているデータ通信網契約者は、

改正後のこの約款の規定による同表の右欄の契約を締結しているものとみなします。 
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移動体通信相当回線の一般型のもの 移動体通信相当回線のタイプ１の一般型のもの 

移動体通信相当回線の予備型のもの 移動体通信相当回線のタイプ１の予備型のもの 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 
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別紙１ 特定他社接続回線に係る特定事業者及び電気通信サービス等 

(1) イーサ伝送相当回線に係るもの 

① ＮＴＴ東日本株式会社又はＮＴＴ西日本株式会社に係るもの 

協定事業者の名称 電気通信サービスの種類 契約約款 

ＮＴＴ東日本株式会社 ＩＰルーティング網接続専用 

サービス（第３種サービスであ

って、タイプ２に係るものに限

ります。） 

専用サービス契約約款 

ＮＴＴ西日本株式会社 ＩＰルーティング網接続専用 

サービス（第３種サービスであ

って、タイプ２に係るものに限

ります。） 

専用サービス契約約款 

 

② 電力系事業者等に係るもの 

協定事業者の名称 電気通信サービスの種類 契約約款 

北海道総合通信網株式会社 イーサネット通信網サービス イーサネット通信網サービス契約

約款 

株式会社トークネット 高速イーサネット網サービス 高速イーサネット網サービス契約

約款 

ＫＤＤＩ株式会社 パワードイーサネットサービス パワードイーサネットサービス 

契約約款 

中部テレコミュニケーション株式会社 第Ⅲ種イーサネット網サービス イーサネット網サービス契約約款 

北陸通信ネットワーク株式会社 イーサネット通信網サービス イーサネット通信網サービス契約

約款 

株式会社オプテージ 高速イーサネット専用サービス 専用サービス契約約款 

株式会社ＳＴＮｅｔ 高速イーサネット網接続サービ

ス 

高速イーサネット網サービス契約

約款 

株式会社エネコム イーサネット通信網サービス イーサネット通信網サービス契約

約款 

株式会社ＱＴｎｅｔ 高速イーサネット専用サービス 専用サービス契約約款 

ＯＴＮｅｔ株式会社 高速イーサネット専用サービス 専用サービス契約約款 

備 考 

ＫＤＤＩ株式会社に係る特定他社接続回線は、旧株式会社パワードコムに係るものをいいます。  

 

  (2) 光伝送相当回線に係るもの 

   ① 削除 

 

   ② タイプ２に係るもの 

協定事業者の名称 電気通信サービスの種類 契約約款 

中部テレコミュニケーション株式会社 Ether コミュファサービス Ether コミュファサービス契約約

款 
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   ③ タイプ３に係るもの 

協定事業者の名称 電気通信サービスの種類 契約約款 

株式会社ＱＴｎｅｔ ＩＰ通信網サービス ＩＰ通信網サービス契約約款 

 

  (3) 特定イーサ伝送相当回線に係るもの 

協定事業者の名称 電気通信サービスの種類 契約約款 

ＮＴＴ東日本株式会社 ＩＰルーティング網接続専用 

サービス（第３種サービスであ

って、タイプ２に係るものに限

ります。） 

専用サービス契約約款 

ＮＴＴ西日本株式会社 ＩＰルーティング網接続専用 

サービス（第３種サービスであ

って、タイプ２に係るものに限

ります。） 

専用サービス契約約款 
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別紙２ 接続契約者回線に係る協定事業者及び電気通信サービス等 

 接続契約者回線と接続する他社接続回線又は当社接続回線に係る協定事業者及び電気通信サービス等は次のと

おりとします。 

 (1) ＩＰ通信網相当回線に係るもの 

 ⅰ （削除） 

 ⅱ プラン４のもの 

協定事業者の名称 電気通信サービスの種類 契約約款 

ＮＴＴ東日本株式会社 ＩＰ通信網サービス（メニュー

５に係るものに限ります。） 

ＩＰ通信網サービス契約約款 

ＮＴＴ西日本株式会社 ＩＰ通信網サービス（メニュー

５に係るものに限ります。） 

ＩＰ通信網サービス契約約款 

備 考 

ＮＴＴ東日本株式会社又はＮＴＴ西日本株式会社との光コラボレーションモデルに関する契約に基づき電気

通信サービスを提供する当社が別に定める事業者に係るものを含みます。 

 

(2) 移動体通信網相当回線に係るもの 

 ⅰ 携帯電話サービスに係るもの 

協定事業者等の名称 電気通信サービスの種類 契約約款 

ソフトバンク株式会社 ４Ｇ通信サービス ４Ｇ通信サービス契約約款 

 ⅱ 衛星通信サービスに係るもの 

協定事業者等の名称 電気通信サービスの種類 契約約款 

ソフトバンク株式会社 衛星通信サービス Eutelsat OneWeb サービス利用規

約 
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別紙３ データ通信網サービスの特定他社接続回線に係る区域 

(1) イーサ伝送相当回線に係るもの 

特定他社接続回線に係る協定事業者 単位料金区域又は都道府県の名称 

北海道総合通信網株式会社 札幌 

株式会社トークネット 宮城県 

ＫＤＤＩ株式会社 東京都、神奈川県 

中部テレコミュニケーション株式会社 愛知県 

北陸通信ネットワーク株式会社 石川県 

株式会社オプテージ 京都府、大阪府、兵庫県 

株式会社ＳＴＮｅｔ 香川県 

株式会社エネコム 岡山県、広島県 

株式会社ＱＴｎｅｔ 福岡県 

 


